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１．事業指定基準規則要求への対応について

事業指定基準規則および解釈 分類

（規則）
第九条 安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項において同じ。）

が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

（解釈）
１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象（地震及び津波を除く。）に対して、安全機能を有

する施設が安全機能を損なわないために必要な重大事故等対処設備への措置を含む。

２ 第１項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍
結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災等をいう。

３ 第１項に規定する「想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場
合においても安全機能を損なわないもの」とは、設計上の考慮を要する自然現象又はその組合せ
に遭遇した場合において、自然事象そのものがもたらす環境条件及びその結果として当該施設で
生じ得る環境条件において、その設備が有する安全機能が達成されることをいう。

追加要求事項
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１．事業指定基準規則要求への対応について

事業指定基準規則および解釈 分類

（規則）
第九条
２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自

然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に
考慮したものでなければならない。

（解釈）
１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象（地震及び津波を除く。）に対して、安全機能を有

する施設が安全機能を損なわないために必要な重大事故等対処設備への措置を含む。

４ 第２項に規定する「大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象」とは、対象となる自然
現象に対応して、最新の科学的技術的知見を踏まえて適切に予想されるものをいう。なお、過去の
記録、現地調査の結果、最新知見等を参考にして、必要のある場合には、異種の自然現象を重畳
させるものとする。

５ 第２項に規定する「適切に考慮したもの」とは、大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然
現象により安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故が発生した場合に生じる応力を単
純に加算することを必ずしも要求するものではなく、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮し
て適切に組み合わせた場合をいう。

追加要求事項
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１．事業指定基準規則要求への対応について

事業指定基準規則および解釈 分類

（規則）
第九条
３ 安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺において想定される再処理施設の安全性を損な

わせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全
機能を損なわないものでなければならない。

（解釈）
１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象（地震及び津波を除く。）に対して、安全機能を有

する施設が安全機能を損なわないために必要な重大事故等対処設備への措置を含む。

６ 第３項は、設計基準において想定される再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがあ
る事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して、安全機能を有する施設が安全
機能を損なわないために必要な重大事故等対処設備への措置を含む。

７ 第３項に規定する「再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に
よるもの（故意によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況を基に選択されるものであり、飛
来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障
害等をいう。なお、上記の「航空機落下」については、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確
率の評価基準について」（平成14・07・29原院第４号（平成１４年７月３０日原子力安全・保安院制
定））等に基づき、防護設計の要否について確認する。

８ 第３項に規定する「安全機能を損なわないもの」とは、想定される偶発的な外部人為事象に対し、冷
却、水素掃気、火災・爆発の防止、臨界防止等の安全機能を損なわないことをいう。

追加要求事項



２．これまでの審査における主な論点
（既許可からの変更点）

4

 新規制基準は、再処理施設安全審査指針（昭和61年２月20日原子力安全委員会決定。）を踏まえたもので
あるが、事業指定基準規則第九条及び同解釈において、想定される自然現象、重大事故等対処設備への
措置及び設計基準事故時の応力の考慮が追加された。

 以上より、新規制基準に適合するように設計するための方針としては、追加された想定される自然現象、重
大事故等対処設備への措置及び設計基準事故時の応力の考慮について、事業変更許可申請へ反映して
いる。

 外部からの衝撃による損傷の防止（火山の影響）に関して整理した結果を添付資料に示す。



３．これまでの審査会合からの変更点

以下の項目について，第308回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合（地震・津波審査）令和
元年10月25日での評価対象降下火砕物の変更により，層厚及び密度を変更した。（平成３１年１月２８日
審査会合からの変更）

・降下火砕物の層厚 36ｃｍ ⇒ 55ｃｍ

・降下火砕物の密度（湿潤密度） 1.5ｇ／ｃｍ３ ⇒ 1.3ｇ／ｃｍ３
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1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

外部からの衝撃による損傷の防止について，事業指定基準規則第九条

と再処理施設安全審査指針の比較並びに当該指針を踏まえたこれまでの許

認可実績により，事業指定基準規則第九条において追加された要求事項を

整理する。（第１－１表） 
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第１－１表 事業指定基準規則第九条と再処理施設安全審査指針 比較表（１／５） 

事業指定基準規則 

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

１ 安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地

震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生し

た場合においても安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

（解釈） 

１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）に対して、安全機能を有

する施設が安全機能を損なわないために必要な重大

事故等対処設備への措置を含む。 

２ 第１項に規定する「想定される自然現象」とは、敷

地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍

結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物

学的事象、森林火災等をいう。 

３ 第１項に規定する「想定される自然現象（地震及び

津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合

においても安全機能を損なわないもの」とは、設計

上の考慮を要する自然現象又はその組合せに遭遇し

た場合において、自然事象そのものがもたらす環境

条件及びその結果として当該施設で生じ得る環境条

件において、その設備が有する安全機能が達成され

ることをいう。 

指針1.基本的立地条件 

 事故の誘因を排除し、災害の拡大を防止する観

点から、再処理施設の立地地点及びその周辺にお

ける以下の事象を検討し、安全確保上支障がない

ことを確認すること。 

1. 自然環境

(1)地震、津波、地すべり、陥没、台風、高潮、

洪水、異常寒波、豪雪等の自然現象

(2)地盤、地耐力、断層等の地質及び地形等

(3)風向、風速、降雨量等の気象

(4)河川、地下水等の水象及び水理

（解説） 

1 自然環境及び社会環境について、申請者が行

った文献調査及び現地調査の結果を、建物・構築

物の配置を含む設計の妥当性の判断及び各種の評

価に用いることが適切であることを確認するほ

か、必要に応じ現地調査等を行い、申請者の行っ

た各種の調査結果の確認を行うものとする。 

追加要求事項 

8



1-3

第１－１表 事業指定基準規則第九条と再処理施設安全審査指針 比較表（２／５） 

事業指定基準規則 

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

指針14 地震以外の自然現象に対する考慮 

1 再処理施設における安全上重要な施設は、再

処理施設の立地地点及びその周辺における自然環

境をもとに津波、地すべり、陥没、台風、高潮、

洪水、異常寒波、豪雪等のうち予想されるものを

設計基礎とすること。 

2 これらの設計基礎となる事象は、過去の記録

の信頼性を十分考慮のうえ、少なくともこれを下

回らない苛酷なものであって、妥当とみなされる

ものを選定すること。 

3 過去の記録、現地調査の結果等を参考にして

必要のある場合には、異種の自然現象を重畳して

設計基礎とすること。 

前記のとおり 

9



1-4

第１－１表 事業指定基準規則第九条と再処理施設安全審査指針 比較表（３／５） 

事業指定基準規則 

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大き

な影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象

により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設

計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したもので

なければならない。 

（解釈） 

１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）に対して、安全機能を有

する施設が安全機能を損なわないために必要な重大

事故等対処設備への措置を含む。 

４ 第２項に規定する「大きな影響を及ぼすおそれがあ

ると想定される自然現象」とは、対象となる自然現

象に対応して、 新の科学的技術的知見を踏まえて

適切に予想されるものをいう。なお、過去の記録、

現地調査の結果、 新知見等を参考にして、必要の

ある場合には、異種の自然現象を重畳させるものと

する。 

５ 第２項に規定する「適切に考慮したもの」とは、大

きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現

象により安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計

基準事故が発生した場合に生じる応力を単純に加算

することを必ずしも要求するものではなく、それぞ

れの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み

合わせた場合をいう。 

指針14 地震以外の自然現象に対する考慮 

1 再処理施設における安全上重要な施設は、再

処理施設の立地地点及びその周辺における自然環

境をもとに津波、地すべり、陥没、台風、高潮、

洪水、異常寒波、豪雪等のうち予想されるものを

設計基礎とすること。 

2 これらの設計基礎となる事象は、過去の記録

の信頼性を十分考慮のうえ、少なくともこれを下

回らない苛酷なものであって、妥当とみなされる

ものを選定すること。 

3 過去の記録、現地調査の結果等を参考にして

必要のある場合には、異種の自然現象を重畳して

設計基礎とすること。 

追加要求事項 
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第１－１表 事業指定基準規則第九条と再処理施設安全審査指針 比較表（４／５） 

事業指定基準規則 

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

３ 安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺に

おいて想定される再処理施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）に対して安全機能を

損なわないものでなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）に対して、安全機能を有

する施設が安全機能を損なわないために必要な重大

事故等対処設備への措置を含む。 

６ 第３項は、設計基準において想定される再処理施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）に対して、安全機能を有する施設が安全機能

を損なわないために必要な重大事故等対処設備への

措置を含む。 

指針1 基本的立地条件 

事故の誘因を排除し、災害の拡大を防止する観点

から、再処理施設の立地地点及びその周辺におけ

る以下の事象を検討し、安全確保上支障がないこ

とを確認すること。 

2 社会環境 

(1) 近接工場における火災、爆発等 

(2) 航空機事故等による飛来物等 

(3) 水の利用状況、飲食物の生産・流通状況、

人口分布状況等 

 

（解説） 

2 社会環境に関する事象として注目すべき点

は、近接工場における事故及び航空機に係る事故

である。 

近接工場における事故については、事故の種類

と施設までの離隔距離との関連においてその影響

を評価した上で、必要な場合、安全上重要な施設

が適切に保護されていることを確認すること。 

航空機に係る事故については、航空機に係る施

設の事故防止対策として、航空機の施設上空の飛

行制限等を勘案の上、その発生の可能性について

評価した上で、必要な場合は、安全上重要な施設

のうち特に重要と判断される施設が、適切に保護

されていることを確認すること。 

追加要求事項 
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第１－１表 事業指定基準規則第九条と再処理施設安全審査指針 比較表（５／５） 

事業指定基準規則 

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

７ 第３項に規定する「再処理施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であって人為による

もの（故意によるものを除く。）」とは、敷地及び

敷地周辺の状況を基に選択されるものであり、飛来

物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場

等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害等を

いう。なお、上記の「航空機落下」については、

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価

基準について」（平成14・07・29原院第４号（平成

１４年７月３０日原子力安全・保安院制定））等に

基づき、防護設計の要否について確認する。 

８ 第３項に規定する「安全機能を損なわないもの」と

は、想定される偶発的な外部人為事象に対し、冷

却、水素掃気、火災・爆発の防止、臨界防止等の安

全機能を損なわないことをいう。 

前記のとおり 
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1.2 要求事項に対する適合性 

(１) 外部からの衝撃による損傷の防止

安全機能を有する施設は，再処理施設敷地の自然環境を基に想定される

洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，

生物学的事象，森林火災等の自然現象（地震及び津波を除く。）又は地震

及び津波を含む組合せに遭遇した場合において，自然現象そのものがもた

らす環境条件及びその結果として当該施設で生じ得る環境条件においても

安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，再処理施設敷地で想定される自然現象のうち，洪水，地滑りにつ

いては，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

 上記に加え，安全上重要な施設は， 新の科学的技術的知見を踏まえ当

該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然

現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生

ずる応力を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合

わせる。 

 また，安全機能を有する施設は，再処理施設敷地内又はその周辺の状況

を基に想定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場

等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等のうち再処理施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故

意によるものを除く。以下，「人為事象」という。）に対して安全機能を損

なわない設計とする。 

 なお，再処理施設敷地又はその周辺において想定される人為事象のうち，

ダムの崩壊，船舶の衝突については，立地的要因により設計上考慮する必

要はない。 

自然現象及び人為事象（故意によるものを除く。）の組み合わせについ
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ては，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，火山の影響，

生物学的事象，森林火災等を考慮する。事象が単独で発生した場合の影響

と比較して，複数の事象が重畳することで影響が増長される組合せを特定

し，その組合せの影響に対しても安全機能を損なわない設計とする。 

 ここで，想定される自然現象及び人為事象（故意によるものを除く。）

に対して，安全機能を有する施設が安全機能を損なわないために必要な安

全機能を有する施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）

への措置を含める。 

(２) 火山の影響

 安全上重要な施設は，再処理施設の運用期間中において再処理施設の安

全機能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚55cm，密度1.3g／

cm３（湿潤状態）の降下火砕物に対し，以下のような設計とすることによ

り降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷

を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない

期間での修復を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安

全機能を損なわない設計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とすること

・換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して

降下火砕物が侵入しにくい設計とすること

・換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（磨耗）に対して

磨耗しにくい設計とすること

・構造物への化学的影響（腐食）及び換気系，電気系及び計測制御系に

対する化学的影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しない設計と

すること

・敷地周辺の大気汚染に対して中央制御室換気設備は降下火砕物が侵入
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しにくく，さらに外気を遮断できる設計とすること 

・電気系及び計測制御系の絶縁低下に対して設置場所の換気設備は降下

火砕物が侵入しにくい設計とすること

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の除去

や換気設備外気取入口のフィルタの交換又は清掃並びに換気設備の停

止又は循環運転の実施により安全機能を損なわない設計とすること

 その他の安全機能を有する施設については．降下火砕物に対して機能を

維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での補修を行うこと又は

それらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とす

る。 

 さらに，降下火砕物による間接的影響である７日間の外部電源喪失及び

敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，再処理施設の安

全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できることにより安全

機能を損なわない設計とする。 

 十和田及び八甲田山は，再処理施設の運用期間中における巨大噴火の可

能性が十分小さいと評価しているが，火山の状態に応じた判断基準に基づ

き，観測データに有意な変化があった場合は，火山専門家の助言を踏まえ，

当社が総合判断を行い対処内容を決定する。 

 対処にあたっては，火山現象による影響が発生し又は発生するおそれが

ある場合において，保全のための活動を行うため，必要な資機材の準備，

体制の整備等を実施するとともに，その時点の 新の科学的知見に基づき

可能な限りの対処を行う。 
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1.3 規則への適合性 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及び津

波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作

用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したもので

なければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺において想定され

る再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を

損なわないものでなければならない。 

 適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

安全機能を有する施設は，設計基準において想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）に対して再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。また，安全上重要な施設は，想定される自然現象により

作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮する。 

（１） 火山の影響

安全機能を有する施設は，火山の影響が発生した場合においても安

全機能を損なわない設計とする。 

安全上重要な施設は，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼす
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おそれがあると想定される火山の影響により当該安全上重要な施設に

作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮した設計

とする。  

【補足説明資料1-2】
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2．火山影響評価の基本方針 

2.1 概要 

 原子力規制委員会の定める「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則（平成25年12月６日原子力規制委員会規則第二十七号）」第九

条において，外部からの衝撃による損傷防止として，安全機能を有する施

設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合にお

いても安全機能を損なわないものでなければならないとしており，敷地の

自然環境を基に想定される自然現象の一つとして，火山の影響を挙げてい

る。 

 火山の影響により再処理施設の安全性を損なうことのない設計であるこ

とを評価するため，火山影響評価を行い，再処理施設の安全機能を損なわ

ないことを評価する。 
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2.2 火山影響評価の流れ 

 火山影響評価は，「原子力発電所の火山影響評価ガイド」（平成25年６月

19日 原規技発第13061910号 原子力規制委員会決定）（以下「火山影響

評価ガイド」という。）を参照し，第２－１図の火山影響評価の基本フロ

ーに従い立地評価と影響評価の２段階で行う。 

 立地評価では，再処理施設に影響を及ぼし得る火山の抽出を行い，その

火山の火山活動に関する個別評価を行う。具体的には設計対応不可能な火

山事象が再処理施設の運用期間中に影響を及ぼす可能性の評価を行う。 

 再処理施設に影響を及ぼし得る火山のうち，設計対応不可能な火山事象

の到達可能性範囲に敷地若しくは敷地近傍が含まれ，過去に巨大噴火が発

生した火山については，「巨大噴火の可能性評価」を行った上で，「 後の

巨大噴火以降の火山活動の評価」を行う。巨大噴火の可能性が十分に小さ

いと評価した場合でも，火山活動のモニタリングを行い，評価時からの状

態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認する。 

 影響評価では，再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある火山事

象について第２－２図の影響評価のフローに従い評価を行う。 
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＊：本資料は第 36 回原子力規制委員会に諮られた改正案の抜粋であるため，改正時に変更があ
った場合は適切に修正する。 

第２－１図 火山影響評価の基本フロー 
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第２－２図 影響評価のフロー

5. 降下火砕物防護施設の選定

5. 降下火砕物防護施設の選定

火山事象の影響評価 

6.1 降下火砕物の設計条件及び特徴 
6.2 降下火砕物で考慮する影響 

7.1 直接的影響因子 

・構造物への荷重
・衝突
・閉塞
・磨耗
・腐食
・大気汚染
・水質汚染
・絶縁低下

5. 降下火砕物防護施設の選定

4. 火山事象に関する設計方針

7.2 間接的影響因子 

・外部電源喪失
・アクセス制限

6.1 降下火砕物の設計条件及び特徴 
6.1 降下火砕物の設計条件及び特徴 
・堆積厚さ，密度

8.1 直接的影響に対する設計方針 

8.2 間接的影響に対する設計方針 

10. 実施する主な手順
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3. 立地評価

3.1 再処理施設に影響を及ぼし得る火山の抽出 

 地理的領域（160km）に位置する第四紀火山（48火山）について，完新

世の活動の有無，将来の活動性を検討した結果，再処理施設に影響を及ぼ

し得る火山として，北海道駒ヶ岳，恵山，恐山，岩木山，北八甲田火山群，

十和田，秋田焼山，八幡平火山群，岩手山，秋田駒ヶ岳，横津岳，陸奥燧

岳，田代岳，藤沢森，南八甲田火山群，八甲田カルデラ，先十和田，玉川

カルデラ，網張火山群，乳頭・高倉及び荷葉岳の21火山を抽出した。

3.2 抽出された火山の火山活動に関する個別評価 

 再処理施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した21火山について，設

計対応不可能な火山事象（火砕物密度流，溶岩流，岩屑なだれ，地滑り及

び斜面崩壊，新しい火口の開口，地殻変動）が影響を及ぼす可能性につい

て個別評価を行った。 

 火砕物密度流については，十和田及び八甲田カルデラ以外の再処理施設

に影響を及ぼし得る火山については，発生実績や敷地からの離隔等より，

火砕物密度流が敷地に到達する可能性は十分に小さいと評価した。 

 溶岩流，岩屑なだれ，地滑り及び斜面崩壊については，敷地から50ｋｍ

以内に分布する恐山及び八甲田カルデラが評価対象火山となるが，恐山に

ついては，これらの堆積物は敷地周辺には分布しない。一方，八甲田カル

デラについては，これらの発生実績が認められない。その他の19火山につ

いては，敷地から半径50km以内に分布しないことから，評価対象外である。

したがって，これらの火山事象が敷地に到達する可能性は十分に小さいと

評価した。  

新しい火口の開口，地殻変動については，敷地が再処理施設に影響を及
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ぼし得る火山の過去の火口及びその近傍に位置しないこと並びに火山フロ

ントより前弧側（東方）に位置することから，これらの火山事象が敷地に

おいて発生する可能性は十分に小さいと評価した。 

  以上のことから，再処理施設に影響を及ぼし得る火山（21火山）の火砕

物密度流以外の設計対応不可能な火山事象については，発生実績や敷地か

らの離隔等から，過去 大規模の噴火を想定しても，再処理施設に影響を

及ぼす可能性は十分小さいと判断した。  

  火砕物密度流については，文献調査の結果，十和田及び八甲田カルデラ

の巨大噴火において，火砕流の到達可能性範囲に敷地若しくは敷地近傍が

含まれるが，再処理施設の運用期間中は，巨大噴火の可能性は十分小さい

と判断した。また， 後の巨大噴火以降の火山活動の評価の結果，活動履

歴，地質調査及び火山学的調査から，施設に影響を及ぼす可能性は十分小

さいと評価した。 

  ただし，十和田及び八甲田山を対象に，科学的知見を収集し，更なる安

全性の向上に資するため，火山活動のモニタリングを行い，評価時からの

状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認する。   

 

3.3 影響を及ぼし得る火山事象 

  将来の活動可能性のある火山若しくは将来の活動可能性を否定できない

火山について，再処理施設の運用期間中の噴火規模を考慮し，再処理施設

の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象を抽出した結果，降下火砕物のみ

が再処理施設に影響を及ぼし得る火山事象となった。よって，降下火砕物

による安全機能を有する施設への影響評価を行う。 
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4. 火山事象に関する設計方針

安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中に想定される火山事

象である降下火砕物の影響を受ける場合においてもその安全機能を確保す

るために，降下火砕物に対して安全機能を損なわない設計とする。 

 その上で，降下火砕物によってその安全機能が損なわれないことを確認

する施設を，全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とする。降下

火砕物から防護する施設（以下，「降下火砕物防護対象設備」という。）

としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れな

く抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，降下

火砕物により冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の防止等の安全機

能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対し

て機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修復を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 なお，使用済燃料輸送容器（以下，「キャスク」という。）に使用済燃

料が収納された使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管さ

れることを踏まえ，降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破

損を与えない設計とする。 

火山事象の評価においては，「火山影響評価ガイド」を参考に実施する。 

 想定する火山事象としては，再処理施設に影響を及ぼし得る火山事象と

して抽出された降下火砕物を対象とし，降下火砕物の特性による直接的影

響及び間接的影響を評価し，降下火砕物防護対象設備の安全機能を損なわ
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ない設計とする。 

 また，十和田及び八甲田山は，再処理施設の運用期間中における巨大噴

火の可能性が十分小さいと評価しているが，火山活動のモニタリングを行

い，評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されているこ

とを確認する。火山活動のモニタリングの結果，火山の状態に応じた判断

基準に基づき，観測データに有意な変化があったか判断し，火山専門家の

助言を踏まえ，当社が総合判断を行い対処内容を決定する。対処にあたっ

ては，その時点の 新の科学的知見に基づき使用済燃料の受入れ停止及び

新たなせん断処理の停止，工程内の核燃料物質等の払い出し等の可能な限

りの対処を行う方針とする。 
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5. 降下火砕物防護施設の選定 

  降下火砕物防護対象設備は，建屋内に収納され防護される設備，建屋内

に収納されるが外気を直接取り込む設備及び屋外に設置される設備に分類

される。そのため，降下火砕物防護対象設備を収納する建屋，建屋内に収

納されるが外気を直接取り込む降下火砕物防護対象設備及び屋外に設置す

る降下火砕物防護対象設備を降下火砕物防護施設とする。 

  降下火砕物防護施設のうち，降下火砕物防護対象設備を収納する建屋と

して，以下の建屋を選定する。 

 (１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

 (２) 前処理建屋 

 (３) 分離建屋 

 (４) 精製建屋 

 (５) ウラン脱硝建屋 

 (６) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 (７) ウラン酸化物貯蔵建屋 

 (８) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

 (９) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

 (10) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 (11) チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 

 (12) ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

 (13) 制御建屋 

 (14) 分析建屋 

 (15) 非常用電源建屋 

 (16) 主排気筒管理建屋 

  降下火砕物防護施設のうち，建屋内に収納されるが外気を直接取り込む
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降下火砕物防護対象設備として，以下の設備を選定する。 

(１) 制御建屋中央制御室換気設備

(２) ガラス固化体貯蔵設備のうち収納管及び通風管

(３) 第１非常用ディーゼル発電機

(４) 第２非常用ディーゼル発電機

(５) 安全圧縮空気系空気圧縮機

 降下火砕物防護施設のうち，屋外に設置する降下火砕物防護対象設備と

して，以下の設備を選定する。 

(１) 主排気筒

(２) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ

(３) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ

(４) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ

(５) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の屋外配管並びに前処

理建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設備，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋換気設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋換

気設備の屋外ダクト

 なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されるこ

とを踏まえ，火山事象による使用済燃料収納キャスクへの波及的破損を防

止する設計とする。 

【補足説明資料5-1】 
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6. 設計条件 

6.1 降下火砕物の設計条件及び特徴 

 (１) 降下火砕物の設計条件 

   再処理施設における降下火砕物の諸元については，給源を特定できる

降下火砕物のうち，敷地に も影響を与える甲地軽石の降下火砕物シ

ミュレーション結果を踏まえ，敷地での層厚は55ｃｍとする。 

   また，甲地軽石を対象とした密度試験の結果を踏まえ，湿潤状態の密

度を1.3ｇ／ｃｍ３とする。 

   降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とし

た場合における荷重，個々の降下火砕物防護施設に常時作用する荷重及び

火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重（以下

「設計荷重（火山）」という。）を設定する。 

   また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と

同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により，風（台風）

及び積雪による荷重を考慮する。 

   降下火砕物防護施設に作用させる設計荷重（火山）には，設計基準事故

時に生ずる応力の組み合わせを適切に考慮する設計とする。 

   設計基準事故は，設備又は系統における内部事象を起因とするものであ

り，外部からの荷重である火山の影響との因果関係はない。また，火山の

影響に対して安全上重要な施設の安全機能を損なわない設計とすることか

ら，火山の影響及び時間的変化による設計基準事故への進展も考えられな

い。したがって，火山の影響と設計基準事故は独立事象となる。独立事象

である火山の影響と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さいと考

えられる。以上のことから，設計荷重（火山）と設計基準事故時荷重の組

合せは考慮しない。 

28



6-2

 仮に，設計基準事故発生時に降下火砕物が到達したとしても，設計基準

事故時に期待する影響緩和機能は，降下火砕物による影響を受けない設計

とすることから，設計基準事故発生時の火山の影響を考慮する必要はない。 

【補足説明資料6-1】 

(２) 降下火砕物の特徴

各種文献の調査結果により，一般的な降下火砕物の特徴は以下のとお

りである。 

(ⅰ) 火山ガラス片及び鉱物結晶片から成る。ただし，砂よりもろく

硬度は小さい。 

(ⅱ) 亜硫酸ガス，硫化水素及びふっ化水素の火山ガス成分（以下

「腐食性ガス」という。）が付着している。ただし，直ちに金属

腐食を生じさせることはない。 

(ⅲ) 水に濡れると導電性を生じる。 

(ⅳ) 湿った降下火砕物は，乾燥すると固結する。 

(ⅴ) 降下火砕物の粒子の融点は，一般的な砂と比べ約1,000℃と低い。 

6.2 降下火砕物で考慮する影響 

 「火山影響評価ガイド」を参考に，降下火砕物の特性による影響は，直

接的影響として構造物への荷重，粒子の衝突，閉塞，磨耗，腐食，大気汚

染，水質汚染及び絶縁低下並びに間接的影響として外部電源喪失及びアク

セス制限を想定し，これらに対する影響評価を行う。

【補足説明資料6-2】 
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7. 降下火砕物防護施設に影響を与える可能性のある影響因子

7.1 直接的影響因子 

(１) 構造物への荷重

「構造物への荷重」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物防護

施設のうち，降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置

する降下火砕物防護対象設備の上に堆積し静的な負荷を与える「構造

物への静的負荷」である。 

 降下火砕物の荷重は，堆積厚さ55ｃｍ，密度1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状態）

に基づくとともに，火山以外の自然現象として積雪及び風（台風）に

よる荷重との組合せを考慮する。 

(２) 衝  突 

「衝突」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物防護施設のうち，

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕

物防護対象設備に対して，降下火砕物の降灰時に衝撃荷重を与える

「粒子の衝突」である。 

(３) 閉  塞 

「閉塞」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物防護施設に対し

て，降下火砕物の侵入による閉塞，降下火砕物を含む空気による換気

系，機器の吸気系及び冷却空気の流路を閉塞させる「換気系，電気系

及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞）」である。 

(４) 磨  耗 

「磨耗」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物防護施設に対し

て，大気に含まれる降下火砕物により，動的機器を磨耗させる「換気

系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（磨耗）」である。 

(５) 腐  食 
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   「腐食」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物防護施設のうち

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕

物防護対象設備に対して，腐食性ガスが付着した降下火砕物に接する

ことにより接触面を腐食させる「構造物への化学的影響（腐食）」，

換気系，電気系及び計測制御系において降下火砕物を含む空気の流路

等を腐食させる「換気系，電気系及び計測制御系に対する化学的影響

（腐食）」である。 

 (６) 大気汚染 

   「大気汚染」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物防護施設の

うち，制御建屋の中央制御室において，降下火砕物自体の侵入又はそ

れに付着した腐食性ガスの侵入により居住性を劣化させる「中央制御

室の大気汚染」である。 

 (７) 水質汚染 

   「水質汚染」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物防護施設の

うち，水を必要とする降下火砕物防護対象設備に対して，取水に使用

する二又川への降下火砕物の混入による「取水源の水質汚染」である。 

 (８) 絶縁低下 

   「絶縁低下」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物防護施設に

対して，湿った降下火砕物が電気系及び計測制御系の絶縁部に導電性

を生じさせることによる「電気系及び計測制御系の絶縁低下」である。 

 

7.2 間接的影響因子 

 (１) 外部電源喪失 

   降下火砕物によって再処理施設に間接的な影響を及ぼす因子は，送電

網への降下火砕物の影響により発生する長期間（７日間）の「外部電
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源喪失」である。 

(２) アクセス制限

降下火砕物によって再処理施設に間接的な影響を及ぼす因子は，敷地

内外に降下火砕物が堆積し，交通の途絶が発生することによる「アク

セス制限」である。

【補足説明資料7-1】 
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8. 降下火砕物防護施設の設計方針

「7. 降下火砕物防護施設に影響を与える可能性のある影響因子」にて

記載した因子に基づき，その影響を適切に考慮し，降下火砕物防護施設の

安全機能を損なわない設計とする。 

8.1 直接的影響に対する設計方針 

(１) 構造物への静的負荷

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕

物防護対象設備は，設計荷重（火山）の影響により，安全機能を損な

わない設計とする。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕

物防護対象設備の許容荷重が，設計荷重（火山）に対して安全余裕を

有することにより，構造健全性を失わない設計とする。 

降下火砕物の堆積荷重と組み合わせる自然現象として積雪及び風（台

風）を考慮する。 

【補足説明資料8-1】 

(２) 粒子の衝突

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕

物防護対象設備は，降下火砕物の粒子の衝突の影響により，安全機能

を損なわない設計とする。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕

物防護対象設備は，コンクリート又は鋼構造物であるため，微小な鉱

物結晶であり，砂よりも硬度が低い特性を持つ降下火砕物の衝突によ

る影響は小さい。そのため，降下火砕物防護対象設備を収納する建屋

及び屋外に設置する降下火砕物防護対象設備の構造健全性を損なうこ

とはない。 
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なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛来物の影

響に包含される。 

【補足説明資料8-2】 

(３) 換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞）

屋外に設置する降下火砕物防護対象設備のうち主排気筒は，降下火砕

物の侵入による閉塞の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

建屋に収納される降下火砕物防護対象設備及び建屋内に収納されるが

外気を直接取り込む降下火砕物防護対象設備は，降下火砕物を含む空

気による流路の閉塞の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

主排気筒は，排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し難い構造とす

る。降下火砕物が主排気筒内に侵入した場合でも，主排気筒下部に異

物の除去が可能なマンホール及び異物の溜まる空間を設けることによ

り閉塞し難い構造とする。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気

設備は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構

造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，制御建屋中央制御室

換気設備にはプレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央制

御室内への降下火砕物の侵入を防止する。降下火砕物防護対象設備を

収納する建屋の換気設備についても，プレフィルタ及び粒子フィルタ

又は中性能フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止

する。さらに，降下火砕物がフィルタに付着した場合でも交換又は清

掃が可能な構造とすることで，降下火砕物により閉塞しない設計とす

る。 

ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管等で構成する貯蔵ピットの冷

却空気流路については，冷却空気入口シャフトの外気取入口に防雪フ
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ードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が侵入し

た場合でも，貯蔵ピットの下部には空間があり，冷却空気流路が直ち

に閉塞することはない。また，必要に応じ点検用の開口部より，吸引

による除灰を行う。 

   第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機及び安全

圧縮空気系空気圧縮機は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物

が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，設備

内部への降下火砕物の進入を防止するため，中性能フィルタ又はステ

ンレス製ワイヤネットを設置する。さらに，降下火砕物がフィルタに

付着した場合でもフィルタの交換又は清掃が可能な構造とすることで，

降下火砕物により閉塞しない設計とする。 

【補足説明資料8-3】 

 (４) 換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（磨耗） 

   建屋に収納される降下火砕物防護対象設備及び建屋内に収納されるが

外気を直接取り込む降下火砕物防護対象設備のうち，制御建屋中央制

御室換気設備，第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル

発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機並びに屋外に設置される降下火

砕物防護対象設備のうち安全冷却水系の冷却塔は，降下火砕物による

磨耗の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

   降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気

設備は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造

とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，制御建屋中央制御室換

気設備にはプレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央制御

室内部への降下火砕物の侵入を防止する。降下火砕物防護対象設備を

収納する建屋の換気設備についても，プレフィルタ及び粒子フィルタ
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又は中性能フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止

する。 

   第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機及び安全

圧縮空気系空気圧縮機は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物

が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，設備

内部への降下火砕物の侵入を防止するため，中性能フィルタ又はステ

ンレス製ワイヤネットを設置する。 

   安全冷却水系の冷却塔において降下火砕物の影響を受けると想定され

る駆動部として，冷却ファンの回転軸部がある。これに対しては，冷

却空気を上方に流し降下火砕物が侵入し難い構造とすることで，安全

機能を損なわない設計とする。 

【補足説明資料8-4】 

 (５) 構造物への化学的影響（腐食），換気系，電気系及び計測制御系に

対する化学的影響（腐食） 

   降下火砕物防護対象設備を収納する建屋，建屋に収納される降下火砕

物防護対象設備，建屋内に収納されるが外気を直接取り込む降下火砕

物防護対象設備及び屋外に設置する降下火砕物防護対象設備は，降下

火砕物による腐食の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

   降下火砕物の特性として，金属腐食研究の結果より，直ちに金属腐食

を生じさせることはないが，建屋内に収納されるが外気を直接取り込

む降下火砕物防護対象設備及び屋外に設置する降下火砕物防護対象設

備は，塗装，腐食し難い金属の使用又は防食処理（アルミニウム溶射）

を施した炭素鋼を用いることにより，安全機能を損なわない設計とす

る。 

   また，長期的な影響については，保守及び修理により安全機能を損な
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わない設計とする。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋は，外気取入口に防雪フード

を設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込ま

れたとしても，降下火砕物防護対象設備を収納する建屋の換気設備に

ついては，プレフィルタ及び粒子フィルタ又は中性能フィルタを設置

し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止する。制御建屋中央制御室

換気設備についてはプレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，

中央制御室内部への降下火砕物の侵入を防止する。  

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水がな

されていることから，降下火砕物による化学的腐食により短期的に影

響を及ぼすことはない。

また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した

降下火砕物を除去し，除去後の点検等において，必要に応じて補修作

業を実施することにより，安全機能を損なうことはない。  

【補足説明資料8-5】 

(６) 中央制御室の大気汚染

降下火砕物防護施設のうち，制御建屋の中央制御室は，降下火砕物に

よる大気汚染により，運転員の居住性を損なわない設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フードを設け，降

下火砕物が侵入し難い構造とすることにより，中央制御室の大気汚染

を防止する。降下火砕物が取り込まれたとしても，制御建屋中央制御

室換気設備にはプレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央

制御室内への降下火砕物の侵入を防止することで，運転員の居住性を

確保する設計とする。 

さらに，制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制
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御建屋の中央制御室内空気を再循環することで，腐食性ガスの侵入を

防止し，運転員の作業環境を確保する設計とする。 

【補足説明資料8-6】 

 (７) 取水源の水質汚染 

   再処理施設には大量に水を使用し，取水が必要となる降下火砕物防護

対象設備はないため，取水源の水質汚染の影響を受けることはない。 

   なお，安全冷却水系の補給水等として使用される純水は，二又川の河

川水を除濁ろ過したろ過水から製造して純水貯槽に貯留し，純水貯槽

から供給するため，供給中に水質汚染することはない。 

【補足説明資料8-7】 

 (８) 電気系及び計測制御系の絶縁低下 

   建屋に収納される降下火砕物防護対象設備は，降下火砕物による絶縁

低下の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

   降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気

設備は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造

とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象設

備を収納する建屋の換気設備については，プレフィルタ及び粒子フィ

ルタ又は中性能フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を

防止する。制御建屋中央制御室換気設備についてはプレフィルタ及び

高性能粒子フィルタを設置し，中央制御室内部への降下火砕物の侵入

を防止する。 

【補足説明資料8-8】 
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8.2 間接的影響に対する設計方針 

(１) 外部電源喪失

送電網への降下火砕物の影響により，長期的に外部電源が喪失した場

合に対し，第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発

電機を各々２系統設置する設計とし，外部電源喪失により安全機能を

損なわない設計とする。 

 また，外部からの支援を期待できない場合においても，電力の供給を

可能とするため，再処理施設内に第１非常用ディーゼル発電機及び第２非

常用ディーゼル発電機が７日間以上連続で運転できる燃料を貯蔵する設

計とし，安全機能を損なわない設計とする。 

(２) アクセス制限

敷地外で交通の途絶が発生した場合，安全上重要な施設に電力を供給

する第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機の

燃料の供給が外部から受けられないが，再処理施設内に第１非常用ディ

ーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機が７日間以上連続で運

転できる燃料を貯蔵する設計とし，安全機能を損なわない設計とする。 

敷地内において交通の途絶が発生した場合でも，安全上重要な施設の

安全機能は再処理施設内で系統が接続されることにより，交通の途絶

の影響を受けない設計とし，安全機能を損なわない設計とする。 

また，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合には，降灰後

に除灰作業を実施し復旧することを手順等に定める。 

【補足説明資料8-9】 
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9. 火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制の

整備の方針 

 火山事象による影響が発生し又は発生するおそれがある場合（以下「火

山影響等発生時」という。）において，再処理施設の保全のための活動を

行う体制の整備として，以下の措置を講ずる。

(１) 計画の策定

   火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動を行うため

の計画を策定する。 

(２) 要員の確保

   火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動を実施する

ために必要な要員を確保する。 

(３) 教育及び訓練

   火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動を確実に実

施するための教育及び訓練を年１回以上実施する。 

(４) 資機材の配備

   火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動に必要な資

機材を配備する。  

(５) 体制の整備

   火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動に必要な体

制を整備する。 

(６) 定期的な評価

   降下火砕物による火山影響評価に変更がないか定期的に確認し，変更

が生じている場合は火山影響評価を行う。火山影響評価の結果，変更が

ある場合はそれぞれの措置の評価を行い，対策の見直しを実施する。 
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10. 実施する主な手順

火山に対する防護については，降下火砕物による影響評価を行い，安全

機能を有する施設が安全機能を損なわないように手順を定める。実施する

主な手順を以下に示す。

(１) 大規模な火山の噴火があり降灰予報が発表され，再処理施設の処理

運転に影響を及ぼすと予見される場合には，使用済燃料の受入れ停止

や新たなせん断処理の停止など，再処理施設の運転を停止する。 

(２) 降灰が確認された場合には，状況に応じて降下火砕物防護対象設備

を収納する建屋の換気設備の風量を低減する措置を講ずる。降下火砕

物の影響により建屋換気設備の給気フィルタの差圧が交換差圧に達し

た場合は，状況に応じ外気の取り込みの停止又はフィルタの清掃や交

換を実施する。 

(３) 降灰が確認された場合には，状況に応じて制御建屋中央制御室換気

設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循

環する措置又は風量を低減する措置を講ずる。降下火砕物の影響によ

り制御建屋中央制御室換気設備の給気フィルタの差圧が交換差圧に達

した場合は，状況に応じ外気の取り込みを停止又はフィルタの清掃や

交換を実施する。 

(４) 第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーセル発電機の運

転時には，フィルタの状況を確認し，状況に応じてフィルタの清掃や

交換を実施する。 

(５) 降灰後は降下火砕物防護施設への影響を確認するための点検を実施

し，降下火砕物の堆積が確認された箇所については降下火砕物の除去

を行い，長期にわたり積載荷重がかかること及び化学的影響（腐食）

が発生することを防止する。 
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【補足説明資料10-1～10-2】 
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11. 火山の状態に応じた対処方針

十和田及び八甲田山の現在の活動状況は，巨大噴火の可能性が十分小さ

いと評価しているが，火山活動のモニタリングを行い，評価時からの状態

の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認する。火山活

動のモニタリングの結果，上記の火山の状態に応じた判断基準に基づき，

観測データに有意な変化があった場合は，火山専門家の助言を踏まえ，当

社が総合判断を行い対処内容を決定する。 

 対処にあたっては，火山事象による影響が発生し又は発生するおそれが

ある場合において，保全のための活動を行うため，必要な資機材の準備，

体制の整備等を実施するとともに，その時点の 新の科学的知見に基づき

可能な限りの対処を行う。 

主な対処例を以下に示す。 

(１) 換気設備の風量の低減措置，制御建屋の中央制御室内空気を再循環

する措置，外気の取り込みの停止 

(２) 降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する降下火

砕物防護対象設備に堆積した降下火砕物等の除去 

(３) 使用済燃料の受入れ停止及び新たなせん断処理の停止

(４) 工程内の核燃料物質及び高レベル放射性液体廃棄物の払い出し
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再処理施設　安全審査　整理資料　補足説明資料リスト

資料№ 名称

補足説明資料1-2 火山影響評価ガイドとの整合性について 参考資料8　火山影響評価ガイドとの整合性について

補足説明資料5-1 降下火砕物防護対象設備及び降下火砕物防護施設の選定について
参考資料1　降下火砕物防護対象設備の選定について
4章　5. 評価対象施設の選定

補足説明資料6-1 降下火砕物と積雪の重ね合わせの考え方について 参考資料3　降下火砕物と積雪の重ね合わせの考え方について

　　参考資料6-1-1 建築基準法における自然現象の組合せによる荷重の考え方 添付資料3.1　建築基準法における自然現象の組み合わせによる荷重の考え方

補足説明資料6-2 降下火砕物による影響モード 4章　6. 降下火砕物による影響モード

　　参考資料6-2-1 降水による降下火砕物の固結の影響について 参考資料7　降水による降下火砕物の固結の影響について

補足説明資料7-1 影響モードによる再処理施設への影響因子 4章　7. 影響モードによる再処理施設への影響因子

補足説明資料8-1 降下火砕物防護施設の設計方針（構造物への静的負荷） 4章　8. 降下火砕物防護施設の設計方針＜荷重＞

　　参考資料8-1-1 建屋に係る影響評価について 資料1　建屋に係る影響評価

補足説明資料8-2 降下火砕物防護施設の設計方針（粒子の衝突） 4章　8. 降下火砕物防護施設の設計方針＜粒子の衝突＞

補足説明資料8-3 降下火砕物防護施設の設計方針（換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞）） 4章　8. 降下火砕物防護施設の設計方針＜閉塞＞

　　参考資料8-3-1 気中降下火砕物対策に係る検討について 参考資料8-3-1と参考資料8-3-6を合本

　　参考資料8-3-2 気中降下火砕物濃度評価における火山影響評価ガイドとの整合性について 新規追加

第９条：外部からの衝撃による損傷の防止（火山）

備考（8月提出済みの資料については、資料番号を記載）
再処理施設　安全審査　整理資料　補足説明資料
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再処理施設　安全審査　整理資料　補足説明資料リスト

資料№ 名称

第９条：外部からの衝撃による損傷の防止（火山）

備考（8月提出済みの資料については、資料番号を記載）
再処理施設　安全審査　整理資料　補足説明資料

補足説明資料8-4 降下火砕物防護施設の設計方針（換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響(磨耗）） 4章　8. 降下火砕物防護施設の設計方針＜摩耗＞

補足説明資料8-5
降下火砕物防護施設の設計方針（構造物への化学的影響（腐食））
（換気系，電気系及び計測制御系に対する化学的影響（腐食））

4章　8. 降下火砕物防護施設の設計方針＜腐食＞

　　参考資料8-5-1 再処理施設で使用する塗料について 参考資料4　再処理施設で使用する塗料について

　　参考資料8-5-2 降下火砕物の金属腐食研究について 参考資料5　降下火砕物の金属腐食研究について

補足説明資料8-6 降下火砕物防護施設の設計方針（中央制御室の大気汚染） 4章　8. 降下火砕物防護施設の設計方針＜大気汚染＞

補足説明資料8-7 降下火砕物防護施設の設計方針（取水源の水質汚染） 4章　8. 降下火砕物防護施設の設計方針＜水質汚染＞

補足説明資料8-8 降下火砕物防護施設の設計方針（電気系及び計測制御系の絶縁低下） 4章　8. 降下火砕物防護施設の設計方針＜絶縁低下＞

補足説明資料8-9 降下火砕物防護施設の設計方針（外部電源喪失，アクセス制限） 4章　9. 降下火砕物防護施設の設計方針＜外部電源喪失、他＞

補足説明資料10-1 再処理施設　運用，手順説明資料　外部からの衝撃による損傷の防止(火山）
別添資料1　再処理施設　運用，手順説明資料　外部からの衝撃による損傷の防止(火
山）

　　参考資料10-1-1 制御建屋中央制御室換気設備の再循環運転時の居住性について 参考資料8-3-5から移動

　　参考資料10-1-2 噴火速報及び降灰予報について 参考資料8-3-7から移動

補足説明資料10-2 降下火砕物の除去に要する時間及び灰置場について 参考資料6　降下火砕物の除去に要する時間及び灰置場について

　　参考資料10-2-1 除灰時の人員荷重の考え方について 参考資料10　除灰時の人員荷重の考え方について
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火山影響評価ガイドとの整合性について

1-2-1

原子力発電所の火山影響評価ガイド ガイドへの適合性の確認結果

１．総則

本評価ガイドは、原子力発電所への火山影響を適切に評価するため、原子力発電所に影

響を及ぼし得る火山の抽出、抽出された火山の火山活動に関する個別評価、原子力発電所

に影響を及ぼし得る火山事象の抽出及びその影響評価のための方法と確認事項をとりま

とめたものである。

１．１ 一般

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則」第６条において、外部からの衝撃による損傷の防止として、安全施

設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならないとしており、敷地周辺の自然環境を基に想定される

自然現象の一つとして、火山の影響を挙げている。

火山の影響評価としては、最近では使用済燃料中間貯蔵施設の安全審査において評価実

績があり、2009 年に日本電気協会が「原子力発電所火山影響評価技術指針」

（JEAG4625-2009）を制定し、2012 年に IAEA が Safety Standards “Volcanic 

Hazardsin Site Evaluation for Nuclear Installations”(No. SSG-21)を策定した。近年、

火山学は基本的記述科学から、以前は不可能であった火山システムの観察と複雑な火山プ

ロセスの数値モデルの使用に依存する定量的科学へと発展しており、これらの知見を基

に、原子力発電所への火山影響を適切に評価する一例を示すため、本評価ガイドを作成し

た。

本評価ガイドは、新規制基準が求める火山の影響により原子炉施設の安全性を損なうこ

とのない設計であることの評価方法の一例である。また、本評価ガイドは、火山影響評価

の妥当性を審査官が判断する際に、参考とするものである。

１．はじめに

 原子力規制委員会の定める「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則（平成 25 年 12 月６日原子力規制委員会規則第二十七号）」第九条において，

外部からの衝撃による損傷防止として，安全機能を有する施設は，想定される自

然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全機能を損なわない

ものでなければならないとしており，敷地の自然環境を基に想定される自然現象

の一つとして，火山の影響を挙げている。

 火山の影響により再処理施設の安全性を損なうことのない設計であることを評

価するため，火山影響評価を行い，再処理施設の安全機能を損なわないことを確

認した。

・立地評価

・影響評価
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原子力発電所の火山影響評価ガイド ガイドへの適合性の確認結果

１．２ 適用範囲

本評価ガイドは、実用発電用原子炉及びその附属施設に適用する。

１．３ 関連法規等

本評価ガイドは、以下を参考としている。

（１） 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

（平成 25 年原子力規制委員会規則第 5 号）

（２） 使用済燃料中間貯蔵施設の安全審査における「自然環境」の考え方について

（平成 20 年 10 月 27 日 原子力安全委員会了承）

（３） 日本電気協会 「原子力発電所火山影響評価技術指針」（JEAG4625-2009）

（４） IAEA Safety Standards “Volcanic Hazards in Site Evaluation for Nuclear

Installations” (No. SSG-21, 2012)
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２．原子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価の流れ

火山影響評価は、図 1 に従い、立地評価と影響評価の 2 段階で行う。 

立地評価では、まず原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出を行い、影響を及ぼし

得る火山が抽出された場合には、抽出された火山の火山活動に関する個別評価を行う。即

ち、設計対応不可能な火山事象が原子力発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性の評価

を行う。(解説-1) 

影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された場合は、火山活動のモニタリングと火山

活動の兆候把握時の対応を適切に行うことを条件として、個々の火山事象に対する影響評

価を行う。一方、設計対応不可能な火山事象が原子力発電所運用期間中に影響を及ぼす可

能性が十分小さいと評価されない場合は、原子力発電所の立地は不適と考えられる。

影響評価では、個々の火山事象への設計対応及び運転対応の妥当性について評価を行

う。

解説-1. IAEA SSG-21 では、火砕物密度流、溶岩流、岩屑なだれ・地滑り及び斜面崩

壊、新しい火道の開通及び地殻変動を設計対応が不可能な火山事象としてお

り、本評価ガイドでも、これを適用する。

２．再処理施設に影響を及ぼす火山影響評価の流れ

（ガイドどおり）
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原子力発電所の火山影響評価ガイド ガイドへの適合性の確認結果 

【立地評価】（項目名のみ記載） 

３．原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出 

３．１ 文献調査 

３．２ 地形・地質調査及び火山学的調査 

３．３ 将来の火山活動可能性 

 

４．原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価 

４．１ 設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価 

４．２ 地球物理学的及び地球化学的調査 

 

５．火山活動のモニタリング 

５．１ 監視対象火山 

５．２ 監視項目 

５．３ 定期的評価 

５．４ 火山活動の兆候を把握した場合の対処 

 

 

 

 

 

 

 

 

【立地評価】 

立地評価及び原子力施設に影響を及ぼし得る火山の抽出の結果，降下火砕物の

みが再処理施設に，影響を及ぼし得る火山事象であるという結果となった。 

よって，以降の評価は降下火砕物による影響評価について記す。 

 

 

 

 

 

 

５．火山モニタリング 

５．４火山の状態に応じた対処方針 

十和田及び八甲田山は，再処理施設の運用期間中における巨大噴火の可能性が

十分小さいと評価しているが，火山活動のモニタリングの結果，火山の状態に応

じ，使用済燃料の受入れ停止及び新たなせん断処理の停止，工程内の核燃料物質

等の払い出し等の可能な限りの対処を行う方針とした。 
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原子力発電所の火山影響評価ガイド ガイドへの適合性の確認結果 

６．原子力発電所への火山事象の影響評価 

原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象によって原子力発電所

の安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山について、それが噴火した

場合、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象を表１に従い抽出し、

その影響評価を行う。 

ただし、降下火砕物に関しては、火山抽出の結果にかかわらず、原子力発電所の敷地及

びその周辺調査から求められる単位面積あたりの質量と同等の火砕物が降下するものと

する。なお、敷地及び敷地周辺で確認された降下火砕物で、噴出源が同定でき、その噴出

源が将来噴火する可能性が否定できる場合は考慮対象から除外する。 

また、降下火砕物は浸食等で厚さが低く見積もられるケースがあるので、文献等も参考

にして、第四紀火山の噴火による降下火砕物の堆積量を評価すること。（解説-14） 

抽出された火山事象に対して、4 章及び 5 章の調査結果等を踏まえて、原子力発電所

への影響評価を行うための、各事象の特性と規模を設定する。（解説-15） 

以下に、各火山事象の影響評価の方法を示す。 

 

解説-14. 文献等には日本第四紀学会の「日本第四紀地図」を含む。 

解説-15．原子力発電所との位置関係について 

表 1 に記載の距離は、原子力発電所火山影響評価技術指針（JEAG4625）から

引用した。JEAG4625 では、調査対象火山事象と原子力発電所との距離は、

わが国における第四紀火山の火山噴出物の既往最大到達距離を参考に設定し

ている。また、噴出中心又は発生源の位置が不明な場合には、第四紀火山の火

山噴出物等の既往最大到達距離と噴出物の分布を参考にしてその位置を想定

する。 

【影響評価】 

６．再処理施設への火山事象の影響評価 

再処理施設に影響を及ぼし得る火山について，運用期間中の噴火規模を考慮し，

敷地において考慮する火山事象として，降下火砕物の堆積量を評価した。 

考慮すべき降下火砕物の層厚は，地質調査，文献調査及び降下火砕物シミュレ

ーション結果から総合的に判断し，55ｃｍとした。 
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例えば、噴出中心と原子力発電所との距離が、表中の位置関係に記載の距離よ

り短ければ、火山事象により原子力発電所が影響を受ける可能性があると考え

られる。

６．１ 降下火砕物

（１） 降下火砕物の影響

(a) 直接的影響

降下火砕物は、最も広範囲に及ぶ火山事象で、ごくわずかな火山灰の堆積でも、原子力

発電所の通常運転を妨げる可能性がある。降下火砕物により、原子力発電所の構造物への

静的負荷、粒子の衝突、水循環系の閉塞及びその内部における磨耗、換気系、電気系及び

計装制御系に対する機械的及び化学的影響、並びに原子力発電所周辺の大気汚染等の影響

が挙げられる。

降雨・降雪などの自然現象は、火山灰等の堆積物の静的負荷を著しく増大させる可能性

がある。火山灰粒子には、化学的腐食や給水の汚染を引き起こす成分（塩素イオン、フッ

素イオン、硫化物イオン等）が含まれている。

(b) 間接的影響

前述のように、降下火砕物は広範囲に及ぶことから、原子力発電所周辺の社会インフラ

に影響を及ぼす。この中には、広範囲な送電網の損傷による長期の外部電源喪失や原子力

発電所へのアクセス制限事象が発生しうることも考慮する必要がある。

６．１降下火砕物

（１） 降下火砕物の影響

(a) 直接的影響

降下火砕物は，最も広範囲に及ぶ火山事象で，ごくわずかな火山灰の堆積でも，

再処理施設の通常運転を妨げる可能性がある。再処理施設の構造物への静的負荷

（降雨等の影響も含む。），粒子の衝突等，降下火砕物が設備に影響を与える可能

性のある因子を網羅的に抽出・評価し，検討すべき影響因子を選定した。

影響評価において必要となる降下火砕物の密度については，地質調査及び文献

調査を基に設定した。なお，降下火砕物の密度については降雨の影響を考慮した。 

(b) 間接的影響

降下火砕物は広範囲に及ぶことから，広範囲にわたる送電網の損傷による長期

の外部電源喪失の可能性や再処理施設への交通の途絶の可能性も考慮し，間接的

影響を確認した。
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（２） 降下火砕物による原子力発電所への影響評価

降下火砕物の影響評価では、降下火砕物の降灰量、堆積速度、堆積期間及び火山灰等の

特性などの設定、並びに降雨等の同時期に想定される気象条件が火山灰等特性に及ぼす影

響を考慮し、それらの原子炉施設又はその附属設備への影響を評価し、必要な場合には対

策がとられ、求められている安全機能が担保されることを評価する。（解説-16、18） 

（２） 降下火砕物による再処理施設への影響評価

降下火砕物の影響評価を考慮すべき施設（降下火砕物防護施設等）としては，

安全上重要な施設を降下火砕物防護対象設備とし，降下火砕物防護対象設備は，

建屋内に収納され防護される設備，建屋内に収納されるが外気を直接取り込む設

備及び屋外に設置される設備に分類されるため，降下火砕物防護対象設備を収納

する建屋，建屋内に収納されるが外気を直接取り込む降下火砕物防護対象設備及

び屋外に設置する降下火砕物防護対象設備を降下火砕物防護施設とし，評価を行

った。

降下火砕物防護施設について影響を評価し，再処理施設の安全機能を損なわな

いことを確認した。
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（３） 確認事項

(a) 直接的影響の確認事項

① 降下火砕物堆積荷重に対して、安全機能を有する構築物、系統及び機器の健全性が

維持されること。

② 降下火砕物により、取水設備、原子炉補機冷却海水系統、格納容器ベント設備等の

安全上重要な設備が閉塞等によりその機能を喪失しないこと。

③ 外気取入口からの火山灰の侵入により、換気空調系統のフィルタの目詰まり、非常

用ディーゼル発電機の損傷等による系統・機器の機能喪失がなく、加えて中央制御

室における居住環境を維持すること。（解説-17）

④ 必要に応じて、原子力発電所内の構築物、系統及び機器における降下火砕物の除去

等の対応が取れること。

(b) 間接的影響の確認事項

原子力発電所外での影響（長期間の外部電源の喪失及び交通の途絶）を考慮し、燃料油

等の備蓄又は外部からの支援等により、原子炉及び使用済燃料プールの安全性を損なわな

いように対応が取れること。

解説-16．原子力発電所内及びその周辺敷地において降下火砕物の堆積が観測されない

場合は、次の方法により降灰量を設定する。

（３） 確認事項

(a) 直接的影響の確認事項

①降下火砕物堆積荷重に対して，降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び

屋外に設置する降下火砕物防護対象設備の健全性が維持されることを確認し

た。

②降下火砕物により，主排気筒，ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピット等の安全

上重要な施設の安全機能が閉塞等によりその機能を損なわないことを確認し

た。

③降下火砕物が外気取入口から侵入した場合であっても，防雪フード及びフィ

ルタによって大部分が除去されることから，建屋の換気設備や非常用ディーゼ

ル発電機等の安全機能を損なうことはなく，加えて制御建屋中央制御室換気設

備については，外気との連絡口を遮断し，室内空気を再循環することにより，

中央制御室の居住性に影響を及ぼさないことを確認した。

④必要に応じて，構築物，系統及び機器における降下火砕物の除去，建屋換気

系のフィルタの清掃や交換が可能であることを確認した。

(b)間接的影響の確認事項

再処理施設外での影響（長期間の外部電源の喪失及び交通の途絶）を考慮した

場合においても，再処理施設内に貯蔵されている燃料油等により，７日間は再処

理施設の安全上重要な施設に電力の供給であり，再処理施設の安全機能を損なわ

ないことを確認した。
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原子力発電所の火山影響評価ガイド ガイドへの適合性の確認結果 

 類似する火山の降下火砕物堆積物の情報を基に求める。 

 対象となる火山の総噴出量、噴煙柱高度、全粒径度分布、及びその領域

における風速分布の変動を高度及び関連パラメータの関数として、原子

力発電所における降下火砕物の数値シミュレーションを行うことより求

める。数値シミュレーションに際しては、過去の噴火履歴等の関連パラ

メータ、及び類似の火山降下火砕物堆積物等の情報を参考とすることが

できる。 

解説-17．堆積速度、堆積期間については、類似火山の事象やシミュレーション等に基

づいて評価する。また、外気取入口から侵入する火山灰の想定に当たっては、

添付 1 の「気中降下火砕物濃度の推定方法について」を参照して推定した気中

降下火砕物濃度を用いる。堆積速度、堆積期間及び気中降下火砕物濃度は、原

子力発電所への間接的な影響の評価にも用いる。 

解説-18．火山灰の特性としては粒度分布、化学的特性等がある。 
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火山影響評価ガイドとの整合性について

1-2-11

原子力発電所の火山影響評価ガイド ガイドへの適合性の確認結果

【立地評価の結果を考慮し評価する項目】（項目名のみ記載）

６．２ 火砕物密度流

６．３ 溶岩流

６．４ 岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊

６．５ 火山性土石流、火山泥流及び洪水

６．６ 火山から発生する飛来物（噴石）

６．７ 火山ガス

６．８ 新しい火口の開口

６．９ 津波及び静振

６．１０ 大気現象

６．１１ 地殻変動

６．１２ 火山性地震とこれに関連する事象

６．１３ 熱水系及び地下水の異常

７．附則

この規定は、平成２５年７月８日より施行する。

評価方法は、本評価ガイドに掲げるもの以外であっても、その妥当性が適切に示された

場合には、その方法を用いることを妨げない。

また、本評価ガイドは、今後の新たな知見と経験の蓄積に応じて、それらを適切に反映

するように見直して行くものとする。

【立地評価の結果を考慮し評価する項目】

再処理施設に影響を及ぼし得る火山について，運用期間中の噴火規模考慮し，

敷地において考慮する火山事象を評価した結果，降下火砕物以外の火山事象につ

いては，再処理施設に影響を及ぼす可能性は十分小さいと判断した。

以上
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補足説明資料５－１（９条 火山）
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5-1-1

降下火砕物防護対象設備及び 

降下火砕物防護施設の選定について

安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施設は，地震，溢

水，火災等の共通要因によってその機能が損なわれないことを要

求されていること並びにその機能の喪失により公衆及び従事者

に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがあることを踏まえ，安全

機能の重要度に応じて機能を確保する観点から，降下火砕物防護

対象設備とする。 

降下火砕物防護対象設備は，建屋内に収納され防護される設備，

建屋内に収納されるが外気を直接取り込む設備及び屋外に設置

される設備に分類される。そのため，降下火砕物防護対象設備を

収納する建屋，建屋内に収納されるが外気を直接取り込む降下火

砕物防護対象設備及び屋外に設置する降下火砕物防護対象設備

を降下火砕物防護施設とする。降下火砕物防護施設は第１表及び

第１図のとおり。

降下火砕物防護対象設備に対する降下火砕物による直接的影

響の影響モードである，荷重，衝突，閉塞，磨耗，腐食，大気汚

染，水質汚染，絶縁低下への対応について，第２表にまとめた。 
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5-1-2

第１表 降下火砕物防護施設の選定結果

※：制御 建屋中央 制御室換 気設備は 安全上重 要な設備 であるた め，換気 設備単独 で抽出さ れる。

降下火砕 物防護施 設

①降下火 砕物防護 対象設備 を

収納する 建屋

使用済燃 料受入れ ・貯蔵建 屋，前処 理建屋， 分離建屋 ，精製建 屋，ハル ・エンド ピース

貯蔵建屋 ，制御建 屋，分析 建屋，主 排気筒管 理建屋， ウラン脱 硝建屋， ウラン酸 化物貯

蔵建屋， ウラン・ プルトニ ウム混合 脱硝建屋 ，ウラン ・プルト ニウム混 合酸化物 貯蔵建

屋，チャ ンネルボ ックス・ バーナブ ルポイズ ン処理建 屋，非常 用電源建 屋，高レ ベル廃

液ガラス 固化建屋 ，第１ガ ラス固化 体貯蔵建 屋  

② 建 屋 内 に 収 納 さ れ る が 外 気

を 直 接 取 り 込 む 降 下 火 砕 物 防

護対象設 備  

制御建屋 中央制御 室換気設 備
※
，安全 圧縮空気 系空気圧 縮機，ガ ラス固化 体貯蔵設 備のう

ち収納管 及び通風 管，第１ 非常用デ ィーゼル 発電機， 第２非常 用ディー ゼル発電 機  

③ 屋 外 に 設 置 す る 降 下 火 砕 物

防護対象 設備

使用済燃 料の受入 れ施設及 び貯蔵施 設用 安 全冷却水 系冷却塔 Ａ，Ｂ， 再処理設 備本体

用 安全 冷却水系 冷却塔Ｂ ，第２非 常用ディ ーゼル発 電機用 安全冷却 水系冷却 塔Ａ，

Ｂ，主排 気筒，ウ ラン・プ ルトニウ ム混合脱 硝建屋塔 槽類廃ガ ス処理設 備及び高 レベル

廃液ガラ ス固化建 屋塔槽類 廃ガス処 理設備の 屋外配管 並びに前 処理建屋 換気設備 ，分離

建屋換気 設備，精 製建屋換 気設備， ウラン・ プルトニ ウム混合 脱硝建屋 換気設備 及び高

レベル廃 液ガラス 固化建屋 換気設備 の屋外ダ クト
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5-1-3

第２図 降下火砕物防護施設の配置図
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5-1-4
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

第２表 降下火砕物防護対象設備の設計項目

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

使 用 済 燃 料

受 入 れ ・ 貯 蔵

建 屋

8  非 常 用 所 内 電 源 系 統 及 び

安 全 上 重 要 な 施 設 の 機 能 の

確 保 に 必 要 な 圧 縮 空 気 等 の

主 要 な 動 力 源  

非 常 用 所 内 電 源 系 統

×  －  ○  ○  ○  －  －  －  

9  熱 的 ， 化 学 的 又 は 核 的 制

限 値 を 維 持 す る た め の 系 統 及

び 機 器  

○ 核 的 制 限 値 （ 形 状 寸 法

管 理 の 機 器 ）  

臨 界 安 全 管 理 表 に 寸 法 が 記 載 さ れ て い る 機

器  

燃 焼 度 計 測 前 燃 料 仮 置 き ラ ッ ク  ×  －  －  －  －  －  －  －  

燃 焼 度 計 測 後 燃 料 仮 置 き ラ ッ ク  ×  －  －  －  －  －  －  －  

低 残 留 濃 縮 度 B W R 燃 料 貯 蔵 ラ ッ ク  ×  －  －  －  －  －  －  －  

低 残 留 濃 縮 度 P W R 燃 料 貯 蔵 ラ ッ ク  ×  －  －  －  －  －  －  －  

高 残 留 濃 縮 度 B W R 燃 料 貯 蔵 ラ ッ ク  ×  －  －  －  －  －  －  －  

高 残 留 濃 縮 度 P W R 燃 料 貯 蔵 ラ ッ ク  ×  －  －  －  －  －  －  －  

B W R 燃 料 用 バ ス ケ ッ ト  ×  －  －  －  －  －  －  －  

P W R 燃 料 用 バ ス ケ ッ ト  ×  －  －  －  －  －  －  －  

隣 接 す る 低 残 留 濃 縮 度 B W R 燃 料 貯 蔵 ラ ッ ク

と 低 残 留 濃 縮 度 P W R 燃 料 貯 蔵 ラ ッ ク  
×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 以 外 の 異 な る 種 類 の ラ ッ ク 及 び バ ス ケ ッ ト  ×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 核 的 制 限 値 （ 核 的 制 限

値 を 維 持 す る 計 測 制 御 設 備 及

び 動 作 機 器 ）  

燃 焼 度 計 測 装 置

×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-5 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

使 用 済 燃 料

受 入 れ ・ 貯 蔵

建 屋  

1 0  使 用 済 燃 料 を 貯 蔵 す る た

め の 施 設  

燃 料 取 出 し ピ ッ ト  ×  －  －  －  －  －  －  －  

燃 料 仮 置 き ピ ッ ト  ×  －  －  －  －  －  －  －  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

チ ャ ン ネ ル ボ ッ ク ス ・ バ － ナ ブ ル ポ イ ズ ン 取 扱 ピ

ッ ト  
×  －  －  －  －  －  －  －  

燃 料 移 送 水 路  ×  －  －  －  －  －  －  －  

燃 料 送 出 し ピ ッ ト  ×  －  －  －  －  －  －  －  

バ ス ケ ッ ト 仮 置 き 架 台  ×  －  －  －  －  －  －  －  

使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋 天 井 ク レ ー ン  ×  －  －  －  －  －  －  －  

1 5  そ の 他 上 記 各 系 統 等 の 安

全 機 能 を 維 持 す る た め に 必 要

な 計 測 制 御 系 統 ， 冷 却 水 系 統

等  

 ○  冷 却 設 備  

プ ー ル 水 冷 却 系  ×  －  －  －  －  －  －  －  

安 全 冷 却 水 系  ○  －  －  ○  ○  －  ○  －  

補 給 水 設 備  

×  －  －  －  －  －  －  －  

前 処 理 建 屋  1  プ ル ト ニ ウ ム を 含 む 溶 液 又 は

粉 末 を 内 蔵 す る 系 統 及 び 機 器  

溶 解 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 1 よ う 素 追 出 し 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ２ よ う 素 追 出 し 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

中 間 ポ ッ ト  ×  －  －  －  －  －  －  －  

中 継 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

清 澄 機  ×  －  －  －  －  －  －  －  

計 量 前 中 間 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

計 量 ・ 調 整 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

計 量 後 中 間 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

リ サ イ ク ル 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

計 量 補 助 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

2  高 レ ベ ル 放 射 性 液 体 廃 棄

物 を 内 蔵 す る 系 統 及 び 機 器  

不 溶 解 残 渣 回 収 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

清 澄 機  ×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-6
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

前 処 理 建 屋 3  上 記 1 及 び 2 の 系 統 及 び 機

器 の 換 気 系 統 及 び オ フ ガ ス 処

理 系 統  

前 処 理 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備 ×  －  －  －  －  －  －  －  

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設 備 ×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 高 性 能

粒 子 フ ィ ル タ  
×  －  －  －  －  －  －  －  

前 処 理 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 高 性

能 粒 子 フ ィ ル タ  
×  －  －  －  －  －  －  －  

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設 備 の よ う 素 フ

ィ ル タ  
×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 排 風 機

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 排 風 機 ×  －  －  －  －  －  －  －  

前 処 理 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 排 風

機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

4  上 記 1 及 び 2 の 系 統 及 び 機

器 並 び に せ ん 断 工 程 を 収 納 す

る セ ル 等  

上 記 1 及 び 2 の 系 統 及 び 機 器 を 収 納 す る セ ル

及 び グ ロ ー ブ  ボ ッ ク ス 並 び に せ ん 断 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

5  上 記 4 の 換 気 系 統 前 処 理 建 屋 換 気 設 備 ×  －  －  －  －  －  －  －  

中 継 槽 セ ル 等 か ら の 排 気 系 ×  －  －  －  －  －  －  －  

溶 解 槽 セ ル 等 か ら の A 排 気 系 ×  －  －  －  －  －  －  －  

溶 解 槽 セ ル 等 か ら の B 排 気 系 ×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備 の 高 性 能 粒

子 フ ィ ル タ  

前 処 理 建 屋 換 気 設 備 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  ×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備

の 排 風 機  

前 処 理 建 屋 換 気 設 備 の 建 屋 排 風 機 、 セ ル 排

風 機 、 溶 解 槽 セ ル A 排 風 機 、 溶 解 槽 セ ル B 排

風 機  

×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-7
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

前 処 理 建 屋 6  上 記 4 の セ ル 等 を 収 納 す る

構 築 物 及 び そ の 換 気 系 統  

前 処 理 建 屋 ○  －  －  －  －  －  －  －  

前 処 理 建 屋 換 気 設 備 （ 屋 外 ダ ク ト ）  ○  －  －  －  ○  －  －  －  

前 処 理 建 屋 換 気 設 備  汚 染 の お そ れ の あ る

区 域 か ら の 排 気 系  
×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備 の 高 性 能 粒

子 フ ィ ル タ  

×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備

の 排 風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

8  非 常 用 所 内 電 源 系 統 及 び

安 全 上 重 要 な 施 設 の 機 能 の

確 保 に 必 要 な 圧 縮 空 気 等 の

主 要 な 動 力 源  

非 常 用 所 内 電 源 系 統 ×  －  －  －  －  －  －  －  

安 全 蒸 気 系 ×  －  －  －  －  －  －  －  

安 全 圧 縮 空 気 系
×  －  －  －  －  －  －  －  

9  熱 的 ， 化 学 的 又 は 核 的 制

限 値 を 維 持 す る た め の 系 統 及

び 機 器  

○ 核 的 制 限 値 （ 形 状 寸 法

管 理 の 機 器 ）  

溶 解 設 備 の 主 要 設 備 の 臨 界 安 全 管 理 表 に

寸 法 が 記 載 さ れ て い る 機 器  

溶 解 槽

×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 核 的 制 限 値 （ 核 的 制 限

値 を 維 持 す る 計 測 制 御 設 備 及

び 動 作 機 器 ）  

燃 料 せ ん 断 長 位 置 異 常 に よ る せ ん 断 停 止 回

路  
×  －  －  －  －  －  －  －  

ｴ ﾝ ﾄ ﾞ ﾋ ﾟ ｰ ｽ せ ん 断 位 置 異 常 に よ る せ ん 断 停 止

回 路
×  －  －  －  －  －  －  －  

溶 解 槽 溶 解 液 密 度 高 に よ る せ ん 断 停 止 回 路 ×  －  －  －  －  －  －  －  

ｴ ﾝ ﾄ ﾞ ﾋ ﾟ ｰ ｽ 酸 洗 浄 槽 洗 浄 液 密 度 高 に よ る せ ん

断 停 止 回 路
×  －  －  －  －  －  －  －  

第 １ よ う 素 追 出 し 槽 及 び 第 ２ よ う 素 追 出 し 槽 の

溶 解 液 密 度 に よ る 高 警 報  
×  －  －  －  －  －  －  －  

1 2  安 全 保 護 回 路 可 溶 性 中 性 子 吸 収 材 緊 急 供 給 回 路 及 び せ

ん 断 停 止 回 路  ×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-8
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

前 処 理 建 屋 1 5  そ の 他 上 記 各 系 統 等 の 安

全 機 能 を 維 持 す る た め に 必 要

な 計 測 制 御 系 統 ， 冷 却 水 系 統

等  

○ 計 測 制 御 設 備

以 下 の 信 号 に よ る せ ん 断 停 止 回 路

・ せ ん 断 刃 位 置 異 常 ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 溶 解 槽 溶 解 液 温 度 低 ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 硝 酸 供 給 槽 硝 酸 密 度 低 ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 溶 解 槽 供 給 硝 酸 流 量 低 ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 可 溶 性 中 性 子 吸 収 材 緊 急 供 給 槽 液 位 低 ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ ｴ ﾝ ﾄ ﾞ ﾋ ﾟ ｰ ｽ 酸 洗 浄 槽 洗 浄 液 温 度 低 ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ ｴ ﾝ ﾄ ﾞ ﾋ ﾟ ｰ ｽ 酸 洗 浄 槽 供 給 硝 酸 密 度 低 ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ ｴ ﾝ ﾄ ﾞ ﾋ ﾟ ｰ ｽ 酸 洗 浄 槽 供 給 硝 酸 流 量 低 ×  －  －  －  －  －  －  －  

以 下 の セ ル の 漏 え い 液 受 皿 の 集 液 溝 の 液 位

警 報  

・ 溶 解 槽 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 中 継 槽 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 清 澄 機 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 計 量 ・ 調 整 槽 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 計 量 後 中 間 貯 槽 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 放 射 性 配 管 分 岐 第 １ セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 放 射 性 配 管 分 岐 第 ４ セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 系 統 の

圧 力 警 報  
×  －  －  －  －  －  －  －  

前 処 理 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 系 統 の

圧 力 警 報  
×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-9
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

前 処 理 建 屋 ○ 冷 却 設 備 安 全 冷 却 水 系 （ 外 部 ル ー プ ）  ○  －  －  ○  ○  －  ○  －  

安 全 冷 却 水 系 （ 内 部 ル ー プ ） か ら 崩 壊 熱 除 去

用 冷 却 水 を 必 要 と す る 機 器 ま で の 配 管  

中 間 ポ ッ ト × － － － － － － －

中 継 槽 × － － － － － － －

不 溶 解 残 渣 回 収 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

リ サ イ ク ル 槽 × － － － － － － －

計 量 前 中 間 貯 槽 × － － － － － － －

計 量 ・ 調 整 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

計 量 補 助 槽 × － － － － － － －

計 量 後 中 間 貯 槽 × － － － － － － －

○ 水 素 掃 気 用 空 気 を 供 給

す る 安 全 圧 縮 空 気 系 か ら 水 素

掃 気 を 必 要 と す る 機 器 ま で の

水 素 掃 気 用 配 管  

水 素 掃 気 を 必 要 と す る 機 器 ま で の 水 素 掃 気

用 配 管  

ハ ル 洗 浄 槽 × － － － － － － －

中 間 ポ ッ ト × － － － － － － －

水 バ ッ フ ァ 槽 × － － － － － － －

中 継 槽 × － － － － － － －

不 溶 解 残 渣 回 収 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

リ サ イ ク ル 槽 × － － － － － － －

計 量 前 中 間 貯 槽 × － － － － － － －

計 量 ・ 調 整 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

計 量 補 助 槽 × － － － － － － －

計 量 後 中 間 貯 槽 × － － － － － － －
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5-1-10
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

前 処 理 建 屋 1 5  そ の 他 上 記 各 系 統 等 の 安

全 機 能 を 維 持 す る た め に 必 要

な 計 測 制 御 系 統 ， 冷 却 水 系 統

等 （ 続 き ）  

○ 漏 え い 液 回 収 系 統

溶 解 槽 セ ル 、 中 継 槽 セ ル 、 清 澄 機 セ ル 、 計 量 ・

調 整 槽 セ ル 、 計 量 後 中 間 貯 槽 セ ル 、 放 射 性

配 管 分 岐 第 １ セ ル 及 び 放 射 性 配 管 分 岐 第 ４

セ ル の 漏 え い 液 受 皿 か ら 漏 え い 液 を 回 収 す る

系 統

×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 上 記 1 2 の 安 全 保 護 回 路

に よ り 保 護 動 作 を 行 う 機 器 及

び 系 統  

可 溶 性 中 性 子 吸 収 材 緊 急 供 給 系

×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 安 全 圧 縮 空 気 系 か ら 上

記 9 ， 1 2 及 び 1 5 の 計 装 用 空 気

を 必 要 と す る 計 測 制 御 設 備 ま

で の 配 管  

計 装 用 空 気 を 必 要 と す る 計 測 制 御 設 備 ま で

の 配 管  
×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 上 記 3 ， 5 及 び 6 の 放 射

性 物 質 の 閉 じ 込 め 機 能 を 支 援

す る 施 設  

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 加 熱 器

×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-11 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

分 離 建 屋  1  プ ル ト ニ ウ ム を 含 む 溶 液 又 は

粉 末 を 内 蔵 す る 系 統 及 び 機 器  

溶 解 液 中 間 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

溶 解 液 供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

抽 出 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 １ 洗 浄 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ２ 洗 浄 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 分 配 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

ウ ラ ン 洗 浄 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 Ｔ Ｂ Ｐ 洗 浄 器  ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 受 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 中 間 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 １ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ２ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ３ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ８ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

2  高 レ ベ ル 放 射 性 液 体 廃 棄

物 を 内 蔵 す る 系 統 及 び 機 器  

抽 出 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

Ｔ Ｂ Ｐ 洗 浄 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

抽 出 廃 液 受 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

抽 出 廃 液 中 間 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

抽 出 廃 液 供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 １ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ３ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ４ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ６ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 濃 縮 缶  ×  －  －  －  －  －  －  －  

 

75



5-1-12
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

分 離 建 屋 3  上 記 1 及 び 2 の 系 統 及 び 機

器 の 換 気 系 統 及 び オ フ ガ ス 処

理 系 統  

分 離 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備

 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系
×  －  －  －  －  －  －  －  

分 離 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備

 パ ル セ ー タ 廃 ガ ス 処 理 系
×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 濃 縮 缶 凝 縮 器 ×  －  －  －  －  －  －  －  

減 衰 器 ×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  

分 離 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  塔 槽 類 廃

ガ ス 処 理 系 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  
×  －  －  －  －  －  －  －  

分 離 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  パ ル セ ー タ

廃 ガ ス 処 理 系 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  
×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 排 風 機

分 離 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  塔 槽 類 廃

ガ ス 処 理 系 の 排 風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

分 離 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  パ ル セ ー タ

廃 ガ ス 処 理 系 の 排 風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

4  上 記 1 及 び 2 の 系 統 及 び 機

器 並 び に せ ん 断 工 程 を 収 納 す

る セ ル 等  

上 記 1 及 び 2 の 系 統 及 び 機 器 を 収 納 す る セ ル

及 び グ ロ ー ブ  ボ ッ ク ス 並 び に せ ん 断 セ ル  
×  －  －  －  －  －  －  －  

下 記 の 洞 道 に 設 置 す る 配 管 収 納 容 器 の う ち ，

上 記 1 及 び 2 の 配 管 を 収 納 す る 配 管 収 納 容

器  

分 離 建 屋 と 精 製 建 屋 を 接 続 す る 洞 道 －  －  －  －  －  －  －  －  

分 離 建 屋 と 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 を 接

続 す る 洞 道  
－  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-13 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

分 離 建 屋  5  上 記 4 の 換 気 系 統  分 離 建 屋 換 気 設 備  プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 中 間 貯

槽 セ ル 等 か ら の 排 気 系  
×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備 の 高 性 能 粒

子 フ ィ ル タ  

                

分 離 建 屋 換 気 設 備 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  ×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備

の 排 風 機  
                

分 離 建 屋 換 気 設 備 の 建 屋 排 風 機 、 グ ロ ー ブ

ボ ッ ク ス ・ セ ル 排 風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

6  上 記 4 の セ ル 等 を 収 納 す る

構 築 物 及 び そ の 換 気 系 統  

分 離 建 屋  ○  －  －  －  －  －  －  －  

分 離 建 屋 換 気 設 備 （ 屋 外 ダ ク ト ）  ○  －  －  －  ○  －  －  －  

分 離 建 屋 換 気 設 備  

 汚 染 の お そ れ の あ る 区 域 か ら の 排 気 系  
×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備 の 高 性 能 粒

子 フ ィ ル タ  

×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備

の 排 風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

下 記 の 洞 道 の う ち ， 上 記 1 及 び 2 の 配 管 を 収

納 す る 洞 道  
                

分 離 建 屋 と 精 製 建 屋 を 接 続 す る 洞 道  －  －  －  －  －  －  －  －  

分 離 建 屋 と 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 を 接

続 す る 洞 道  
－  －  －  －  －  －  －  －  

8  非 常 用 所 内 電 源 系 統 及 び

安 全 上 重 要 な 施 設 の 機 能 の

確 保 に 必 要 な 圧 縮 空 気 等 の

主 要 な 動 力 源  

非 常 用 所 内 電 源 系 統  

×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-14
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

分 離 建 屋 9  熱 的 ， 化 学 的 又 は 核 的 制

限 値 を 維 持 す る た め の 系 統 及

び 機 器  

○ 核 的 制 限 値 （ 形 状 寸 法

管 理 の 機 器 ）  

分 離 設 備 ， 分 配 設 備 ， 分 離 建 屋 一 時 貯 留 処

理 設 備 の 主 要 設 備 の 臨 界 安 全 管 理 表 に 寸

法 が 記 載 さ れ て い る 機 器  

抽 出 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 １ 洗 浄 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ２ 洗 浄 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

Ｔ Ｂ Ｐ 洗 浄 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 分 配 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

ウ ラ ン 洗 浄 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 Ｔ Ｂ Ｐ 洗 浄 器 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 洗 浄 器 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 中 間 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 １ 一 時 貯 留 処 理 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ２ 一 時 貯 留 処 理 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ８ 一 時 貯 留 処 理 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ５ 一 時 貯 留 処 理 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

補 助 抽 出 器 ×  －  －  －  －  －  －  －  

Ｔ Ｂ Ｐ 洗 浄 器 ×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 核 的 制 限 値 （ 核 的 制 限

値 を 維 持 す る 計 測 制 御 設 備 及

び 動 作 機 器 ）  

プ ル ト ニ ウ ム 洗 浄 器 ア ル フ ァ 線 検 出 器 の 計 数

率 高 に よ る 警 報  ×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-15
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

分 離 建 屋 1 2  安 全 保 護 回 路 高 レ ベ ル 廃 液 濃 縮 缶 加 熱 蒸 気 温 度 高 に よ る

加 熱 停 止 回 路  
×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 洗 浄 器 中 性 子 検 出 器 の 計 数 率

高 に よ る 工 程 停 止 回 路  
×  －  －  －  －  －  －  －  

高 ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 廃 液 濃 縮 缶 凝 縮 器 排 気 出 口 温 度 高

に よ る 加 熱 停 止 回 路  
×  －  －  －  －  －  －  －  

分 離 施 設 の ウ ラ ン 濃 縮 缶 加 熱 蒸 気 温 度 高 に

よ る 加 熱 停 止 回 路  
×  －  －  －  －  －  －  －  

外 部 電 源 喪 失 に よ る 建 屋 給 気 閉 止 ダ ン パ の

閉 止 回 路 （ 分 離 建 屋 ）  
×  －  －  －  －  －  －  －  

1 5  そ の 他 上 記 各 系 統 等 の 安

全 機 能 を 維 持 す る た め に 必 要

な 計 測 制 御 系 統 ， 冷 却 水 系 統

等  ○  計 測 制 御 設 備  

以 下 の セ ル の 漏 え い 液 受 皿 の 集 液 溝 の 液 位

警 報  

・ 溶 解 液 中 間 貯 槽 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 溶 解 液 供 給 槽 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 抽 出 塔 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ プ ル ト ニ ウ ム 洗 浄 器 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 抽 出 廃 液 受 槽 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 抽 出 廃 液 供 給 槽 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 分 離 建 屋 一 時 貯 留 処 理 槽 第 １ セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 分 離 建 屋 一 時 貯 留 処 理 槽 第 ２ セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 放 射 性 配 管 分 岐 第 ２ セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 高 レ ベ ル 廃 液 供 給 槽 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

分 離 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備 塔 槽 類 廃 ガ

ス 処 理 系 の 系 統 の 圧 力 警 報
×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-16 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

分 離 建 屋   ○  冷 却 設 備  高 レ ベ ル 廃 液 濃 縮 缶 の 加 熱 蒸 気 と 冷 却 水 の

切 替 弁  
×  －  －  －  －  －  －  －  

 

安 全 冷 却 水 系 か ら 第 9 . 5 - ２ 表 に 記 載 の 崩 壊

熱 除 去 用 冷 却 水 を 必 要 と す る 機 器 ま で の 配

管  

                

  溶 解 液 中 間 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  溶 解 液 供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  抽 出 廃 液 受 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  抽 出 廃 液 中 間 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  抽 出 廃 液 供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 １ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ３ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ４ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ６ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ８ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  高 レ ベ ル 廃 液 供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  高 レ ベ ル 廃 液 濃 縮 缶  ×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-17 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

分 離 建 屋   ○  水 素 掃 気 用 空 気 を 供 給

す る 安 全 圧 縮 空 気 系 か ら 第

9 . 3 - ２ 表 に 記 載 の 水 素 掃 気 を

必 要 と す る 機 器 ま で の 水 素 掃

気 用 の 配 管  

水 素 掃 気 を 必 要 と す る 機 器 ま で の 水 素 掃 気

用 の 配 管  

                

  溶 解 液 中 間 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  溶 解 液 供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  抽 出 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 １ 洗 浄 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ２ 洗 浄 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  Ｔ Ｂ Ｐ 洗 浄 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  抽 出 廃 液 受 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  抽 出 廃 液 中 間 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  抽 出 廃 液 供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 分 配 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  ウ ラ ン 洗 浄 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 洗 浄 器  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 受 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 中 間 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 １ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ２ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ３ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ４ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ５ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ６ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ８ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ９ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 1 0 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  溶 媒 再 生 系  分 離 ・ 分 配 系  第 １ 洗 浄 器  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  高 レ ベ ル 廃 液 供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  高 レ ベ ル 廃 液 濃 縮 缶  ×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-18
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

分 離 建 屋 1 5  そ の 他 上 記 各 系 統 等 の 安

全 機 能 を 維 持 す る た め に 必 要

な 計 測 制 御 系 統 ， 冷 却 水 系 統

等  

○ 漏 え い 液 回 収 系 統

溶 解 液 中 間 貯 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

溶 解 液 供 給 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

抽 出 塔 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 洗 浄 器 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

抽 出 廃 液 受 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

抽 出 廃 液 供 給 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

放 射 性 配 管 分 岐 第 ２ セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 供 給 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

分 離 建 屋 一 時 貯 留 処 理 槽 第 １ セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

分 離 建 屋 一 時 貯 留 処 理 槽 第 ２ セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 上 記 1 2 の 安 全 保 護 回 路

に よ り 保 護 動 作 を 行 う 機 器 及

び 系 統  

高 レ ベ ル 廃 液 濃 縮 缶 加 熱 蒸 気 温 度 高 に よ る

加 熱 停 止 回 路 に 係 る 遮 断 弁  
×  －  －  －  －  －  －  －  

分 離 施 設 の ウ ラ ン 濃 縮 缶 加 熱 蒸 気 温 度 高 に

よ る 加 熱 停 止 回 路 に 係 る 遮 断 弁  
×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 洗 浄 器 中 性 子 検 出 器 の 計 数 率

高 に よ る 工 程 停 止 回 路 に 係 る 遮 断 弁  
×  －  －  －  －  －  －  －  

建 屋 給 気 閉 止 ダ ン パ （ 分 離 建 屋 換 気 設 備 ）  ×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 計 装 用 空 気 を 供 給 す る

安 全 圧 縮 空 気 系 か ら 上 記 9 、

1 2 及 び 1 5 項 記 載 の 計 装 用 空

気 を 必 要 と す る 計 測 制 御 設 備

ま で の 配 管  

計 装 用 空 気 を 必 要 と す る 計 測 制 御 設 備 ま で

の 配 管  

×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 上 記 3 ， 5 及 び 6 項 記 載

の 放 射 性 物 質 の 閉 じ 込 め 機 能

を 支 援 す る 施 設  

建 屋 給 気 閉 止 ダ ン パ  

×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-19
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

精 製 建 屋 1  プ ル ト ニ ウ ム を 含 む 溶 液 又 は

粉 末 を 内 蔵 す る 系 統 及 び 機 器  

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 供 給 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 1 酸 化 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 1 脱 ガ ス 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

抽 出 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

核 分 裂 生 成 物 洗 浄 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

逆 抽 出 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

ウ ラ ン 洗 浄 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

補 助 油 水 分 離 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

T B P 洗 浄 器 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 2 酸 化 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 2 脱 ガ ス 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

油 水 分 離 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 供 給 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 計 量 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 中 間 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 一 時 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

リ サ イ ク ル 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

希 釈 槽 × － － － － － － －

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 一 時 貯 槽 × － － － － － － －

第 1 一 時 貯 留 処 理 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 2 一 時 貯 留 処 理 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 3 一 時 貯 留 処 理 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 7 一 時 貯 留 処 理 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム を 含 む 溶 液 又 は 粉 末 の 主 要 な 流

れ を 構 成 す る 配 管  
×  －  －  －  －  －  －  －  

83



5-1-20
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

精 製 建 屋 3  上 記 1 及 び 2 の 系 統 及 び 機

器 の 換 気 系 統 及 び オ フ ガ ス 処

理 系 統  

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理

系 （ P u 系 ）  
×  －  －  －  －  －  －  －  

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  パ ル セ ー タ 廃 ガ ス 処

理 系  
×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  

精 製 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  塔 槽 類 廃

ガ ス 処 理 系 （ P u 系 ） の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  
×  －  －  －  －  －  －  －  

精 製 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  パ ル セ ー タ

廃 ガ ス 処 理 系 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  
×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 排 風 機

精 製 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  塔 槽 類 廃

ガ ス 処 理 系 （ P u 系 ） の 排 風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

精 製 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  パ ル セ ー タ

廃 ガ ス 処 理 系 の 排 風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

4  上 記 1 及 び 2 の 系 統 及 び 機

器 並 び に せ ん 断 工 程 を 収 納 す

る セ ル 等  

上 記 1 及 び 2 の 系 統 及 び 機 器 を 収 納 す る セ ル

及 び グ ロ ー ブ  ボ ッ ク ス  
×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 精 製 設 備 の 安 全 上 重 要 な 施 設 の

配 管 を 収 納 す る 二 重 配 管 の 外 管  
×  －  －  －  －  －  －  －  

下 記 の 洞 道 に 設 置 す る 配 管 収 納 容 器 の う ち ，

上 記 1 及 び 2 の 配 管 を 収 納 す る 配 管 収 納 容

器  

分 離 建 屋 と 精 製 建 屋 を 接 続 す る 洞 道 －  －  －  －  －  －  －  －  

精 製 建 屋 と ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋

を 接 続 す る 洞 道  
－  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-21 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

精 製 建 屋  5  上 記 4 の 換 気 系 統  精 製 建 屋 換 気 設 備  プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 セ ル

等 か ら の 排 気 系  
×  －  －  －  －  －  －  －  

グ ロ ー ブ ボ ッ ク ス 等 か ら の 排 気 系  ×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備 の 高 性 能 粒

子 フ ィ ル タ  

                

精 製 建 屋 換 気 設 備 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  ×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備

の 排 風 機  
                

精 製 建 屋 換 気 設 備 の 建 屋 排 風 機 、 グ ロ ー ブ

ボ ッ ク ス ・ セ ル 排 風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

6  上 記 4 の セ ル 等 を 収 納 す る

構 築 物 及 び そ の 換 気 系 統  

精 製 建 屋  ○  －  －  －  －  －  －  －  

精 製 建 屋 換 気 設 備 （ 屋 外 ダ ク ト ）  ○  －  －  －  ○  －  －  －  

精 製 建 屋 換 気 設 備  汚 染 の お そ れ の あ る 区

域 か ら の 排 気 系  
×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備 の 高 性 能 粒

子 フ ィ ル タ  

×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備

の 排 風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

下 記 の 洞 道 の う ち ， 上 記 1 及 び 2 の 配 管 を 収

納 す る 洞 道  
                

分 離 建 屋 と 精 製 建 屋 を 接 続 す る 洞 道  －  －  －  －  －  －  －  －  

精 製 建 屋 と ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋

を 接 続 す る 洞 道  
－  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-22
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

精 製 建 屋 8  非 常 用 所 内 電 源 系 統 及 び

安 全 上 重 要 な 施 設 の 機 能 の

確 保 に 必 要 な 圧 縮 空 気 等 の

主 要 な 動 力 源  

非 常 用 所 内 電 源 系 統

×  －  －  －  －  －  －  ×  

9  熱 的 ， 化 学 的 又 は 核 的 制

限 値 を 維 持 す る た め の 系 統 及

び 機 器  ○  核 的 制 限 値 （ 形

状 寸 法 管 理 の 機 器 ）  

プ ル ト ニ ウ ム 精 製 設 備 ， 精 製 建 屋 一 時 貯 留 処

理 設 備 の 主 要 設 備 の 臨 界 安 全 管 理 表 に 寸

法 が 記 載 さ れ て い る 機 器  

抽 出 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

核 分 裂 生 成 物 洗 浄 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

逆 抽 出 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

ウ ラ ン 洗 浄 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

補 助 油 水 分 離 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

T B P 洗 浄 器 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 2 酸 化 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 2 脱 ガ ス 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

油 水 分 離 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 供 給 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 計 量 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 中 間 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 一 時 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

リ サ イ ク ル 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

希 釈 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-23
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

精 製 建 屋 ○ 核 的 制 限 値 （ 形 状 寸 法 管

理 の 機 器 ）  

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 一 時 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 1 一 時 貯 留 処 理 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 2 一 時 貯 留 処 理 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 3 一 時 貯 留 処 理 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 4 一 時 貯 留 処 理 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 供 給 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 1 酸 化 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 1 脱 ガ ス 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

T B P 洗 浄 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 洗 浄 器 ×  －  －  －  －  －  －  －  

抽 出 廃 液 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

抽 出 廃 液 中 間 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

凝 縮 液 受 槽 × － － － － － － －

○ 核 的 制 限 値 （ 核 的 制 限

値 を 維 持 す る  計 測 制 御 及 び

動 作 機 器 ）  

プ ル ト ニ ウ ム 洗 浄 器 ア ル フ ァ 線 検 出 器 の 計 数

率 高 に よ る 警 報  ×  －  －  －  －  －  －  －  

1 2  安 全 保 護 回 路 プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 加 熱 蒸 気 温 度 高 に よ る 加

熱 停 止 回 路  
×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ２ 酸 回 収 系 の 蒸 発 缶 加 熱 蒸 気 温 度 高 に よ

る 加 熱 停 止 回 路  
×  －  －  －  －  －  －  －  

逆 抽 出 塔 溶 液 温 度 高 に よ る 加 熱 停 止 回 路 ×  －  －  －  －  －  －  －  

外 部 電 源 喪 失 に よ る 建 屋 給 気 閉 止 ダ ン パ の

閉 止 回 路 （ 精 製 建 屋 ）  
×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-24 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

精 製 建 屋  1 5  そ の 他 上 記 各 系 統 等 の 安

全 機 能 を 維 持 す る た め に 必 要

な 計 測 制 御 系 統 、 冷 却 水 系 統

等  

 ○  計 測 制 御 設 備  

以 下 の セ ル の 漏 え い 液 受 皿 の 集 液 溝 の 液 位

警 報  
                

・ プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 受 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 一 時 貯 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 計 量 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

以 下 の セ ル の 漏 え い 液 受 皿 の 集 液 溝 の 液 位

警 報 ( 臨 界 )  
                

・ プ ル ト ニ ウ ム 精 製 塔 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 供 給 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 油 水 分 離 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 放 射 性 配 管 分 岐 第 1 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

精 製 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  塔 槽 類 廃

ガ ス 処 理 系 （ P u 系 ) の 圧 力 警 報  
×  －  －  －  －  －  －  －  

 ○  冷 却 設 備  安 全 冷 却 水 系 か ら 崩 壊 熱 除 去 用 冷 却 水 を 必

要 と す る 機 器 ま で の 配 管  
                

  プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 受 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  油 水 分 離 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 一 時 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 受 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 計 量 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 中 間 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 一 時 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  リ サ イ ク ル 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  希 釈 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 １ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ２ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ３ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-25 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

精 製 建 屋   ○  水 素 掃 気 用 空 気 を 供 給

す る 安 全 圧 縮 空 気 系 か ら 水 素

掃 気 を 必 要 と す る 機 器 ま で の

水 素 掃 気 用 の 配 管  

水 素 掃 気 を 必 要 と す る 機 器 ま で の 水 素 掃 気

用 の 配 管  
                

  プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  抽 出 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  核 分 裂 生 成 物 洗 浄 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  逆 抽 出 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  ウ ラ ン 洗 浄 塔  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  補 助 油 水 分 離 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  T B P 洗 浄 器  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 受 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  油 水 分 離 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 一 時 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 受 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 計 量 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 中 間 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 一 時 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  リ サ イ ク ル 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  希 釈 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 1 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 2 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 3 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 4 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

 ○  漏 え い 液 回 収 系 統  精 製 建 屋 の プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 受 槽 セ ル 、 プ

ル ト ニ ウ ム 濃 縮 液 一 時 貯 槽 セ ル 、 プ ル ト ニ ウ ム

濃 縮 液 計 量 槽 セ ル  

×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-26
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

精 製 建 屋 ○ 上 記 1 2 の 安 全 保 護 回 路

に よ り 保 護 動 作 を 行 う 機 器 及

び 系 統  

逆 抽 出 塔 溶 液 温 度 高 に よ る 加 熱 停 止 回 路 に

係 る 遮 断 弁  
×  －  －  －  －  －  －  －  

建 屋 給 気 閉 止 ダ ン パ （ 精 製 建 屋 換 気 設 備 ）  ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 加 熱 蒸 気 温 度 高 に よ る 加

熱 停 止 回 路 に 係 る 遮 断 弁  ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 ２ 酸 回 収 系 の 蒸 発 缶 加 熱 蒸 気 温 度 高 に よ

る 加 熱 停 止 回 路 に 係 る 遮 断 弁  
×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 計 装 用 空 気 を 供 給 す る

安 全 圧 縮 空 気 系 か ら 上 記 9 、

1 2 及 び 1 5 の 計 装 用 空 気 を 必

要 と す る 計 測 制 御 設 備 ま で の

配 管  

計 装 用 空 気 を 必 要 と す る 計 測 制 御 設 備 ま で

の 配 管  

×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 上 記 3 ， 5 及 び 6 の 放 射

性 物 質 の 閉 じ 込 め 機 能 を 支 援

す る 施 設  

建 屋 給 気 閉 止 ダ ン パ （ 精 製 建 屋 換 気 設 備 ）  

×  －  －  －  －  －  －  －  

ウ ラ ン 脱 硝 建

屋 及 び ウ ラ ン

酸 化 物 貯 蔵

建 屋

9  熱 的 ， 化 学 的 又 は 核 的 制

限 値 を 維 持 す る た め の 系 統 及

び 機 器  ○  形 状 寸 法 管 理 の

機 器  

臨 界 安 全 管 理 表 に 寸 法 が 記 載 さ れ て い る 機

器  

脱 硝 塔 ×  －  －  －  －  －  －  －  

シ ー ル 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

U O 3 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

規 格 外 製 品 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

規 格 外 製 品 容 器
×  －  －  －  －  －  －  －  

U O 3 溶 解 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

貯 蔵 バ ス ケ ッ ト × － － － － － － －

ウ ラ ン 酸 化 物 貯 蔵 容 器

×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-27 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

ウ ラ ン 脱 硝 建

屋 及 び ウ ラ ン

酸 化 物 貯 蔵

建 屋  

1 5  そ の 他 上 記 各 系 統 等 の 安

全 機 能 を 維 持 す る た め に 必 要

な 計 測 制 御 系 統 ， 冷 却 水 系 統

等  

 ○  計 測 制 御 設 備  

脱 硝 塔 内 部 の 温 度 低 に よ る 硝 酸 ウ ラ ニ ル 濃

縮 液 の 供 給 停 止 回 路  
×  －  －  －  －  －  －  －  

ウ ラ ン 酸 化 物 貯 蔵 容 器 充 て ん 定 位 置 の 検 知

に よ る U O 3 粉 末 の 充 て ん 起 動 回 路  ×  －  －  －  －  －  －  －  

 ○  計 測 制 御 設 備 に 係 る 動

作 機 器  

脱 硝 塔 内 部 の 温 度 低 に よ る 硝 酸 ウ ラ ニ ル 濃

縮 液 の 供 給 停 止 回 路 に 係 る 遮 断 弁  ×  －  －  －  －  －  －  －  

ウ ラ ン ・ プ ル ト

ニ ウ ム 混 合 脱

硝 建 屋 及 び ウ

ラ ン ･ プ ル ト ニ

ウ ム 混 合 酸 化

物 貯 蔵 建 屋  

1  プ ル ト ニ ウ ム を 含 む 溶 液 又 は

粉 末 を 内 蔵 す る 系 統 及 び 機 器  

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

混 合 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

一 時 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

定 量 ポ ッ ト  ×  －  －  －  －  －  －  －  

中 間 ポ ッ ト  ×  －  －  －  －  －  －  －  

脱 硝 装 置  ×  －  －  －  －  －  －  －  

焙 焼 炉  ×  －  －  －  －  －  －  －  

還 元 炉  ×  －  －  －  －  －  －  －  

固 気 分 離 器  ×  －  －  －  －  －  －  －  

粉 末 ホ ッ パ  ×  －  －  －  －  －  －  －  

粉 砕 機  ×  －  －  －  －  －  －  －  

混 合 機  ×  －  －  －  －  －  －  －  

粉 末 充 て ん 機  ×  －  －  －  －  －  －  －  

保 管 容 器  ×  －  －  －  －  －  －  －  

粉 末 缶  ×  －  －  －  －  －  －  －  

混 合 酸 化 物 貯 蔵 容 器  ×  －  －  －  －  －  －  －  

プ ル ト ニ ウ ム を 含 む 溶 液 又 は 粉 末 の 主 要 な 流

れ を 構 成 す る 配 管  
×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-28 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

ウ ラ ン ・ プ ル ト

ニ ウ ム 混 合 脱

硝 建 屋 及 び ウ

ラ ン ･ プ ル ト ニ

ウ ム 混 合 酸 化

物 貯 蔵 建 屋  

3  上 記 1 及 び 2 の 系 統 及 び 機

器 の 換 気 系 統 及 び オ フ ガ ス 処

理 系 統  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ

ス 処 理 設 備 （ 屋 外 ダ ク ト ）  
○  －  －  －  ○  －  －  －  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ

ス 処 理 設 備  
×  －  －  －  －  －  －  －  

安 全 上 重 要 な 施 設 の 固 気 分 離 器 か ら ウ ラ ン ・

プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 換 気 設 備 の グ ロ ー

ブ ボ ッ ク ス ・ セ ル 排 気 系 統 へ の 接 続 部 ま で の 系

統  

×  －  －  －  －  －  －  －  

高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ （ 空 気 輸 送 ）  ×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  
                

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ

ス 処 理 設 備 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  
×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 排 風 機                  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ

ス 処 理 設 備 の 排 風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

4  上 記 1 及 び 2 の 系 統 及 び 機

器 並 び に せ ん 断 工 程 を 収 納 す

る セ ル 等  

上 記 1 及 び 2 の 系 統 及 び 機 器 を 収 納 す る セ ル

及 び グ ロ ー ブ  ボ ッ ク ス  ×  －  －  －  －  －  －  －  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 設 備 の 安 全 上

重 要 な 施 設 の 配 管 を 収 納 す る 二 重 配 管 の 外

管  

×  －  －  －  －  －  －  －  

下 記 の 洞 道 の う ち ， 上 記 1 及 び 2 の 配 管 を 収

納 す る 洞 道  
                

精 製 建 屋 と ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋

を 接 続 す る 洞 道  
－  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-29 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

ウ ラ ン ・ プ ル ト

ニ ウ ム 混 合 脱

硝 建 屋 及 び ウ

ラ ン ･ プ ル ト ニ

ウ ム 混 合 酸 化

物 貯 蔵 建 屋  

5  上 記 4 の 換 気 系 統  ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 換 気 設 備  

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 貯 槽 セ ル 等 及 び グ ロ ー ブ ボ ッ

ク ス 等 か ら の 排 気 系  

×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備 の 高 性 能 粒

子 フ ィ ル タ  

                

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 換 気 設 備

の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  
×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備

の 排 風 機  
                

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 換 気 設 備

の 建 屋 排 風 機 、 グ ロ ー ブ ボ ッ ク ス ・ セ ル 排 風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

6  上 記 4 の セ ル 等 を 収 納 す る

構 築 物 及 び そ の 換 気 系 統  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋  ○  －  －  －  －  －  －  －  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 換 気 設 備

（ 屋 外 ダ ク ト ）  
○  －  －  －  ○  －  －  －  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 換 気 設 備  

汚 染 の お そ れ の あ る 区 域 か ら の 排 気 系  
×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備 の 高 性 能 粒

子 フ ィ ル タ  

×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備

の 排 風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

下 記 の 洞 道 に 設 置 す る 配 管 収 納 容 器 の う ち ，

上 記 1 及 び 2 の 配 管 を 収 納 す る 配 管 収 納 容

器  

                

精 製 建 屋 と ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋

を 接 続 す る 洞 道  
－  －  －  －  －  －  －  －  

8  非 常 用 所 内 電 源 系 統 及 び

安 全 上 重 要 な 施 設 の 機 能 の

確 保 に 必 要 な 圧 縮 空 気 等 の

主 要 な 動 力 源  

非 常 用 所 内 電 源 系 統  ×  －  －  －  －  －  －  －  

安 全 圧 縮 空 気 系  
×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-30
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

ウ ラ ン ・ プ ル ト

ニ ウ ム 混 合 脱

硝 建 屋 及 び ウ

ラ ン ･ プ ル ト ニ

ウ ム 混 合 酸 化

物 貯 蔵 建 屋

9  熱 的 ， 化 学 的 又 は 核 的 制

限 値 を 維 持 す る た め の 系 統 及

び 機 器  

○ 核 的 制 限 値 （ 形 状 寸 法 管

理 の 機 器 ）  

臨 界 安 全 管 理 表 に 寸 法 が 記 載 さ れ て い る 機

器  

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

混 合 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

一 時 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

定 量 ポ ッ ト  ×  －  －  －  －  －  －  －  

中 間 ポ ッ ト  ×  －  －  －  －  －  －  －  

脱 硝 装 置 （ 脱 硝 皿 ）  ×  －  －  －  －  －  －  －  

凝 縮 廃 液 ろ 過 器 ×  －  －  －  －  －  －  －  

凝 縮 廃 液 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

焙 焼 炉 ×  －  －  －  －  －  －  －  

還 元 炉 ×  －  －  －  －  －  －  －  

固 気 分 離 器 ×  －  －  －  －  －  －  －  

粉 末 ホ ッ パ  ×  －  －  －  －  －  －  －  

粉 砕 機 ×  －  －  －  －  －  －  －  

混 合 機 ×  －  －  －  －  －  －  －  

粉 末 充 て ん 機 ×  －  －  －  －  －  －  －  

保 管 容 器 ×  －  －  －  －  －  －  －  

保 管 ピ ッ ト × － － － － － － －

混 合 酸 化 物 貯 蔵 容 器 ×  －  －  －  －  －  －  －  

貯 蔵 ホ ー ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 核 的 制 限 値 （ 核 的 制 限

値 を 維 持 す る 計 測 制 御 及 び 動

作 機 器 ）  

粉 末 缶 M O X 粉 末 重 量 確 認 に よ る 粉 末 缶 払

出 装 置 の 起 動 回 路  ×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-31
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

ウ ラ ン ・ プ ル ト

ニ ウ ム 混 合 脱

硝 建 屋 及 び ウ

ラ ン ･ プ ル ト ニ

ウ ム 混 合 酸 化

物 貯 蔵 建 屋

1 2  安 全 保 護 回 路 還 元 ガ ス 受 槽 水 素 濃 度 高 に よ る 還 元 ガ ス 供

給 停 止 回 路  
×  －  －  －  －  －  －  －  

還 元 炉 ヒ ー タ 部 温 度 高 に よ る 加 熱 停 止 回 路 ×  －  －  －  －  －  －  －  

焙 焼 炉 ヒ ー タ 部 温 度 高 に よ る 加 熱 停 止 回 路 ×  －  －  －  －  －  －  －  

1 5  そ の 他 上 記 各 系 統 等 の 安

全 機 能 を 維 持 す る た め に 必 要

な 計 測 制 御 系 統 、 冷 却 水 系 統

等  

○ 計 測 制 御 設 備

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 設 備 に 係 る 計 測

制 御 設 備

・ 脱 硝 装 置 の 温 度 計 に よ る 脱 硝 皿 取 扱 装 置

の 起 動 回 路 及 び 照 度 計 に よ る シ ャ ッ タ の 起 動

回 路  

×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 空 気 輸 送 終 了 検 知 及 び 脱 硝 皿 の 重 量 確 認

に よ る 脱 硝 皿 取 扱 装 置 の 起 動 回 路
×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 保 管 容 器 充 て ん 定 位 置 の 検 知 に よ る Ｍ Ｏ Ｘ

粉 末 の 充 て ん 起 動 回 路
×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 粉 末 缶 充 て ん 定 位 置 の 検 知 に よ る Ｍ Ｏ Ｘ 粉

末 の 充 て ん 起 動 回 路
×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 貯 槽 セ ル ， 混 合 槽 セ ル 及 び

一 次 貯 槽 セ ル の 漏 え い 液 受 皿 の 集 液 溝 の 液

位 警 報  

×  －  －  －  －  －  －  －  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ

ス 処 理 設 備 の 圧 力 警 報
×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 冷 却 設 備 安 全 冷 却 水 系 か ら 崩 壊 熱 除 去 用 冷 却 水 を 必

要 と す る 機 器 ま で の 配 管  

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

混 合 槽 × － － － － － － －

一 時 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 酸 化 物 貯 蔵 建 屋 換

気 設 備  貯 蔵 室 か ら の 排 気 系
×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-32
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

ウ ラ ン ・ プ ル ト

ニ ウ ム 混 合 脱

硝 建 屋 及 び ウ

ラ ン ･ プ ル ト ニ

ウ ム 混 合 酸 化

物 貯 蔵 建 屋

○ 水 素 掃 気 用 空 気 を 供 給

す る 安 全 圧 縮 空 気 系 か ら 水 素

掃 気 を 必 要 と す る 機 器 ま で の

水 素 掃 気 用 の 配 管  

水 素 掃 気 用 空 気 を 供 給 す る 安 全 圧 縮 空 気 系

か ら 水 素 掃 気 用 の 圧 縮 空 気 を 供 給 す る 以 下

の 機 器 ま で の 水 素 掃 気 用 の 配 管  

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

混 合 槽 × － － － － － － －

一 時 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 漏 え い 液 を 回 収 す る た め

の 系 統

下 記 の セ ル の 漏 え い 液 受 け 皿 か ら 漏 え い 液 を

回 収 す る た め の 系 統  

・ 硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 貯 槽 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 混 合 槽 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 一 時 貯 槽 セ ル ×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 上 記 1 2 の 安 全 保 護 回

路 に よ り 保 護 動 作 を 行 う 機 器

及 び 系 統  

還 元 ガ ス 受 槽 水 素 濃 度 高 に よ る 還 元 ガ ス 供

給 停 止 回 路 に 係 る 遮 断 弁  ×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 計 装 用 空 気 を 供 給 す る

安 全 圧 縮 空 気 系 か ら 上 記 9 ，

1 2 及 び 1 5 の 計 装 用 空 気 を 必

要 と す る 計 測 制 御 設 備 ま で の

配 管  

計 装 用 空 気 を 必 要 と す る 計 測 制 御 設 備 ま で

の 配 管  

×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液

ガ ラ ス 固 化 建

屋 及 び 第 1 ガ

ラ ス 固 化 体 貯

蔵 建 屋

2  高 レ ベ ル 放 射 性 液 体 廃 棄

物 を 内 蔵 す る 系 統 及 び 機 器  

高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

不 溶 解 残 渣 廃 液 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 共 用 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 一 時 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

不 溶 解 残 渣 廃 液 一 時 貯 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 混 合 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

供 給 液 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

供 給 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

ガ ラ ス 溶 融 炉 ×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 の 主 要 な 流 れ を 構 成 す る 配 管 ×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-33 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

高 レ ベ ル 廃 液

ガ ラ ス 固 化 建

屋 及 び 第 1 ガ

ラ ス 固 化 体 貯

蔵 建 屋  

3  上 記 ２ の 系 統 及 び 機 器 の 換

気 系 統 及 び オ フ ガ ス 処 理 系 統   

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処

理 設 備 （ 屋 外 ダ ク ト ）  
○  －  －  －  ○  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処

理 設 備  高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 廃 ガ ス 処 理 系  
×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処

理 設 備  不 溶 解 残 渣 廃 液 廃 ガ ス 処 理 系  
×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 廃 ガ ス 処 理 設 備  
×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  
                

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処

理 設 備  高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 廃 ガ ス 処 理 系 の

高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  

×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処

理 設 備  不 溶 解 残 渣 廃 液 廃 ガ ス 処 理 系 の 高

性 能 粒 子 フ ィ ル タ  

×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 高

性 能 粒 子 フ ィ ル タ  
×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 廃

ガ ス 洗 浄 器 ， 吸 収 塔 及 び ル テ ニ ウ ム 吸 着 塔  
×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 排 風 機                  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処

理 設 備  高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 廃 ガ ス 処 理 系 の

排 風 機  

×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処

理 設 備  不 溶 解 残 渣 廃 液 廃 ガ ス 処 理 系 の 排

風 機  

×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 排

風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-34
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

高 レ ベ ル 廃 液

ガ ラ ス 固 化 建

屋 及 び 第 1 ガ

ラ ス 固 化 体 貯

蔵 建 屋

4  上 記 2 の 系 統 及 び 機 器 並 び

に せ ん 断 工 程 を 収 納 す る セ ル

等  

上 記 2 の 系 統 及 び 機 器 を 収 納 す る セ ル 及 び グ

ロ ー ブ  ボ ッ ク ス 並 び に せ ん 断 セ ル
×  －  －  －  －  －  －  －  

下 記 の 洞 道 に 設 置 す る 配 管 収 納 容 器 の う ち ，

上 記 1 及 び 2 の 配 管 を 収 納 す る 配 管 収 納 容

器  

分 離 建 屋 と 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 を  

接 続 す る 洞 道  
－  －  －  －  －  －  －  －  

5  上 記 4 の 換 気 系 統 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 換 気 設 備

・ 高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 貯 槽 セ ル 等 か ら の 排 気 系 ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 固 化 セ ル 圧 力 放 出 系 ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 固 化 セ ル 換 気 系 ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 固 化 セ ル 換 気 系 の 洗 浄 塔 及 び ル テ ニ ウ ム 吸

着 塔
×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備 の 高 性 能 粒

子 フ ィ ル タ  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 換 気 設 備 の 高

性 能 粒 子 フ ィ ル タ  
×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備

の 排 風 機  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 換 気 設 備 の 建

屋 排 風 機 、 セ ル 排 風 機 、 固 化 セ ル 換 気 系 排

風 機  

×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-35
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

高 レ ベ ル 廃 液

ガ ラ ス 固 化 建

屋 及 び 第 1 ガ

ラ ス 固 化 体 貯

蔵 建 屋

6  上 記 4 の セ ル 等 を 収 納 す る

構 築 物 及 び そ の 換 気 系 統   

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 ○  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 換 気 設 備 （ 屋 外

ダ ク ト ）  
○  －  －  －  ○  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 換 気 設 備  汚 染

の お そ れ の あ る 区 域 か ら の 排 気 系  
×  －  －  －  －  －  －  －  

7 . 2 節 に 粒 子 除 去 効 率 を 記 載 し た 上 記 の 気 体

廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備 の 高 性 能 粒

子 フ ィ ル タ  

×  －  －  －  －  －  －  －  

上 記 の 気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 の 換 気 設 備

の 排 風 機  
×  －  －  －  －  －  －  －  

下 記 の 洞 道 の う ち ， 上 記 1 及 び 2 の 配 管 を 収

納 す る 洞 道  

分 離 建 屋 と 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 を  

接 続 す る 洞 道  
－  －  －  －  －  －  －  －  

8  非 常 用 所 内 電 源 系 統 及 び

安 全 上 重 要 な 施 設 の 機 能 の

確 保 に 必 要 な 圧 縮 空 気 等 の

主 要 な 動 力 源   

非 常 用 所 内 電 源 系 統 ×  －  －  －  －  －  －  －  

安 全 圧 縮 空 気 系 ×  －  －  －  －  －  －  －  

安 全 蒸 気 系
×  －  －  －  －  －  －  －  

1 1  高 レ ベ ル 放 射 性 固 体 廃 棄

物 を 保 管 廃 棄 す る た め の 施 設  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 ・ 第 1 ガ ラ ス 固 化

体 貯 蔵 建 屋 の 収 納 管  
×  －  ×  －  ○  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 ・ 第 1 ガ ラ ス 固 化

体 貯 蔵 建 屋 の 通 風 管  
×  －  ×  －  ○  －  －  －  

以 下 の 室 等 の 遮 蔽 設 備

・ ガ ラ ス 固 化 体 除 染 室 ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ ガ ラ ス 固 化 体 検 査 室 ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 貯 蔵 区 域 ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 受 入 れ 室 ×  －  －  －  －  －  －  －  

第 1 ガ ラ ス 固 化 体 貯 蔵 建 屋 床 面 走 行 ク レ ー ン

の 遮 蔽 設 備  
×  －  －  －  －  －  －  －  

第 1 ガ ラ ス 固 化 体 貯 蔵 建 屋 ト レ ン チ 移 送 台 車

の 遮 蔽 設 備  
×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-36 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

高 レ ベ ル 廃 液

ガ ラ ス 固 化 建

屋 及 び 第 1 ガ

ラ ス 固 化 体 貯

蔵 建 屋  

1 2  安 全 保 護 回 路  固 化 セ ル 移 送 台 車 上 の 質 量 高 に よ る ガ ラ ス 流

下 停 止 回 路  
×  －  －  －  －  －  －  －  

固 化 セ ル 圧 力 高 に よ る 固 化 セ ル 隔 離 ダ ン パ の

閉 止 回 路  
×  －  －  －  －  －  －  －  

1 5  そ の 他 上 記 各 系 統 等 の 安

全 機 能 を 維 持 す る た め に 必 要

な 計 測 制 御 系 統 、 冷 却 水 系 統

等   

 ○  計 測 制 御 設 備  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処

理 設 備 の 系 統 の  圧 力 警 報  
×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 系

統 の  圧 力 警 報  
×  －  －  －  －  －  －  －  

以 下 の セ ル の 漏 え い 液 受 皿 の 集 液 溝 の 液 位

警 報  
                

・ 高 レ ベ ル 廃 液 供 給 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 貯 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 不 溶 解 残 渣 廃 液 貯 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 高 レ ベ ル 廃 液 共 用 貯 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 一 時 貯 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 不 溶 解 残 渣 廃 液 一 時 貯 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 高 レ ベ ル 廃 液 混 合 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

・ 固 化 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

結 合 装 置 圧 力 信 号 に よ る 流 下 ノ ズ ル 加 熱 停

止 回 路  
×  －  －  －  －  －  －  －  

 ○  冷 却 設 備  安 全 冷 却 水 系 か ら 崩 壊 熱 除 去 用 冷 却 水 を 必

要 と す る 機 器 ま で の 配 管  
                

  高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  不 溶 解 残 渣 廃 液 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  高 レ ベ ル 廃 液 共 用 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 一 時 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  不 溶 解 残 渣 廃 液 一 時 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  高 レ ベ ル 廃 液 混 合 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  供 給 液 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-37 
○：評価対象 
×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象） 
－：評価対象外 

建 屋  分 類  安 全 上 重 要 な 施 設  

( 火 山 )  設 計 項 目  

荷 重  衝 突  閉 塞  磨 耗  腐 食  
大 気  

汚 染  

水 質  

汚 染  

絶 縁  

低 下  

高 レ ベ ル 廃 液

ガ ラ ス 固 化 建

屋 及 び 第 1 ガ

ラ ス 固 化 体 貯

蔵 建 屋  

 ○  冷 却 空 気 用 配 管  安 全 圧 縮 空 気 系 か ら 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化

設 備 の ガ ラ ス 溶 融 炉 の 流 下 停 止 系 ま で の 冷

却 用 空 気 を 供 給 す る 配 管  

×  －  －  －  －  －  －  －  

 ○  水 素 掃 気 用 空 気 を 供 給

す る 安 全 圧 縮 空 気 系 か ら 水 素

掃 気 を 必 要 と す る 以 下 の 機 器

ま で の 水 素 掃 気 用 の 配 管  

水 素 掃 気 用 空 気 を 供 給 す る 安 全 圧 縮 空 気 系

か ら 水 素 掃 気 用 の 圧 縮 空 気 を 供 給 す る 機 器

ま で の 水 素 掃 気 用 の 配 管  
×  －  －  －  －  －  －  －  

  高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  不 溶 解 残 渣 廃 液 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  高 レ ベ ル 廃 液 共 用 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 一 時 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  不 溶 解 残 渣 廃 液 一 時 貯 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  高 レ ベ ル 廃 液 混 合 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  供 給 液 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

  供 給 槽  ×  －  －  －  －  －  －  －  

 ○  漏 え い 液 回 収 系 統  下 記 の セ ル の 漏 え い 液 受 け 皿 か ら 漏 え い 液 を

回 収 す る た め の 系 統  
                

 ・ 高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 貯 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

 ・ 高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 一 時 貯 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

 ・ 高 レ ベ ル 廃 液 共 用 貯 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

 ・ 高 レ ベ ル 廃 液 混 合 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

 ・ 不 溶 解 残 渣 廃 液 貯 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

 ・ 不 溶 解 残 渣 廃 液 一 時 貯 槽 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

 ・  固 化 セ ル  ×  －  －  －  －  －  －  －  

 ○  上 記 1 2 の 安 全 保 護 回 路

に よ り 保 護 動 作 を 行 う 機 器 及

び 系 統  

ガ ラ ス 溶 融 炉 の 流 下 停 止 系  ×  －  －  －  －  －  －  －  

固 化 セ ル 隔 離 ダ ン パ  
×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-38
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

高 レ ベ ル 廃 液

ガ ラ ス 固 化 建

屋 及 び 第 1 ガ

ラ ス 固 化 体 貯

蔵 建 屋

○ 計 装 用 空 気 を 供 給 す る

安 全 圧 縮 空 気 系 か ら 上 記 9 ，

1 2 及 び 1 5 の 計 装 用 空 気 を 必

要 と す る 計 測 制 御 設 備 ま で の

配 管  

計 装 用 空 気 を 必 要 と す る 計 測 制 御 設 備 ま で

の 配 管  

×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 上 記 3 , 5 及 び 6 の 放 射 性

物 質 の 閉 じ 込 め 機 能 を 支 援 す

る 施 設  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 廃 ガ ス 処 理 設 備  吸

収 塔 の 純 水 系  
×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 廃 ガ ス 処 理 設 備  廃

ガ ス 洗 浄 器 ， 吸 収 塔 及 び 凝 縮 器 の 冷 水 系  
×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 換 気 設 備  セ ル

内 ク ー ラ  
×  －  －  －  －  －  －  －  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 換 気 設 備  固 化

セ ル 隔 離 ダ ン パ
×  －  －  －  －  －  －  －  

○ 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化

設 備

固 化 セ ル 移 送 台 車
×  －  －  －  －  －  －  －  
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5-1-39
○：評価対象

×：評価対象外（ただし，当該建屋を設置する建屋が評価対象）

－：評価対象外

建 屋 分 類 安 全 上 重 要 な 施 設

( 火 山 )  設 計 項 目

荷 重 衝 突 閉 塞 磨 耗 腐 食
大 気

汚 染

水 質

汚 染

絶 縁

低 下

そ の 他 の 主 要

な 施 設

8  非 常 用 所 内 電 源 系 統 及 び

安 全 上 重 要 な 施 設 の 機 能 の

確 保 に 必 要 な 圧 縮 空 気 等 の

主 要 な 動 力 源   

非 常 用 所 内 電 源 系 統 ×  －  ○  ○  ○  －  －  ×  

安 全 蒸 気 系 ×  －  －  －  －  －  －  －  

安 全 圧 縮 空 気 系 （ か く は ん 等 の た め の 圧 縮 空

気 を 供 給 す る 系 統 は 除 く ）  
×  －  ○  ○  ○  －  －  －  

9  熱 的 ， 化 学 的 又 は 核 的 制

限 値 を 維 持 す る た め の 系 統 及

び 機 器  

分 析 済 溶 液 処 理 系 の 主 要 設 備 の 臨 界 安 全

管 理 表 に 寸 法 が 記 載 さ れ て い る 機 器  

分 析 済 溶 液 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

分 析 済 溶 液 供 給 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

濃 縮 液 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

濃 縮 液 供 給 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

抽 出 液 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

抽 出 残 液 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

分 析 残 液 受 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

分 析 残 液 希 釈 槽 ×  －  －  －  －  －  －  －  

1 3  排 気 筒 主 排 気 筒 ○  －  ○  －  ○  －  －  －  

1 4  制 御 室 等 及 び そ の 換 気 空

調 系 統  

中 央 制 御 室 × － － － － － － －

制 御 建 屋 中 央 制 御 室 換 気 設 備 ×  －  ×  ○  ○  ○  －  ○  

1 5  そ の 他 上 記 各 系 統 等 の 安

全 機 能 を 維 持 す る た め に 必 要

な 計 測 制 御 系 統 ， 冷 却 水 系 統

等  

安 全 冷 却 水 系 ○  －  －  ○  ○  －  ○  －  

ﾁ ｬ ﾝ ﾈ ﾙ ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ ･ ﾊ ﾞ ｰ ﾅ ﾌ ﾞ ﾙ ﾎ ﾟ ｲ ｽ ﾞ ﾝ 処 理 建 屋 の 貯

蔵 室 の 遮 蔽 設 備
×  －  －  －  －  －  －  －  

ﾊ ﾙ ･ ｴ ﾝ ﾄ ﾞ ﾋ ﾟ ｰ ｽ 貯 蔵 建 屋 の 貯 蔵 プ ー ル の 遮 蔽

設 備
×  －  －  －  －  －  －  －  

主 排 気 筒 の 排 気 筒 モ ニ タ  ×  －  －  －  －  －  －  －  
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6-1-1

降下火砕物と積雪の重ね合わせの考え方について

建築基準法では参考資料 6-1-1 のとおり多雪区域※ １において

は暴風時あるいは地震時の荷重評価を実施する際，積雪を重ね合

わせた評価を求めており，「風」や「地震」を主荷重，重ね合わ

せる「積雪」を従荷重とし，従たる荷重は稀に起こる積雪荷重で

はなく平均的な積雪荷重としており，平均的な積雪荷重は短期積

雪荷重の 0.35 倍としている。 

同法の主従の考え方を参考として，降下火砕物と積雪の重ね合

わせにおいて，降下火砕物の荷重条件は積雪の荷重条件より厳し

く，発生した際の荷重が比較的大きいことから，降下火砕物を主

荷重，積雪を従荷重として評価を実施する。 

なお，従荷重となる六ヶ所村における平均的な積雪量は，青森

県建築基準法施行細則（昭和 36 年２月９日青森県規則第 29 号）

による六ヶ所村の垂直積雪量 150cm に 0.35 を乗じることも考え

られるが,再処理施設が多雪区域にあることを踏まえ，降下火砕

物と積雪の重ね合わせに用いる積雪条件においては，六ヶ所村の

垂直積雪量 150cm をそのまま用いることとした。

※１ 垂直積雪量が１m を超える場合又は１年ごとの積雪の継

続期間が 30 日を超える場合で，管轄の特定行政庁が規則

で指定した区域（建築基準法） 
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建築基準法における自然現象の組合せによる荷重の考え方

「建築物荷重指針・同解説(2015)」によると，建築基準法にお

ける組合せは，基本的にはタークストラの経験則 ※ １ と同様の考

え方であり，同経験則に従えば，考慮すべきは主荷重が最大を取

る時点の荷重の組合せであり，従荷重の値としては，その確率過

程的な意味での平均的な値を採用することができるとしている。 

建築基準法施行令に示された荷重の組合せは，第１表に示す通

りであり，多雪区域における場合，固定荷重と積載荷重に組み合

わせる自然現象による荷重は単独の「積雪」，「風」及び「地震」

であり，「風」及び「地震」を主荷重とした場合，「積雪」を従荷

重としている。

第１表 建築基準法施行令からの抜粋

力の種類 荷 重 及 び 外 力

に つ い て 想 定

する状態  

一般の場 合 第 86 条第 ２項ただ し書

の 規 定 に よ り 特 定 行 政

庁 が 指 定 す る 多 雪 区 域

における 場合  

長期に生 ずる力 常時 Ｇ＋Ｐ Ｇ＋Ｐ

積雪時 Ｇ＋Ｐ＋ 0.7Ｓ

短期に生 ずる力 積雪時 Ｇ＋Ｐ＋ Ｓ Ｇ＋Ｐ＋ Ｓ

暴風時 Ｇ＋Ｐ＋ Ｗ Ｇ＋Ｐ＋ 0.35Ｓ＋Ｗ

地震時 Ｇ＋Ｐ＋ Ｋ Ｇ＋Ｐ＋ 0.35Ｓ＋Ｋ

ここで， Ｇ：第 84 条に規定 する固定 荷重によ って生ず る力

Ｐ：第 85 条に規定 する積載 荷重によ って生ず る力

Ｓ：第 86 条に規定 する積雪 荷重によ って生ず る力

Ｗ：第 87 条に規定 する風圧 力によっ て生ずる 力  

Ｋ：第 88 条に規定 する地震 力によっ て生ずる 力  
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建築基準法では，その地方における垂直積雪量が１m を超える

場合又は１年ごとの積雪の継続時間が 30 日を超える場合は，管

轄の特定行政庁が規定でその地方を多雪区域に指定するととも

に，その地方における積雪荷重を規定している。 

構築物の構造計算に当たって考慮すべき積雪荷重として，次の

４つの状態が設定されている。※ ２  

①短期に発生する積雪状態

この状態に対する積雪荷重は，短期積雪荷重と呼ばれてお

り，冬季の最大積雪としておおむね３日程度の継続期間を想

定した 50 年再現期待値として設定される値である。 

Ｓ＝ｄ・ρ

ここで， 

Ｓ：短期積雪荷重（N/m2）  

ｄ：垂直積雪量※ ３（cm）  

ρ：積雪の単位荷重※ ４（N/cm/m2）

②長期に発生する積雪状態

この状態に対する積雪荷重は，長期積雪荷重と呼ばれ，お

おむね３か月程度の継続期間を想定したものである。この荷

重は多雪区域における建築物の構造計算を行うときにのみ

用いられる荷重であり，その値は短期積雪荷重の 0.7 倍であ

る。 
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③冬季の平均的な積雪状態 

この状態は，多雪区域において積雪時に強い季節風等の暴

風又は地震に襲われたときに想定するものである。この場合

の荷重・外力を「主荷重」と「従荷重」に区分すると，風圧

力又は地震力を「主荷重」，積雪荷重を「従荷重」とみなす

ことができる。「従荷重」として想定する積雪はその地方に

おける冬季の平均的な積雪で，①項の短期積雪荷重の 0.35 

倍である。 

 

④極めて稀に発生する積雪状態 

この状態に対する積雪荷重は，構築物が想定すべき最大級

の荷重として，①項の短期積雪荷重の 1.4 倍である。 

 

※１  基準期間中の最大値はある荷重（主荷重）の最大値とそ

の他の荷重（従荷重）の任意時刻における値との和によ

って近似的に評価できるとするもの 

※２ 「2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書」 

※３ 六ヶ所村における垂直積雪量は 150cm（青森県築基準法施

行細則（昭和 36 年 2 月 9 日青森県規則第 20 号）より） 

※４ 積雪量 1cm 当たり 30N/m2（青森県築基準法施行細則より） 
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降下火砕物による影響モード 

降下火砕物による影響モードは，降下火砕物の特性による直接的影響と施

設外部で発生する降下火砕物の影響を間接的に受ける間接的影響がある。 

1. 直接的影響モード

降下火砕物の特性を踏まえ，想定される直接的影響モードを第１表にまと

める。 

第１表 降下火砕物の特性から想定される直接的影響モード 

降下火砕物の特性 影響モード 

火山ガラス片及び鉱物結晶片から成り，粒径

２mm 以下 

衝突，閉塞，磨耗， 

大気汚染，水質汚染 

堆積厚さ 55cm，密度（湿潤状態）1.3g/cm
3

構造物への荷重 

腐食性ガスの付着による腐食 

（金属腐食研究結果
※1

より急激な腐食が生じ

ることはない） 

腐食，大気汚染，水質汚染 

水に濡れると電導性を生じる 絶縁低下 

湿った降下火砕物は，乾燥すると固結する 
― 

（流水等で除去可能のため影響モードなし） 

降下火砕物粒子の融点は，一般的な砂に比べ

約 1000℃と低い 

― 

（施設内において 1000℃を超えるのは，ガラ

ス溶融炉内等のごく一部であり，降下火砕物

の侵入が考えられないため影響モードなし）

※１：出雲茂人，末吉秀和他，火山環境における金属材料の腐食，1990，防食技術 VOL．39，ｐｐ．247-253
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2. 間接的影響モード 

降下火砕物における間接的影響モードとしては，敷地外で発生する送電網

への影響を踏まえ，長期間（７日間）に亘る外部電源喪失及びアクセス制限

を想定する。 
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降水による降下火砕物の固結の影響について 

降下火砕物は，湿ったのちに乾燥すると固結する特徴を持っており，影響

モードとして閉塞が考えられるが，一般的に流水等で除去可能である。

降下火砕物が固結した場合の降下火砕物防護施設等に対する影響モードと

しては，換気系に対する閉塞が考えられる。 

換気系に対する閉塞としては，換気空調系のフィルタの閉塞が考えられる

が，換気系の外気取入口は防雪フードが設置されており下方向から吸い込む

構造となっていることから，平時に比べ降水の際は降下火砕物の侵入は減少

すると考えられる。なお，侵入した降下火砕物は外気取入口のフィルタによ

って除去されるが，湿った降下火砕物がフィルタに付着し固結した場合にお

いても，フィルタ部の取替が可能なことから，固結による影響はない。 

一方，降下火砕物防護施設等に対して間接的な影響を与え得る事象として

は，降下火砕物による排水路の閉塞時の降水事象が考えられるが，降下火砕

物防護施設等に有意な影響を及ぼし得る大雨に対しては，雨水が排水路に流

れ込むことで，降下火砕物は除去されるため影響はない。なお，少量の降水

に対しては有意な影響を及ぼさないと考えられる。 
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影響モードによる再処理施設への影響因子 

 

 補足説明資料 6-2 で示す「想定される影響モード」によって発生する再処

理施設への影響因子を第１表に示す。 

 各影響モードにおける評価対象となる降下火砕物防護施設の選定フローを

第２－１図～第２－８図に示す。 

 各降下火砕物防護施設に対する評価すべき影響モードについての整理表を

第２表に示す。 
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第１表 再処理施設への影響因子 

影響モード 影 響 因 子 

構造物への荷重 

＜構造物への静的負荷＞ 

降下火砕物防護施設のうち，降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び

屋外に設置する降下火砕物防護対象設備に対して，降下火砕物が堆積し静

的な荷重負荷を与えることを考慮する。 

降下火砕物の荷重は，堆積厚さ 55cm，密度 1.3g/cm
3
（湿潤状態）に基づく

とともに，火山以外の自然現象として積雪及び風（台風）による荷重の組

合せを考慮する。 

衝突 

＜粒子の衝突＞ 

降下火砕物防護施設のうち，降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び

屋外に設置する降下火砕物防護対象設備に対して，降下火砕物が降灰時に

衝撃荷重を与えることを考慮する。 

閉塞 

＜換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞）＞ 

降下火砕物防護施設に対して，降下火砕物の堆積による閉塞，降下火砕物

を含む空気による換気系及び機器の吸気系並びに冷却空気の流路の閉塞を

考慮する。 

磨耗 

＜換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（磨耗）＞ 

降下火砕物防護施設に対して，大気に含まれる降下火砕物により，動的機

器を磨耗させることを考慮する。 

腐食 

＜構造物への化学的影響（腐食）＞ 

＜換気系，電気系及び計測制御系に対する化学的影響（腐食）＞ 

降下火砕物防護施設に対して，腐食性ガスが付着した降下火砕物に接する

ことにより接触面を腐食させることを考慮する。 

大気汚染 

＜中央制御室の大気汚染＞ 

降下火砕物防護施設のうち，制御建屋の中央制御室において，再処理施設

を継続監視する運転員に対する環境劣化を防止することを目的として，運

転員の作業環境に対する大気汚染を考慮する。 

水質汚染 

＜取水源の水質汚染＞ 

降下火砕物防護施設のうち，水を必要とする降下火砕物防護対象設備に対

して，取水に使用する二又川への降下火砕物の混入による水質汚染の影響

を考慮する。 

絶縁低下 

＜電気系及び計測制御系の絶縁低下＞ 

降下火砕物防護施設に対して，降下火砕物による絶縁低下の影響を考慮す

る。 

外部電源喪失 

＜外部電源喪失＞ 

送電網への降下火砕物の影響により発生する長期間（7 日間）の外部電源

喪失を考慮する。 

アクセス制限
＜アクセス制限＞ 

敷地内外に降下火砕物が堆積し，交通の途絶が発生すること考慮する。 
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第２－１図 「構造物への静的負荷」に対し評価対象となる降下火砕物防護

施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２－２図 「粒子の衝突」に対し評価対象となる降下火砕物防護施設 
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第２－３図 「換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞）」

に対し評価対象となる降下火砕物防護施設 

第２－４図 「換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（磨耗）」

に対し評価対象となる降下火砕物防護施設 
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第２－５図 「構造物への化学的影響（腐食）」及び「換気系，電気系及び

計測制御系に対する化学的影響（腐食）」に対し評価対象となる降下火砕物

防護施設 

第２－６図 「中央制御室の大気汚染」に対し評価対象となる降下火砕物防

護施設 
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第２－７図 「取水源の水質汚染」に対し評価対象となる降下火砕物防護施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２－８図 「電気系及び計測制御系の絶縁低下」に対し評価対象となる降

下火砕物防護施設 
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 評価すべき影響モード 

降下火砕物防護施設の選定結果 荷重 衝突 閉塞 磨耗 腐食 大気 
汚染

水質 
汚染

絶縁 
低下

①降下火砕

物防護対象

設備を収納

する建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

○ *2 ○ ○ ○ *6 ○ ○ 

前処理建屋 
分離建屋 
精製建屋 
ハル・エンドピース貯蔵建屋 
制御建屋 
分析建屋 
主排気筒管理建屋 
ウラン脱硝建屋 
ウラン酸化物貯蔵建屋 
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 
非常用電源建屋 
高レベル廃液ガラス固化建屋 
第１ガラス固化体貯蔵建屋 

②建屋内に

収納される

が外気を直

接取り込む

降下火砕物

防護対象設

備

制御建屋中央制御室換気設備

*1 *1 ○ 
○ 

○ 

○

*8 

○

安全圧縮空気系の空気圧縮機

*6 *9 
第１非常用ディーゼル発電機

第２非常用ディーゼル発電機

ガラス固化体貯蔵設備のうち収納管及び通風管 *5 

③屋外に設

置する降下

火砕物防護

対象設備 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水

系冷却塔Ａ，Ｂ

○ *3 *4 ○ ○ *7 ○ *10 再処理設備本体用  安全冷却水系冷却塔Ｂ

第２非常用ディーゼル発電機用  安全冷却水系冷却塔

Ａ，Ｂ

主排気筒（屋外ダクト含む）

○ *3 ○ *5 ○ *7 *8 *9 
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設

備及び高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理

設備の屋外配管並びに前処理建屋換気設備，分離建屋

換気設備，精製建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋換気設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋換

気設備の屋外ダクト

*1：建屋内に設置されているため考慮不要 
*2：建屋により影響を無視できるため考慮不要 
*3：鋼構造物のため考慮不要 
*4：降下火砕物が侵入する開口がないため考慮不要 

*5：動的機器ではないため考慮不要 
*6：居住環境を維持する必要がないため考慮不要 
*7：外気取り込みをしない機器のため考慮不要 
*8：水を使用していないため考慮不要 
*9：電気計装品がないため考慮不要 
*10：充電部が露出していないため考慮不要 

第２表 降下火砕物防護施設に対する評価すべき影響モード 
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補足説明資料８－１（９条 火山）
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降下火砕物防護施設の設計方針 

（構造物への静的負荷） 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防

護対象設備は，設計荷重（火山）の影響により，安全機能を損なわない設計

とする。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防

護対象設備の許容荷重が，設計荷重（火山）に対して安全余裕を有すること

により，構造健全性を失わない設計とする。 

降下火砕物の堆積荷重と組み合わせる自然現象として積雪及び風（台風）

を考慮する。 

設工認申請書において，降下火砕物の堆積荷重及び降下火砕物と火山以外

の自然現象を組み合せた堆積荷重に対して構造健全性が維持され安全機能を

損なわないことの評価結果を示す。 

(１) 降下火砕物の堆積荷重

・密度（湿潤状態）：1.3g/cm3（降下火砕物の層厚 1cm 当たり 130N/m2）

・堆積厚さ：55cm

降下火砕物荷重＝130（N/m2・cm）×55（cm）＝7,150（N/m2）

(２) 降下火砕物と火山以外の自然現象を組み合せる場合

① 降下火砕物

・密度（湿潤状態） ：1.3g/cm3（降下火砕物の層厚 1cm 当たり 130N/m2）

・堆積厚さ：55cm

降下火砕物荷重＝130（N/m2・cm）×55（cm）＝7,150（N/m2）
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② 積雪

・密度：0.3g/cm3（積雪の単位荷重は 1cm 当たり 30N/m2）※１

・堆積量：150cm※2

積雪荷重＝30（N/m2・cm）×150（cm）＝4,500（N/m2）

※１：青森県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いた。

※２：青森県 建築基準法施行細則に基づく六ヶ所地域の積雪深さを用いた。

③ 風

・基準風速：34m/s※３

・水平力として考慮

※３：平成 12 年 5 月 31 日建設省告示第 1454 号に示される青森県の基準風速を用

いた。 
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建屋に係る影響評価について

1. 概要

本資料は，降下火砕物等の堆積時における，降下火砕物防護対

象設備を収納する建屋（以下，「対象建屋」という。）の構造健全

性の評価方針及び概算結果を示すものである。 

1.1 対象建屋 

再処理施設のうち，対象建屋は以下のとおりである。 

(1) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

(2) 前処理建屋 

(3) 分離建屋 

(4) 精製建屋 

(5) ウラン脱硝建屋 

(6) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

(7) ウラン酸化物貯蔵建屋 

(8) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

(9) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

(10) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

(11) チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋

(12) ハル・エンドピース貯蔵建屋 

(13) 制御建屋 

(14) 分析建屋 

(15) 非常用電源建屋 

(16) 主排気筒管理建屋 
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2. 基本方針

2.1 位置 

対象建屋の配置を第2.1図に示す。

第 2.1 図 配置図

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム

混 合 脱 硝 建 屋

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム

混 合 酸 化 物 貯 蔵 建 屋

チ ャ ン ネ ル ボ ッ ク ス ・ バ ー ナ ブ ル

ポ イ ズ ン 処 理 建 屋

ウ ラ ン 酸 化 物 貯 蔵 建 屋

ハ ル ・ エ ン ド ピ ー ス 貯 蔵 建 屋

第 １ ガ ラ ス 固 化 体 貯 蔵 建 屋

非 常 用 電 源 建 屋

前 処 理 建 屋

分 離 建 屋

精 製 建 屋

ウ ラ ン 脱 硝 建 屋

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋

制 御 建 屋

分 析 建 屋

主 排 気 筒

管 理 建 屋

使 用 済 み 燃 料  

受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋
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2.2 構造概要

対象建屋は鉄筋コンクリート造の耐震壁及び屋根で構築さ

れた施設であり，一部が鉄骨架構で構築された施設である。

対象建屋の平面図及び断面図の例を第2.2図に示す。

平面図（T.P. 37.2）

断面図（NS 方向） 

第 2.2 図 建屋の平面図及び断面図の例（単位：m）

69.2

P.N.

21
.8

33
.8
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2.3 強度評価方針

対象建屋の強度評価は，「3.3 荷重及び荷重の組み合わせ」

に示す荷重及びその組み合わせに対し，建屋の評価対象部位ご

とに設定した許容限界を満足することを確認する。対象建屋の

設計荷重に対する強度評価のフローを第2.3図に示す。 

対象建屋の強度評価対象部位及び許容限界は，考慮する荷重

が作用する部位ごとに設定し，対象建屋の構造健全性を確認す

る。ただし，主排気筒管理建屋は飛来物防護板により覆われて

いるため，火山の影響を直接受けないことから，本評価から除

外する。 

 

 

第 2.3図 建屋の設計荷重に対する強度評価のフロー図

評 価 対 象 部 位 の 選 定

（ 鉛 直 荷 重 ）

屋 根 に 作 用 す る 荷 重 比 の 算 定

（ 水 平 荷 重 ）  

耐 震 壁 の せ ん 断 ひ ず み 度 の 算 定

許 容 限 界 の 設 定

荷 重 及 び 荷 重 の 組 み 合 わ せ の 設

定  

降 下 火 砕 物 の 荷 重 設 定

許 容 限 界 と の 比 較 許 容 限 界 と の 比 較
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2.4 準拠基準・規格等

準拠する規格・基準等を以下に示す。

・建築基準法及び同施行令

・青森県建築基準法施行細則

・原子力発電所耐震設計技術指針  重要度分類・許容応力編

JEAG4601-補 1984（ (社 )日本電気協会）

・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（ (社 )日本

電気協会）

・ 原 子 力 発 電 所 耐 震 設 計 技 術 指 針  JEAG4601-1991 追 補 版

（(社)日本電気協会）

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（(社)日本建築学

会，2018）

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（(社)日本建築学会，

2005）
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3. 強度評価方法

3.1 記号の定義 

対象建屋の強度評価に用いる記号を第3.1表に示す。

第3.1表 建屋の強度評価に用いる記号

記号 定義

A 風の受圧 面積（風 向に垂直 な面に投 影した面 積）

C 風力係数

E' 建築基準 法施行令 第 87条第 2項に規定 する数値

Er 
建設省告 示第 1454号第 2項の 規定によ って算出 した平均 風速の

高さ方向 の分布を 表す係数  

Fd 
常時作用 する荷重  

（自重及 び雪荷重 ※ 1を含む 長期荷重 ）

Fv 降下火砕 物等堆積 による鉛 直荷重

G ガスト影 響係数

H 全高

PA 
設計時長 期荷重  

（自重及 び雪荷重 ※ 2を含む 長期荷重 ）

PB 
常時作用 する荷重 及び降下 火砕物等 堆積によ る鉛直荷 重の和

PB＝ Fd＋ Fv 

P C P Aに 対す る PBの比 PC = P B/P A 

q 設計用速 度圧

VD 基準風速

W 風荷重

ZG 地表面粗 度区分に 応じて建 設省告示 第 1454号 に揚げる 数字

Zb 地表面粗 度区分に 応じて建 設省告示 第 1454号 に揚げる 数字

α 地表面粗 度区分に 応じて建 設省告示 第 1454号 に揚げる 数字

※1 建築基準法上の積雪深による雪荷重

※2 六ヶ所村の最大積雪深による雪荷重
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3.2 評価対象部位 

降下火砕物等の堆積による鉛直荷重は，降下火砕物が堆積す

る屋根に作用し，屋根部がこれを負担する。また，風荷重等の

水平荷重は，屋根及び外壁に作用し，耐震壁がこれを負担する。 

このことから，降下火砕物等の堆積による鉛直荷重について

は屋根部を，風荷重等の水平荷重については耐震壁を評価対象

部位とする。 

 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せを以下に示す。 

 

3.3.1 荷重の設定 

 各荷重の設定の考え方は以下のとおりである。 

a. 常時作用する荷重（Fd）  

常時作用する荷重は，自重，積載荷重及び建築基準法上の

積雪深による雪荷重を考慮する。 

b. 降下火砕物等堆積による鉛直荷重（FV) 

降下火砕物等堆積による単位面積当たりの鉛直荷重は，設

計層厚に密度を乗じて算定する。 
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c. 風荷重（W) 

風荷重は，建屋の形状を考慮して算出した風力係数及び受

圧面積に基づき下式により算定する。 

なお，風荷重の算定に用いる受圧面積算定において，隣接

する建屋の遮断効果は考慮しない。 

 

W q ⋅ C ⋅ A 

ここで， 	

q 0.6 ⋅ E′ ⋅  

E′ ⋅ ⋅  

1.7 ⋅ /  

34m/s 

 

3.3.2 荷重の組合せ 

対象建屋の評価に用いる荷重の組合せを第3.3.2表に示す。 

 

第 3.3.2表  荷重の組み合わせ 

荷重の種類 対象部位 荷重の組み合わせ 

水平荷重 耐震壁 PB+W 

鉛直荷重 屋根部 PB 

※鉛直上向きの風荷重は考慮しない。  
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3.4 許容限界

対象建屋の許容限界は，建屋の対象部ごとに第3.4表に示すよ

うに設定する。

耐震壁の許容限界は，日本電気協会 原子力発電所耐震設計技術

指針（JEAG-4601-1987）に基づき最大せん断ひずみ2.0×10-3 を

許容限界として設定する。 

屋根部の許容限界は，降下火砕物等堆積による鉛直荷重は一

時的な荷重であり短期許容応力度を適用することを考慮して，

設計時長期荷重に対する常時作用する荷重及び降下火砕物等堆

積による鉛直荷重の和の比が，鉄筋及び鉄骨の長期許容応力度

と短期許容応力度の比（1.5）以下であることとする。 

第3.4表 各評価対象部位の許容限界

評価対象部位 許容限界

耐震壁
耐震壁の最大せん断ひずみ

2.0×10-3 

屋根部

設計時長期荷重に対する常時作用

する荷重及び降下火砕物等堆積に

よる鉛直荷重の和の比 

1.5 
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3.5 評価方法 

3.5.1 耐震壁に対する評価 

対象建屋について，第3.5図に示す建屋の解析モデルを用い

て，「3.3.2 荷重の組合せ」に示す荷重により耐震壁に発生す

るせん断ひずみ度が許容限界以下であることを確認する。 

 

第 3.5図  建屋の解析モデル図 

 

 

3.5.2 屋根部に対する評価 

屋根部の評価は，設計時長期荷重に対する常時作用する荷重

及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和の比PCが，許容限界

以下であることを確認する。 

  

注 記 1： ○ 数 字 は 質 点 番 号 を 示 す 。 

注 記 2： □ 数 字 は 要 素 番 号 を 示 す 。 

※  解 析 モ デ ル に お け る 各 質 点 の 重 量 及 び 要 素 の 剛 性 は ， 「 建 屋 の 地 震 応 答 計 算 書 」 に 示

す 値 に 同 じ 。  
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4. 強度評価結果 

4.1 耐震壁に対する評価

鉄筋コンクリート造建屋の耐震壁に対する降下火砕物等堆

積時の強度評価結果（概算）を第4-1表に示す。 

耐震壁に発生するせん断ひずみ度は，許容限界以下である。 
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第 4-1 表  耐震壁のせん断ひずみ度の評価結果（概算） 

施設名称 

せん断 

ひずみ度 

（×10-3）  

許容限界 

（×10-3） 
判定 

使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋  0.0018 

2.0 

可  

前 処 理 建 屋  0.0020 可  

分 離 建 屋  0.0036 可  

精 製 建 屋  0.0011 可  

ウ ラ ン 脱 硝 建 屋  0.0018 可  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋  0.0009 可  

ウ ラ ン 酸 化 物 貯 蔵 建 屋  0.0012 可  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム  

混 合 酸 化 物 貯 蔵 建 屋  

0.0009 可  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋  0.0034 可  

第 １ ガ ラ ス 固 化 体 貯 蔵 建 屋  0.0064 可  

チ ャ ン ネ ル ボ ッ ク ス ・  

バ ー ナ ブ ル ポ イ ズ ン 処 理 建 屋  

0.0032 可  

ハ ル ・ エ ン ド ピ ー ス 貯 蔵 建 屋  0.0015 可  

制 御 建 屋  0.0020 可  

分 析 建 屋  0.0038 可  

非 常 用 電 源 建 屋  0.0014 可  
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4.2 屋根に対する評価

屋根に対する降下火砕物等堆積時の強度評価結果（概算）を

第4-2表に示す。 

設計時長期荷重に対する常時作用する荷重及び降下火砕物

等堆積による鉛直荷重の和の比PCは，許容限界以下である。 
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第 4-2表  屋根に対する評価結果（概算） 

施設名称 
PC 

(PB / PA) 

許容 

限界 
判定 

使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋  1.4 

1.5 

可  

前 処 理 建 屋  1.3 可  

分 離 建 屋  1.2 可  

精 製 建 屋  1.4 可  

ウ ラ ン 脱 硝 建 屋  1.3 可  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋  1.2 可  

ウ ラ ン 酸 化 物 貯 蔵 建 屋  1.2 可  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム  

混 合 酸 化 物 貯 蔵 建 屋  

1.2 可  

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋  1.2 可  

第 １ ガ ラ ス 固 化 体 貯 蔵 建 屋  1.4 可  

チ ャ ン ネ ル ボ ッ ク ス ・  

バ ー ナ ブ ル ポ イ ズ ン 処 理 建 屋  

1.2 可  

ハ ル ・ エ ン ド ピ ー ス 貯 蔵 建 屋  1.2 可  

制 御 建 屋  1.2 可  

分 析 建 屋  1.2 可  

非 常 用 電 源 建 屋  1.4 可  
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降下火砕物防護施設の設計方針 

（粒子の衝突） 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防

護対象設備は，降下火砕物の粒子の衝突の影響により安全機能を損なわない

設計とする。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防

護対象設備は，コンクリート又は鋼構造物であるため，微小な鉱物結晶であ

り，砂よりも硬度が低い特性を持つ降下火砕物の衝突による影響は小さい。

そのため，降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する降下

火砕物防護対象設備は，鋼構造物であること，建屋外壁厚さが 250ｍｍ以上

のコンクリートであることから，粒子の衝突により構造健全性を損なうこと

はない。 

なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛来物の影響に

包含される。 

155



156



補足説明資料８－３（９条 火山）

157



158



8-3-1

降下火砕物防護施設の設計方針 

（換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞）） 

1. 降下火砕物の堆積による閉塞

 屋外に設置する降下火砕物防護対象設備のうち，主排気筒は降下火砕物

の侵入による閉塞の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

 主排気筒は，排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し難い構造とする。

降下火砕物が排気筒内に侵入した場合でも，第１図に示すとおり排気筒下

部に異物の除去が可能なマンホール及び異物の溜まる空間を設けることに

より閉塞し難い構造とする。 

第１図 主排気筒のマンホール位置図 
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 主排気筒については，粒径２mm，密度（湿潤状態）1.3ｇ／ｃｍ３の降下

火砕物を想定した場合，排気筒吹き出し速度（約 13ｍ／ｓ）に対する降下

火砕物の吹き上げ力と重力のバランスは第２図の吹き上げ力の方が大きく

なるため，降下火砕物が排気筒に侵入することはない。 

第２図 降下火砕物の吹き上げ力と重力のバランス 
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2. 外気の取り込みによる閉塞

 建屋に収納される降下火砕物防護対象設備及び建屋内に収納されるが外気

を直接取り込む降下火砕物防護対象設備は，降下火砕物を含む空気による流

路の閉塞の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

2.1 ガラス固化体貯蔵設備 

ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管等で構成する貯蔵ピットの冷却空

気流路については，冷却空気入口シャフトの外気取入口に防雪フードを設け

降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が侵入した場合でも，貯蔵

ピットの下部には空間があり，冷却空気流路が直ちに閉塞することはない。 

また，必要に応じ点検用の開口部より，吸引による除灰を行う。 

 なお，降下火砕物が侵入したとしても，冷却空気流路の 小間隙は

58.6mm 以上あり，降下火砕物の粒子により閉塞しない構造となっている。 

ガラス固化体貯蔵設備の外気取入口にはバードスクリーン（網目 12ｍｍ）

が設置されているが，フィルタ等は設置していないため，降下火砕物が防設

フードから取り込まれたとしても閉塞する系統構成ではなく，気中降下火砕

物の影響を受けることはない。 

161



8-3-4 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第３図 ガラス固化体貯蔵設備の概要図 

  

冷却空気流路 
（58.6ｍｍ） 

外気取入口概要図  

迷路板 

整流板 

ファイバースコープ挿入口 プラグ 
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2.2 降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気

設備 

 降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気設備

は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。 

降下火砕物が取り込まれたとしても，制御建屋中央制御室換気設備には第

４図のとおり，プレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央制御室

内への降下火砕物の侵入を防止する。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋の換気設備についても，第５図の

とおり，プレフィルタ及び粒子フィルタ又は中性能フィルタを設置し，建屋

内部への降下火砕物の侵入を防止する。 

さらに，降下火砕物がフィルタに付着した場合でも交換又は清掃が可能な

構造とすることで，降下火砕物により閉塞しない設計とする。 
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第４図 中央制御室換気設備系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５図 建屋換気設備外気取入口概要図 

  

プレフィルタ 高性能粒子フィルタ 
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2.3 第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機及び安全

圧縮空気系空気圧縮機 

 第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮

空気系空気圧縮機は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難

い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，中性能フィルタ又はス

テンレス製ワイヤネットを設置し，設備内部への降下火砕物の侵入を防止す

る。 

 さらに，降下火砕物がフィルタに付着した場合でも交換又は清掃が可能な

構造とすることで，降下火砕物により閉塞しない設計とする。 

 なお，シリンダ内に降下火砕物が侵入したとしても，降下火砕物の特性上，

砂よりも破砕し易く硬度が低いため影響はない。 
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別紙 

非常用ディーゼル発電機等の吸気フィルタの閉塞について 

降下火砕物による閉塞に対しては，第１非常用ディーゼル発電機，第２非

常用ディーゼル発電機及び空気圧縮機の外気取入口に防雪フードが設けられ

ていることから，降下火砕物が侵入し難い構造であること及び降下火砕物が

侵入したとしても，給気における異物除去用としてフィルタ等が設置されて

いることから，安全機能への影響はないと考える。 

ただし，降下火砕物の濃度が高い場合には，フィルタの差圧が急激に上昇

することから，降下火砕物が侵入した場合の手順としているフィルタの清掃

及び交換作業を行う時間が少なくなり，交換作業が成立しない可能性がある。

交換作業が成立しない場合には，冷却機能喪失等の安全機能に対する影響が

考えられることから，高濃度の降下火砕物によるフィルタの閉塞時間を評価

し，交換作業時間を考慮した時間影響の評価を実施する。 

評価にあたっては，過去 大の降下火砕物濃度とされるセントヘレンズ山

の噴火事象で得られた観測データ（観測濃度 33,400μｇ／ｍ３）※を用いる。 

※：米国セントヘレンズ火山で発生（1980 年 5 月）した火山噴火地点から約 135km 離れた場所
における大気中の火山灰濃度（1 日平均値） 
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1. 評価対象設備

1.1 第１非常用ディーゼル発電機 

第１非常用ディーゼル発電機は，使用済燃料貯蔵プールの安全上重要な冷

却機能を確保するために必要な設備であることから，２系統設置されている。 

第１非常用ディーゼル発電機の外気取入口は，建屋換気設備の中性能フィ

ルタが設置されている（第１図）。

第１図 第１非常用ディーゼル発電機外気取入概要 
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1.2 第２非常用ディーゼル発電機 

 第２非常用ディーゼル発電機は，再処理施設の安全上重要な施設の冷却機

能等を確保するために必要な設備であることから，２系統設置されている。 

 第２非常用ディーゼル発電機のバックアップとして，運転予備用ディーゼ

ル発電機及び第２運転予備用ディーゼル発電機から給電可能な設計とし，万

一の外部電源喪失により，運転中の非常用ディーゼル発電機に降下火砕物に

よるフィルタの目詰まり等の影響が確認された場合には，フィルタ交換を行

う発電機を停止し，他の発電機で給電するなど，これらの発電機を切り替え

ることにより連続的に給電を行う。 

第２非常用ディーゼル発電機は，機器に対して個別に外気取入口を持ち，

建屋内の外気を直接取り込む構造である（第２図）。 

第２非常用ディーゼル発電機は，異物の除去のため，吸気消音器にフィル

タ（ステンレス製ワイヤーネット）を設ける構造であり，これにより降下火

砕物を捕集する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 第２非常用ディーゼル発電機外気取入概要図 
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1.3 安全圧縮空気系空気圧縮機 

 空気圧縮機の外気取入口は，防雪フードが設けられており，降下火砕物が

侵入し難い構造となっている。さらに，空気圧縮機は，安全上重要な水素掃

気に係る設備であることから，３基設置されている（第３図）。 

また，空気圧縮機の吸気には中性能フィルタが２系統設置され，給気の異

物を除去できる構造である。中性能フィルタの差圧が上昇した場合はフィル

タの系統切り替えを実施し，差圧が上昇した方のフィルタを交換する。こと

により，空気圧縮機の運転継続が可能である。 

第３図 安全圧縮空気系空気圧縮機外気取入概要図 
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2. 閉塞時間の評価条件及び方法 

降下火砕物の濃度によるフィルタの閉塞時間を以下の評価条件により評価

する。 

 各設備の外気取入口には，防雪フードが設けられており降下火砕物が

侵入し難い構造であるが，その効果は考慮せず，大気中にある降下火

砕物の粒子（33,400μｇ／ｍ３）がそのまま外気とともに取り込まれ

るものとする。 

 大気中を降下・浮遊する降下火砕物の全ての粒子がフィルタに捕集さ

れるものとする。 

 外気取入口から１段目のフィルタで全量を捕集するものとする。 

 評価対象設備の定格運転時の風量を使用する。 

  

 

2.1 第１非常用ディーゼル発電機 

第１表より，中性能フィルタの閉塞時間を試算した結果，約 22 時間とな

った。 

 

第１表 第１非常用ディーゼル発電機のフィルタ閉塞までの時間 

①中性能フィルタ捕集容量[g／m２] 1,585.5 

②追加設置プレフィルタフィルタ表面積[m２] 13.4 

③追加設置プレフィルタでのダスト捕集量[g] 

＝①×② 
21,238.7 

④降下火砕物の大気中濃度[μg／m３] 33,400 

⑤第１非常用ディーゼル発電機吸気流量[m３／h] 28,800 

⑥閉塞までの時間[h] 

＝③／④／⑤ 
22.08 
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2.2 第２非常用ディーゼル発電機 

第２表より，ステンレスワイヤーネットフィルタの閉塞時間を試算した結

果，約 42 時間となった。 

第２表 第２非常用ディーゼル発電機のフィルタ閉塞までの時間 

①ステンレスワイヤーネットフィルタ捕集容量[g／m２] 20,000.0 

②ステンレスワイヤーネットフィルタ表面積[m２] 3.7 

③ステンレスワイヤーネットフィルタでのダスト捕集量[g]

＝①×②
73,360.0 

④降下火砕物の大気中濃度[μg／m３] 33,400 

⑤第２非常用ディーゼル発電機吸気流量[m３／h] 51,460 

⑥閉塞までの時間[h]

＝③／④／⑤
42.68 

2.3 安全圧縮空気系空気圧縮機 

第３表より，中性能フィルタの閉塞時間を試算した結果，約 7.3 時間とな

った。 

第３表 安全圧縮空気系空気圧縮機のフィルタ閉塞までの時間 

①中性能フィルタ捕集容量[g／m２] 1,585.50 

②中性能フィルタ表面積[m２] 0.4 

③中性能フィルタでのダスト捕集量[g]

＝①×②
589.96 

④降下火砕物の大気中濃度[μg／m３] 33,400 

⑤第２運転予備用ディーゼル発電機吸気流量[m３／h] 2,410 

⑥閉塞までの時間[h]

＝③／④／⑤
7.33 
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3.フィルタ交換時間 

 各設備における粒子の捕集容量及び定格風量から，評価対象の閉塞時間に

ついて評価を行った結果及び過去実績，類似作業等より想定されるフィルタ

の交換時間は ，以下のとおりである。 

評価対象 
閉塞 

時間 

［ｈ］ 

フィルタ 

交換時間 

［ｈ］ 
備考 

第１非常用 

ディーゼル発電機 
 （中性能フィルタ） 

22.0 2.0 
中性能フィルタ交換実績より 
作業員：７人 
所要時間合計：約 100 分 

第２非常用 

ディーゼル発電機 
吸気消音器 

（ステンレス 

ワイヤーネット 

フィルタ） 

42.6 2.0 

模擬訓練より 
作業員：３名 
フィルタ１枚当たり 
ボルト取り外し：約５分 
フィルタ取り外し：約６分 
フィルタ取り付け：約 14 分 
合計：約 25 分 
２班で実施すると（８枚１セット） 
所要時間合計：約 100 分 

安全圧縮空気系 

空気圧縮機  
（中性能フィルタ） 

7.3 1.0 
過去実績より 
作業員：２人 
所要時間合計：約 60 分 

 

4.まとめ 

セントヘレンズ火山噴火の濃度における各設備のフィルタ閉塞時間に対し

て，フィルタ取替・清掃，電源系統の切り替えは，フィルタ閉塞前に可能で

ある。 

また，閉塞時間の試算においては，外気取入口の防雪フードは下方向から

吸気することにより降下火砕物を吸い込みにくい構造としている点を考慮せ

ず，大気中濃度のまますべて吸い込まれてフィルタに補集されることを前提

とした計算をしているため，実際にはフィルタが閉塞するまでの時間にはさ

らに余裕があると考えられる。 
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8-3-1-1 

気中降下火砕物対策に係る検討について 

 

 第 52 回原子力規制委員会（平成 29 年 11 月 29 日）において決定された，

原子力発電所の火山影響評価ガイド（以下「火山影響評価ガイド」という。） 

に記載される手法に基づき設定した気中降下火砕物濃度に対しては，設備対

策に加え運用も加味した対応が合理的と判断していることから，保安規定認

可までに対応を図る。 

 対応の検討に当たっては，火山影響発生時の体制整備等に係る措置に関す

る実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（以下，「実用炉規則」と

いう。）を参考にする。 

現在の対応状況を第１表に示す。 
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第１表 火山影響評価ガイドに基づき設定した気中降下火砕物濃度への対応状況 

参考（実用炉規則） 対応状況 

条項 規則 燃料貯蔵プール等の冷却 高レベル廃液貯槽等の冷却 高レベル廃液貯槽等の水素掃気 

第 84 条の 2 

第 5 項 

一 火山影響等発生時における発電

用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な次に掲げ

る事項を定め，これを要員に守

らせること 

－ － － 

イ 火山影響等発生時における非常

用交流動力電源設備の機能を維

持するための対策に関すること 

設定した気中降下火砕物濃度の環境

下において，第１非常用ディーゼル

発電機が機能維持できるように，各

ディーゼル発電機の外気取入口に運

転継続しながら取替可能となる着脱

式の降下火砕物用フィルタを設置す

る方針。 

設定した気中降下火砕物濃度の環境

下において，第２非常用ディーゼル

発電機が機能維持できるように，各

ディーゼル発電機の外気取入口に運

転継続しながら取替可能となる着脱

式の降下火砕物用フィルタを設置す

る方針。 

電源については左記と同じ。 

安全圧縮空気系空気圧縮機について

も設定した気中降下火砕物濃度の環

境下において機能維持ができるよう

に、建屋内から圧縮用空気を取り入

れる系統を追加し，外気取入口に降

下火砕物用フィルタを追加設置する

方針。 

ロ イに掲げるもののほか，火山影

響等発生時における代替電源設

備その他の炉心を冷却するため

に必要な設備の機能を維持する

ための対策に関すること

全交流動力電源の喪失の状態であるため、重大事故等対処で参照。 
ハ ロに掲げるもののほか，火山影

響等発生時に交流動力電源が喪

失した場合における炉心の著し

い損傷を防止するための対策に

関すること
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1. 燃料貯蔵プール等の冷却の対応方針

 第１非常用ディーゼル発電機の外気取入口に設置する着脱式の降下火砕物

用フィルタについては，気中降下火砕物濃度を 2.8ｇ／ｍ３と定めた上で，

第１図のように第１非常用ディーゼル発電機の外気取入口にさらにフィルタ

交換作業を考慮して降下火砕物用フィルタ追加設置を検討している。 

第１図 第１非常用ディーゼル発電機への対処案 
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2. 高レベル廃液貯槽等の冷却の対応方針 

 第２非常用ディーゼル発電機の外気取入口に設置する着脱式の降下火砕物

用フィルタについては，気中降下火砕物濃度を 2.8ｇ／ｍ３と定めた上で，

第２図のように第２非常用ディーゼル発電機の外気取入口にさらにフィルタ

交換作業を考慮して降下火砕物用フィルタ追加設置を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 第２非常用ディーゼル発電機への対処案 
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3. 高レベル廃液貯槽等の水素掃気の対応方針 

安全圧縮空気系空気圧縮機は中性能フィルタの系統を切り替え，フィルタ

を交換することにより，空気圧縮機の運転継続が可能であるが，中性能フィ

ルタの交換が間に合わないと判断された場合は，外気からの直接取り込みを

やめ，建屋内の空気を取り込む措置を講ずることを検討している。建屋内の

空気を取り込むための外気取入口に設置する着脱式の降下火砕物用フィルタ

については，気中降下火砕物濃度を 2.8ｇ／ｍ３と定めた上で，第３図のよ

うにフィルタ交換作業を考慮して降下火砕物用フィルタ追加設置を検討して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３－１図 安全圧縮空気系空気圧縮機への具体的対処案（その１） 
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第３－２図 安全圧縮空気系空気圧縮機への具体的対処（その２） 
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別 紙 

気中降下火砕物濃度の算定について 

火山影響評価ガイドが改正され，設計及び運用等による安全施設の機能維

持が可能かどうかを評価するための基準である気中降下火砕物濃度を推定す

る手法が示された。 

火山影響評価ガイドに基づき気中降下火砕物濃度の算出を行った。 

1. 気中降下火砕物濃度の推定手法

火山影響評価ガイドにおいては，以下の２つの手法のうち，いずれかによ

り気中降下火砕物濃度を推定することが求められている。 

ａ．降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する

手法 

ｂ．数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する手法 

これらの手法のうち，降灰量（層厚）の数値シミュレーション（Tephra2）

との連続性の観点から，「ａ．降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下

火砕物濃度を推定する手法」により気中降下火砕物濃度を推定する。 

「ａ．降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する

手法」については，粒径の大小に関わらず同時に降灰が発生すると仮定して

いること，粒子の凝集を考慮しないことから，保守的な手法となっている。 

2. 気中降下火砕物濃度の算出に用いる降下火砕物

気中降下火砕物濃度の算出に用いている降下火砕物（甲地軽石）の層厚

55ｃｍは，文献調査の結果では 20ｃｍ～50ｃｍ，地質調査の結果では敷地

において約 43ｃｍ（再堆積を含む）であり，降下火砕物シミュレーション
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（Tephra2）による不確かさを考慮した計算結果は 53ｃｍあることを踏まえ

て保守的に評価した値であり，これを前提として算出する「ａ．降灰継続時

間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法」による気中降

下火砕物濃度は保守的である。  

なお，「ｂ．数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する

手法」については，数値シミュレーション（３次元の大気拡散シミュレーシ

ョン）で使用するパラメータ設定に必要な，想定する火山噴火（約 28～18

万年前に発生した甲地軽石を噴出した噴火）における観測値に係る情報がな

いため，パラメータを設定することは困難であり，算出結果の科学的合理性

を評価することが困難である。 

 

3. 気中降下火砕物濃度の算出方法 

火山影響評価ガイドに基づく気中降下火砕物濃度の算出方法を以下に示す。 

 ①粒径 i の降灰量 Wi （g/m2）  = piWT 

（pi：粒径 i の割合 WT （g/m2） ：総降灰量） 

 ②粒径 i の堆積速度 vi （g/s・m2）=	    

（t （s） :降灰継続時間） 

 ③粒径 i の気中濃度 Ci （g/m3）   = 	 

（ri (m/s) ：粒径 i の降下火砕物の終端速度） 

 ④気中降下火砕物濃度  CT（g/m3）  =ΣiCi  
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4. 入力条件及び計算結果

気中降下火砕物濃度の算出のための入力条件及び計算結果を表１示す。 

気中降下火砕物濃度 CTの計算結果より， 2.8ｇ／ｍ３とする。 

表１ 入力条件及び計算結果 

入力条件/計算結果 備 考 

設計層厚 55cm Tephra2 による計算値に基づき 

総降灰量 WT 5.5×105g/m2 設計層厚×降下火砕物密度 1.0g/cm3 

降灰継続時間 t 86400s(24h) 
想定噴火である甲地軽石の VEI５規模の事例を

Carey and Sigurdsson(1989)より参照。 

粒径 i の割合 pi 

別表 1 参照 

Tephra2 による計算値 

粒径 i の降灰量 Wi 式①

粒径 i の堆積速度 vi 式②

粒径 i の終端速度 ri Suzuki(1983)参考 

粒径 i の気中濃度 Ci 式③

気中降下火砕物濃度 CT 2.8g/m3 式④ 

別表１ 粒径毎の入力条件及び計算結果 

粒径 iΦ 

（μm） 

-4～-3

(11,314)

-3～-2

(5,657)

-2～-1

(2,828)

-1～0

(1,414)

0～1 

(707) 

1～2 

(354) 

2～3 

(177) 

3～4 

(88) 

4～5 

(44) 
合計 

割合 

pi(wt%) 
0.73 7.9 29 40 13 6.2 3 0.36 

1.0× 

10-2
100 ※ 

降灰量 

Wi(g/m
2) 

4.0× 

103 

4.3× 

104 

1.6× 

105 

2.2× 

105 

7.2× 

104 

3.4× 

104 

1.7× 

104 

2.0× 

103 
55 

WT=5.5 

×105 ※ 

堆積速度 

vi(g/s･m
2) 

4.6× 

10-2
0.50 1.8 2.5 0.83 0.39 0.19 

2.3× 

10-2
6.4× 

10-4
－ 

終端速度 

ri(m/s) 
8.4 5.9 4.1 2.8 1.8 1.0 0.5 0.35 0.1 － 

気中濃度 

Ci(g/m
3) 

5.5× 

10-3
8.5× 

10-2
0.45 0.91 0.46 0.39 0.38 

6.5× 

10-2
6.4× 

10-3
CT=2.8 

（参考） 

噴煙柱から

の降下時間 

25km/ri(h) 

0.83 1.2 1.7 2.5 3.9 6.9 14 20 69 － 

※ Tephra2 による計算値は有効数字２桁までしか示されないため， 「割合」 および「降灰量」の粒径ごと

の合計値は， 右列の「合計」と完全には一致しない。

降灰量が同等の場合，粒径が小さいものほど（終端速度が小さいものほど）気中濃度への寄与率は大きい 
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参考資料８－３－２（９条 火山）
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気中降下火砕物濃度評価における火山影響評価ガイドとの整合性について

8-3-2-1

原子力発電所の火山影響評価ガイド ガイドへの適合性の確認結果

６．原子力発電所への火山事象の影響評価

６．１ 降下火砕物

（３） 確認事項

(a) 直接的影響の確認事項

① 降下火砕物堆積荷重に対して、安全機能を有する構築物、系統及び機器の健全

性が維持されること。

② 降下火砕物により、取水設備、原子炉補機冷却海水系統、格納容器ベント設備

等の安全上重要な設備が閉塞等によりその機能を喪失しないこと。

③ 外気取入口からの火山灰の侵入により、換気空調系統のフィルタの目詰まり、

非常用ディーゼル発電機の損傷等による系統・機器の機能喪失がなく、加えて

中央制御室における居住環境を維持すること。（解説-17）

④ 必要に応じて、原子力発電所内の構築物、系統及び機器における降下火砕物の

除去等の対応が取れること。

解説-17．堆積速度、堆積期間については、類似火山の事象やシミュレーション等に

基づいて評価する。また、外気取入口から侵入する火山灰の想定に当たっ

ては、添付 1 の「気中降下火砕物濃度の推定方法について」を参照して推

定した気中降下火砕物濃度を用いる。堆積速度、堆積期間及び気中降下火

砕物濃度は、原子力発電所への間接的な影響の評価にも用いる。
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気中降下火砕物濃度評価における火山影響評価ガイドとの整合性について 

8-3-2-2 

 

 

原子力発電所の火山影響評価ガイド ガイドへの適合性の確認結果 

添付１ 

気中降下火砕物濃度の推定手法について 

１．はじめに 

気中降下火砕物の濃度評価及び発電用原子炉施設の機器等への降下火砕物の影響評

価に関する考え方及び留意点を検討し、取りまとめることを目的とした、「降下火砕物

の影響評価に関する検討チーム」が、平成 29 年 2 月 15 日の第 61 回原子力規制委員

会において設置された。 

本検討チームでは、原子力発電所における降下火砕物の濃度評価の考え方と機器へ

の影響評価に関する検討が行われた。火山事象による降下火砕物の影響が発生した場

合における原子炉施設の保全のための活動体制の整備、必要な措置を講じる際の降下

火砕物濃度の推定について報告書を取りまとめ、平成 29 年 7 月 19 日の第 25 回原子

力規制委員会において報告を行った。 

報告の中で、降下火砕物濃度の推定に必要な実測値（観測値）や理論的モデルは大

きな不確実さを含んでおり、基準地震動や基準津波のようにハザード・レベルを設定

することは困難であることが示された。（注釈-1） 

そこで、総合的判断に基づき気中降下火砕物濃度を推定する手法を本文に示す。本

手法により推定された気中降下火砕物濃度は、設計及び運用等による安全施設の機能

維持が可能かどうかを評価するための基準として用いる。 

【注釈-1】ハザード・レベルとは、自然現象の影響を考慮する際に想定する水準で

ある。設定に当たっては、既往最大の実測値（観測値）や検証された理論

的モデル評価などを用いる。 
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気中降下火砕物濃度評価における火山影響評価ガイドとの整合性について 

8-3-2-3 

 

 

原子力発電所の火山影響評価ガイド ガイドへの適合性の確認結果 

２．用語の定義 

(1) 気中降下火砕物濃度 

運用期間中に想定される火山事象により原子力発電所敷地に降下する気中降下

火砕物の単位体積当たりの質量で、粒径ごとの気中濃度の総和。 

(2) 総降灰量（堆積量） 

運用期間中に想定される火山事象により原子力発電所敷地において降灰（堆積）

する単位面積当たりの降下火砕物の総質量で、粒径ごとの降灰量の総和。本評価

ガイドにおいては、礫、岩塊サイズのものを含めて降灰量と呼ぶこととする。 

(3) 粒径分布 

運用期間中に想定される火山事象により原子力発電所敷地において降灰（堆積）

する降下火砕物の粒径の度数分布。 

(4) 終端速度 

降下時に重力によって加速度運動する火砕物が、空気抵抗など速度に依存する抗

力を受けて最終的に一定となった速度。 

(5) 降灰継続時間 

運用期間中に想定される火山事象により原子力発電所敷地において降灰が継続

する時間。降下火砕物の堆積期間に相当する。 

(6) 堆積速度 

原子力発電所敷地において降下火砕物が堆積（降灰）する速度。単位面積、単位

時間当たりの降灰量となる。 

(7) 総噴出量 

一回の噴火により噴出する火砕物の総質量。 

(8) 噴煙柱高度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189



気中降下火砕物濃度評価における火山影響評価ガイドとの整合性について

8-3-2-4

原子力発電所の火山影響評価ガイド ガイドへの適合性の確認結果

噴煙の頂点が到達する高度。

(9) 噴出率

一回の噴火において単位時間当たりに噴出する火砕物の質量。

(10) 全粒径分布

一回の噴火により噴出する全火砕物の粒径の度数分布。

３．気中降下火砕物濃度の推定手法

原子力発電所において想定される気中降下火砕物濃度は、以下に記す 3.1 又は 3.2 

の手法により推定する。

3.1 降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法 

3.2 数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する手法 

なお、3.1 の推定手法では、降下火砕物の粒径の大小に関わらず同時に降灰が起こ

ると仮定していること、粒子の凝集を考慮しないこと等から、3.2 の推定手法では、

原子力発電所への影響が大きい観測値に基づく気象条件を設定していること等から、

いずれの推定値も実際の降灰現象と比較して保守的な値となっている。このため、3.1 

又は 3.2 のいずれかの手法により気中降下火砕物濃度を推定する。 

３．気中降下火砕物濃度の推定手法

再処理施設において想定される気中降下火砕物濃度は，ガイドに示される２つの手法

のうち，降灰量（層厚）の数値シミュレーション（Tephra2）との連続性の観点から，

「3.1．降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法」によ

り気中降下火砕物濃度を推定した。
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気中降下火砕物濃度評価における火山影響評価ガイドとの整合性について 

8-3-2-5 

 

 

原子力発電所の火山影響評価ガイド ガイドへの適合性の確認結果 

3.1 降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法 

本手法においては、原子力発電所の敷地において運用期間中に想定される降下火砕

物がある期間（降灰継続時間）に堆積したと仮定して、降下火砕物の粒径の割合から

求まる粒径ごとの堆積速度と粒径ごとの終端速度から算出される粒径ごとの気中濃度

の総和を、気中降下火砕物濃度として求める。（注釈-2，3） 

 

＜計算方法＞ 

想定される降下火砕物の総降灰量（WT：g･m-2）と、堆積する降下火砕物のうち粒

径の割合を用い、粒径の降灰量 Wi：（g･m-2）は 

Wi  = piWT 

降灰継続時間（t：s）を用い、粒径の堆積速度（vi：g･s-1・m-2）は 

vi =	  

粒径の降下火砕物の終端速度（ri：m･s-1)を用い、粒径 i の気中濃度（Ci：g･m-3） 

は 

          Ci  =  

気中降下火砕物濃度（CT：g･m-3） は 

  CT =ΣiCi 

なお、降下火砕物の終端速度は火砕物の粒径に依存し、その終端速度は実験的に求

められている値を参考とする。また、降灰継続時間については、同程度の噴火規模で

の噴火継続時間を参照して設定する。この際、評価対象火山から原子力発電所敷地に

向かう一定風を仮定するケースでは、噴火継続時間≒降灰継続時間（降灰量に支配的

な主要な降灰）とみなすことが可能である。ただし、原子力発電所敷地での降灰継続

時間を合理的に説明できない場合は、降灰継続時間を 24 時間とする。（注釈-4） 

3.1 降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法 

再処理施設の敷地において運用期間中に想定される降下火砕物がある期間（降灰継

続時間）に堆積したと仮定して，降下火砕物の粒径の割合から求まる粒径ごとの堆積

速度と粒径ごとの終端速度から算出される粒径ごとの気中濃度の総和は，2.8g/m3とな

った。 

 

 

＜計算方法＞ 

（ガイドどおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定する火山噴火における観測値に係る情報がないため，降灰継続時間を 24 時間と

設定した。 
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気中降下火砕物濃度評価における火山影響評価ガイドとの整合性について 

8-3-2-6 

 

 

原子力発電所の火山影響評価ガイド ガイドへの適合性の確認結果 

【注釈-2】粒径分布は、実測値を用いることを基本とするが、実測値の使用が困難

な場合は、類似火山噴火の降下火砕物のデータを参考に粒径分布を設定す

る。また、想定される降灰量を数値シミュレーションにより求めた場合は、

降灰量と同時に算出される粒径分布を使用する。 

【注釈-3】粒径ごとの終端速度は既存の文献を参考とするが、最新の知見について

も適宜参照する。 

【注釈-4】過去のプリニー式噴火における噴火パラメータを取りまとめた文献

（Carey and Sigurdsson、1989）を参考に、ＶＥＩ５～６の規模の噴火

継続時間は約 24 時間とした。 
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気中降下火砕物濃度評価における火山影響評価ガイドとの整合性について 

8-3-2-7 

 

 

原子力発電所の火山影響評価ガイド ガイドへの適合性の確認結果 

3.2 数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する手法 

本手法においては、3 次元の大気拡散シミュレーションにより設定座標点で粒径ご

とに気中濃度の時間変化を算出し、得られた最大濃度を気中降下火砕物濃度とする。 

シミュレーションで使用するパラメータは、想定する火山噴火の観測値や実測値、

類似火山の噴火パラメータ等に基づいて設定するとともに、その設定根拠を明らかに

する。 

（注釈-5） 

(a) 総噴出量 

(b) 噴煙柱高度 

(c) 噴出率 

(d) 噴火継続時間 

(e) 全粒径分布 

気象データの設定は、高層気象観測を実施している評価対象火山又は原子力発電所

敷地に近い観測地におけるデータを基に、1 年で最も原子力発電所敷地に対して影響

のある月を抽出し、一定風を設定する。 

【注釈-5】上記(a)～(e)のパラメータを設定する際には、その不確実さを考慮して

文献等に基づくデータを基にパラメータサーベイを行う。 

 

 

 

 

3.2 数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する手法 

（本評価では使用していない） 

 

以上 
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補足説明資料８－４（９条 火山）
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8-4-1

降下火砕物防護施設の設計方針 

（換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（磨耗）） 

1. 建屋に収納される降下火砕物防護対象設備及び制御建屋中央制御室換気

設備

建屋に収納される降下火砕物防護対象設備及び建屋内に収納されるが外気

を直接取り込む降下火砕物防護対象設備のうち，制御建屋中央制御室設備換

気設備については，降下火砕物の磨耗の影響により安全機能を損なわない設

計とする。 

 降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び制御建屋中央設備換気設備に

ついては，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造と

する。降下火砕物が取り込まれたとしても，制御建屋中央制御室換気設備に

は第１図のとおりプレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央制御

室内部への降下火砕物の侵入を防止する。降下火砕物防護対象設備を収納す

る建屋の建屋換気設備についても，第２図のとおりプレフィルタ及び粒子フ

ィルタ又は中性能フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止

する。 
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8-4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 中央制御室換気設備系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 建屋換気設備外気取入口概要図 

  

プレフィルタ 高性能粒子フィルタ 
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8-4-3 

2.  安全冷却水系冷却塔 

 屋外に設置される降下火砕物防護対象設備のうち安全冷却水系の冷却塔は，

降下火砕物の磨耗の影響により安全機能を損なわない設計とする。 

 安全冷却水系の冷却塔において降下火砕物の影響を受けると想定される駆

動部として，冷却ファンの回転軸部がある。これに対しては，冷却空気を上

方に流し降下火砕物が侵入し難い構造とすることで，安全機能を損なわない

設計とする。 

 なお，冷却塔は，屋外設備として砂及び雨の影響を考慮した防塵及び防水

設計としているため，降下火砕物の影響を受けることはない。 

 また，第３図に示すとおり，冷却塔はファンにより冷却空気が下方から上

方に流れる構造であるため，上空からの降灰による影響はない。地表面に溜

まった降下火砕物及び空中を漂う降下火砕物についても，使用時は常に冷却

空気が上方に流れているため，降下火砕物が積もることはなく影響はない。

さらに，空中を浮遊するような極めて小さな降下火砕物がファンの回転部に

巻き込まれたとしても，砂に比べ硬度が低く破砕しやすいため，影響を与え

ることはない。 

 

 

 

 

 

 

第３図 安全冷却水系冷却塔概要図 
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8-4-4 

3. 第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機及び安全圧

縮空気系の空気圧縮機 

 建屋内に収納されるが外気を直接取り込む降下火砕物防護対象設備のうち，

第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空

気系の空気圧縮機は，降下火砕物の磨耗の影響により安全機能を損なわない

設計とする。 

 建屋内に収納されるが外気を直接取り込む降下火砕物防護対象設備のうち，

第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空

気系の空気圧縮機は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難

い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，中性能フィルタ又はス

テンレス製ワイヤネットを設置し，設備内部への降下火砕物の侵入を防止す

る。 

 なお，シリンダ内に降下火砕物が侵入したとしても，降下火砕物の特性上，

砂よりも破砕し易く硬度が低いため影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

200



補足説明資料８－５（９条 火山）
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8-5-1 

降下火砕物防護施設の設計方針 

（構造物への化学的影響（腐食）） 

（換気系，電気系及び計測制御系に対する化学的影響（腐食）） 

 

 降下火砕物防護対象設備を収納する建屋，建屋に収納される降下火砕物

防護対象設備，建屋内に収納されるが外気を直接取り込む降下火砕物防護対

象設備及び屋外に設置する降下火砕物防護対象設備は，降下火砕物の腐食の

影響により安全機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物の特性として，金属腐食研究の結果より，降下火砕物により直

ちに金属腐食を生じさせることはないが，建屋内に収納されるが外気を直接

取り込む降下火砕物防護対象設備及び屋外に設置する降下火砕物防護対象設

備は，塗装，腐食し難い金属又は防食処理（アルミニウム溶射）を施した炭

素鋼を用いることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

また，長期的な影響については，保守及び修理により安全機能を損なわな

い設計とする。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋は，外気取入口に防雪フードを設

け降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋の換気設備については，プレフィル

タ及び粒子フィルタ又は中性能フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物

の侵入を防止する。制御建屋中央制御室換気設備についてはプレフィルタ及

び高性能粒子フィルタを設置し，中央制御室内部への降下火砕物の侵入を防

止する。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水がなされ

ていることから，降下火砕物による化学的腐食により短期的に影響を及ぼす

ことはない。 
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8-5-2 

また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下

火砕物を除去し，除去後の点検等において，必要に応じて補修作業を実施す

る。 
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8-5-3

第１図 制御建屋中央制御室換気設備系統概要図 
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参考資料８－５－１（９条 火山）
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8-5-1-1 

再処理施設で使用する塗料について 

 

屋内外の機器・機械類，配管及びダクト（亜鉛めっき部を除く），屋外に

設置するステンレス鋼の機器・機械類及び配管のうち塩害による腐食のおそ

れがある範囲並びに排気筒等の屋外設備の外表面に対する塗装には，耐食性

等を考慮した塗料を使用している。 

屋外設備については，海塩粒子等の腐食性有害物質が付着しやすく，厳し

い腐食環境にさらされるため，エポキシ樹脂系等の塗料が複数層で塗布され

ている。エポキシ樹脂系は，耐薬品性※が強く，酸性物質を帯びた降下火砕

物が付着，堆積したとしても，直ちに金属表面等の腐食が進むことはない。 

また，高レベル廃液ガラス建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋の収納管及

び通風管については，炭素鋼にアルミニウム溶射が施されている。 

したがって，降下火砕物の屋外設備への付着や堆積により，直ちに金属表

面の腐食が進むことはない。 

なお，建屋外壁については，弾性アクリルゴム系吹付タイルを使用すると

ともに，屋根はアスファルト防水を施すことにより，直ちに腐食の影響を受

けることはない。 

 

※ 塗装ハンドブック（石塚末豊，中道敏彦 編集）によると，「酸，アルカリなどに水分の加

わった強度腐食環境での塗装には，フェノール樹脂塗料，塩化ゴム系塗料，エポキシ樹脂

塗料，タールエポキシ樹脂塗料，ウレタン樹脂塗料，シリコーンアルキド樹脂塗料，フッ

素樹脂塗料などの耐薬品性のある塗料が使用される。」と記載あり。 

 

 

209



210



参考資料８－５－２（９条 火山）
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8-5-2-1 

降下火砕物の金属腐食研究について 

 

桜島降下火砕物による金属腐食研究成果を降下火砕物による金属腐食の影

響評価に適用する考え方について，以下に示す。 

 

1. 適用の考え方 

降下火砕物による金属腐食については，主として火山ガス（ＳＯ２）が付

着した降下火砕物の影響によるものである。 

降下火砕物による腐食影響において引用した研究文献「火山環境における

金属材料の腐食」では，実降下火砕物である桜島降下火砕物を用いて，実際

の火山環境に近い状態を模擬するため，高濃度の亜硫酸ガス（ＳＯ２）雰囲

気を保った状態で金属腐食試験を行なったものであり，降下火砕物の腐食成

分濃度を高濃度で模擬した腐食試験結果であることから，再処理施設で考慮

する火山についても本研究結果が十分適用可能と考える。 

 

2. 研究文献「火山環境における金属材料の腐食」の概要 

(１) 試験概要 

「火山環境における金属材料の腐食（出雲茂人，末吉秀一他），防食技術

Vol.39,pp.247-253，1990」によると，降下火砕物を水で洗浄し，可溶性の

成分を除去した後，金属試験片に堆積させ，高濃度のＳＯ２ガス雰囲気

（150ppm～200ppm）で，加熱（温度 40℃，湿度 95％を４時間），冷却（温度

20℃，湿度 80％を２時間）を最大 18 回繰り返すことにより，結露，蒸発を

繰り返し金属試験片の腐食を観察している。 

 

 

213



8-5-2-2

(２) 試験結果

第１図に示すとおり，降下火砕物の堆積量が多い場合は，降下火砕物の堆

積なし又は堆積量が少ない場合と比較して，金属試験片の腐食が促進される

が，腐食量は表面厚さにして十数μm 程度との結果が得られ，降下火砕物層

では結露しやすいこと並びに保水効果が大きいことにより腐食が促進される

と結論づけられている。 

(３) 試験結果からの考察

降下火砕物による腐食については，主として火山ガスが付着した降下火砕

物の影響によるものであり，本研究においては，金属試験片の表面に降下火

砕物を堆積させ，実際の火山環境を模擬して高濃度のＳＯ２雰囲気中で暴露

し，腐食実験を行っている。 

腐食の要因となる火山ガスを常に高濃度の雰囲気に保った状態で行ってい

る試験であり，自然環境に存在する降下火砕物よりも高い腐食条件※で金属

腐食量を求めており，再処理施設で考慮する降下火砕物についても十分適用

可能である。 

※・三宅島火山の噴火口付近の観測記：20～30ppm（「三宅島火山ガスに関する検討会報告書」より）

・桜島火山上空の噴煙中火山ガスの観測記録：17～68ppm（「京大防災研究年報」より）
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8-5-2-3

Ash-０：降下火砕物のない状態 

Ash-１：表面が見える程度に積もった状態 

Ash-２：表面が見えなくなる程度に積もった状態 

Ash-３：約 0.8mm の厚さに積もった状態 

第１図 SS41 の腐食による質量変化 
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補足説明資料８－６（９条 火山）
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8-6-1 

降下火砕物防護施設の設計方針 

（中央制御室の大気汚染） 

 

降下火砕物防護施設のうち，制御建屋の中央制御室は，降下火砕物による

大気汚染により，運転員の居住性を損わない設計とする。 

中央制御室の大気汚染は降下火砕物が中央制御室内に侵入することで生じ

るが，制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口に防雪フードを設け降下火

砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，制御建

屋中央制御室換気設備にはプレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，

中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止することで，運転員の居住性を確

保する設計とする。 

さらに，制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建

屋の中央制御室内空気を再循環することで，腐食性ガスの侵入を防止し，運

転員の作業環境を確保する設計とする。再循環運転時の居住性については，

参考資料 10-1-1 に示す。 

 

第１図 制御建屋中央制御室換気設備系統概要図 
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補足説明資料８－７（９条 火山）
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8-7-1 

降下火砕物防護施設の設計方針 

（取水源の水質汚染） 

 

再処理施設には大量に水を使用し，取水が必要となる降下火砕物防護対象

設備はないため，取水源の水質汚染の影響を受けることはない。 

なお，安全冷却水系の補給水等として使用される純水は，第１図に示すと

おり，二又川の河川水を除濁ろ過したろ過水から製造して純水貯槽に貯留し，

純水貯槽から供給するため，供給中に水質汚染することはない。 

また，河川水が汚染された場合には，取水を停止する手順となっているが，

ろ過水貯槽及び純水貯槽内に水が貯留されているため，７日間程度取水が停

止しても影響はない。 
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8-7-2

第１図 純水供給系統概要図 

本範囲の設備は，使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に係る設備である。

純 水 装 置**

純 水 貯 槽*

使用済燃料受入れ

・貯蔵管理建屋

分離建屋

精製建屋

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋

高レベル廃液

ガラス固化建屋

低レベル廃液処理建屋

試薬建屋

使用済燃料受入れ

・貯蔵建屋

ウラン脱硝建屋

ウラン酸化物貯蔵建屋

第２低レベル

廃棄物貯蔵建屋

チャンネルボックス・

バーナプルポイズン

処理建屋

ハル・エンドピース

貯蔵建屋

分析建屋

低レベル廃棄物処理建屋

非常用電源建屋

* ユーティリティ建屋南西の屋外に設置

** ユーティリティ建屋内に設置

*** 第１ガラス固化体貯蔵建屋北西の冷却水設備

**** 分析建屋西の冷却水設備

ろ 過 水 貯 槽* 使用済燃料輸送容器

管理建屋

貯水槽から

前処理建屋

ユーティリティ建屋

運転予備用電源建屋

開閉所

冷却水設備***

出入管理建屋

冷却水設備****

第２ユーティリティ建屋
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補足説明資料８－８（９条 火山）
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8-8-1 

降下火砕物防護施設の設計方針 

（電気系及び計測制御系の絶縁低下） 

 

建屋に収納される降下火砕物防護対象設備は，降下火砕物による絶縁低下

の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気設備

は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。降

下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象設備を収納する建屋

の換気設備については，プレフィルタ及び粒子フィルタ又は中性能フィルタ

を設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防ぐことで絶縁低下を防止する。

制御建屋中央制御室換気設備についてはプレフィルタ及び高性能粒子フィル

タを設置し，中央制御室内部への降下火砕物の侵入を防ぐことで絶縁低下を

防止する。   
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8-8-2

第１図 建屋換気設備概要図 

第２図 制御建屋中央制御室換気設備系統概要図 
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補足説明資料８－９（９条 火山）
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8-9-1

降下火砕物防護施設の設計方針 

（外部電源喪失，アクセス制限） 

1. 外部電源喪失

送電網への降下火砕物の影響により，長期的に外部電源が喪失した場

合に対し，第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電

機を各々２系統設置する設計とし，外部電源喪失により安全機能を損な

わない設計とする。 

また，外部からの支援を期待できない場合においても，電力の供給を

可能とするため，再処理施設内に第１非常用ディーゼル発電機及び第２

非常用ディーゼル発電機が７日間以上連続で運転できる燃料を貯蔵する

設計とし，安全機能を損なわない設計とする。 

2. アクセス制限

敷地外で交通の途絶が発生した場合，安全上重要な施設に電力を供給

する第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機の燃

料の供給が外部から受けられないが，再処理施設内に第１非常用ディー

ゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機が７日間以上連続で運転で

きる燃料を貯蔵する設計とし，安全機能を損なわない設計とする。 

敷地内において交通の途絶が発生した場合でも，安全上重要な施設の

安全機能は再処理施設内で系統が接続されることにより，交通の途絶の

影響を受けない設計とし，安全機能を損なわない設計とする。 

また，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合には，降灰後

に除灰作業を実施し復旧することを手順等に定める。 
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補足説明資料１０－１（９条 火山）
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再処理施設

運用，手順説明資料

外部からの衝撃による損傷の防止

（火山）
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10-1-1 

（第九条 火山） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震、津波を除く。次項において同じ。）が

発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。 

２  安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に

考慮したものでなければならない。 

安全機能を有する施設は、想定される

自然現象（地震、津波を除く。次項に

おいて同じ。）が発生した場合におい

ても安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

安全上重要な施設は、当該安全上重要

な施設に大きな影響を及ぼすおそれが

あると想定される自然現象により当該

安全上重要な施設に作用する衝撃及び

設計基準事故時に生ずる応力を適切に

考慮したものでなければならない。 
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10-1-2

アクセス制限

外部電源喪失 

構造物への静的負荷 設計荷重の設定 

侵入による閉塞 

衝撃荷重 

換気系，機器の吸気系及び冷却空気の流路の閉塞 

動的機器の磨耗 

腐食性ガスが付着した降下火砕物による腐食 

運転員の作業環境に対する大気汚染 

取水源の水質汚染 

絶縁低下 

影響なし 

影響なし 

影響なし 

影響なし 

制御室換気設備の再循環運転 

降下火砕物の除去（建屋等） 

必要に応じ除去（主排気筒） 

・再処理の停止

・建屋換気設備の風量低減又は停止

・必要に応じ除去（貯蔵ピット） 

影響なし 

降下火砕物の除去（屋外機器等） 

影響なし 

衝突 

直接的影響 

間接的影響 

荷重 

閉塞 

磨耗 

腐食 

大気汚染 

水質汚染 

絶縁低下 

・降下火砕物防護対象設備を収納する建屋

・建屋内に収納されるが外気を直接取り込む降下火砕物防護対象設備

・屋外に設置する降下火砕物防護対象設備

降下火砕物による影響の選定 

・直接的影響

・間接的影響

降下火砕物防護施設 

安全機能を有する施設 

安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震、津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。 

再処理施設に影響を及ぼし得る火山の抽出 

影響を及ぼし得る火山事象 【降下火砕物】 

堆積厚：55cm 

密度 ：1.3g/cm3（湿潤状態） 

降下火砕物防護対象設備以外 

再処理施設の運用期間中における火山活動に関する個別評価 

影響を及ぼす可能性がない火山事象 

・火砕物密度流

・溶岩流

・岩屑なだれ，地滑り及び斜面崩壊

・火山土石流，火山泥流及び洪水

・火山から発生する飛来物（噴石）

・火山ガス

・新しい火口の開口

・津波及び静震

・大気現象

・地殻変動

・火山性地震とこれに関する事象

・熱水系及び地下水の異常

その他の安全機能を有する施設につ

いては，当該施設の破損により安全

上重要な施設に波及的な影響を与え

ないようにするとともに，安全上支

障が生じないように当該施設の安全

機能の復旧を行う。 

降下火砕物防護対象設備等 

除外 
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10-1-3

構造物への静的負荷 設計荷重の設定 降下火砕物の除去（建屋等） 直接的影響 荷重 

・降下火砕物防護対象設備を収納する建屋

・建屋内に収納されるが外気を直接取り込む降下火砕物防護対象設備

・屋外に設置する降下火砕物防護対象設備

降下火砕物による影響の選定 

・直接的影響

降下火砕物防護施設 

安全上重要な施設 

安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故

時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。 

再処理施設に影響を及ぼし得る火山の抽出 

影響を及ぼし得る火山事象 【降下火砕物】 

堆積厚：55cm 

密度：1.3g/cm3（湿潤状態） 

再処理施設の運用期間中における火山活動に関する個別評価 

影響を及ぼす可能性がない火山事象 

・火砕物密度流

・溶岩流

・岩屑なだれ，地滑り及び斜面崩壊

・火山土石流，火山泥流及び洪水

・火山から発生する飛来物（噴石）

・火山ガス

・新しい火口の開口

・津波及び静震

・大気現象

・地殻変動

・火山性地震とこれに関する事象

・熱水系及び地下水の異常

降下火砕物防護対象設備 
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10-1-4

再処理施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則 
対象項目 区分 運用対策等 

第９条 外部からの衝撃によ

る損傷の防止 

降下火砕物の除去作

業及び除去後におけ

る降下火砕物による

静的荷重や腐食等の

影響に対する保守管

理 

運用・手順 

・降下火砕物が確認された場合には，建屋や屋外の設備等に長期間降下火砕物

の荷重を掛け続けないこと，また降下火砕物の付着による腐食等が生じる状

況を緩和するために，評価対象施設等に堆積した降下火砕物の除去を実施す

る。

・降下火砕物による影響がみられた場合，必要に応じて保守及び修理を行う。

体制 
（担当課による保守・点検の体制） 

（降下火砕物確認時の体制） 

保守・点検 

・日常点検

・定期点検

・火山事象時及び火山事象後の巡視点検

教育・訓練 ・運用・手順・保守・点検に関する教育

再処理の停止，建屋

換気設備の風量低減

又は停止及び制御室

換気設備の再循環運

転 

運用・手順 

・降灰が確認された場合には，状況に応じて降下火砕物防護対象設備を収納す

る建屋の換気設備の風量を低減する措置を講ずる。建屋換気設備の給気フィ

ルタの差圧が交換差圧に達した場合は，状況に応じ外気の取り込みを停止又

はフィルタの清掃や交換を実施する。

・降灰が確認された場合には，状況に応じて制御建屋中央制御室換気設備の外

気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置又は

風量を低減する措置を講ずる。制御建屋中央制御室換気設備の給気フィルタ

の差圧が交換差圧に達した場合は，状況に応じ外気の取り込みを停止又はフ

ィルタの清掃や交換を実施する。

・第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーセル発電機の運転時に

は，フィルタの状況を確認し，状況に応じてフィルタの清掃や交換を実施す

る。

体制 
（運転員の当直体制） 

（降下火砕物確認時の体制） 

保守・点検 － 

教育・訓練 ・運用・手順・保守・点検に関する教育
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参考資料１０－１－１（９条 火山）
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10-1-1-1 

制御建屋中央制御室換気設備の再循環運転時の居住性について 

 

制御建屋中央制御室換気設備は，大規模な噴火があり降灰予報が発表され，

降下火砕物の影響により給気フィルタの差圧の上昇が予見される場合など，

状況に応じて，外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再

循環する措置又は風量を低減する措置を講ずる。また，給気フィルタの差圧

が交換差圧に達した場合には，外気の取り込みを停止する措置を講ずる。 

また，大気汚染による人に対する居住性の観点から，運転員が常駐する中

央制御室については，外気との連絡口を遮断し，中央制御室内空気を再循環

する措置をすることにより，中央制御室の居住性を維持できる。 

外気との連絡口を遮断した場合の中央制御室の二酸化炭素濃度の評価を以

下に示す。また，制御建屋中央制御室換気設備の系統概要図を第１図に示す。 
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10-1-1-2

1. 二酸化炭素濃度

「空気調和・衛生工学便覧 第 13 版 第 5 編 空気調和設備設計」に基づ

き，二酸化炭素濃度について評価した。 

(１) 評価条件

・在室人員は重大事故時を想定した 159 人とする。

・中央制御室バウンダリ内体積：9,810ｍ３

・空気流入はないものとする。

・初期二酸化炭素濃度：0.03％

・１人あたりの二酸化炭素吐出量は，極軽作業時での発生量を適用し

て 0.022ｍ３／ｈとする。

・管理濃度は 1.0％未満とする。（鉱山保安法施行規則）

(２) 評価結果

上記評価条件から求めた二酸化炭素濃度は，重大事故時を想定した 159

人の場合であっても，約 39 時間外気取入を遮断したままでも，中央制御

室内に滞在する運転員の操作環境に影響を与えない。 
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10-1-1-3 

 

 

第１図 制御建屋中央制御室換気設備系統概要図 
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参考資料１０－１－２（９条 火山）
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10-1-2-1 

噴火速報及び降灰予報について 

 

火山の噴火が発生した場合には，気象庁が発表する噴火速報等を確認し，

半径 160ｋｍの範囲内の火山の場合は異常・非常時対策要領に基づく六ヶ所

対応会議を設置し，降灰に備える。 

また，気象庁が発表する降灰予報で敷地内に「やや多量」または「多量」

と予想された場合は非常時対策組織を設置し，本部長（事業部長）の判断の

もと，降下火砕物対策を開始する。 

 

1. 噴火予報とは 

気象庁から発表される噴火速報は，登山者や周辺の住民に対して，噴火の

発生を知らせる情報であり， 火山が噴火したことを端的にいち早く伝え，

身を守る行動を取るために発表されるものであるとしている。 

 噴火が発生した事実を速やかに知らせするため，火山名と噴火した時間の

みの情報が発表されるとしている。 

発表される情報の例は以下のとおり。 

 

 

 

 

第１図 噴火速報の情報の例 

  

火山名 ○○山 噴火速報 

平成△△年△△月△△日△△時△△分 気象庁地震火山部発表 

＊＊（見出し）＊＊ 

＜○○山で噴火が発生＞ 

＊＊（本 文）＊＊ 

 ○○山で、平成△△年△△月△△日△△時△△分頃、噴火が発生しました。 

気象庁ＨＰより 
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2. 降灰予報とは

気象庁から発表される降灰予報には，「降灰予報（定時）」，「降灰予報（速

報）」，「降灰予報（詳細）」がある。 

ただし，「降灰予報（定時）」が発表されていない火山では，予測された降

灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表するとしている。 

また，「速報」は事前計算された降灰予報結果から，噴火後速やかに（５

～10 分程度で）発表するとしている。 

第２図 降灰予報の発表の種類 

※上空の風が弱い場合、あるいは高度によって風向きが大きく変化している場合、 降灰予報と実際の降灰範囲及び降灰

量が異なることがあります。

気象庁ＨＰより
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第３図 降灰予報で使用する降灰量階級表 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁ＨＰより 
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降下火砕物の除去に要する時間及び灰置場について 

 

1. 降下火砕物の除去に要する時間 

降下火砕物の除去に要する時間について，土木工事の人力掘削作業を参考

に評価した結果を以下に示す。 

(１) 評価条件 

堆積面積１ｍ２あたりの作業人工等の評価条件を第１表に示す。 

 

第１表 降下火砕物の除去に要する時間の評価条件 

項目 評価値 

①堆積面積（ｍ２） 

建屋 約 158,280 

屋外設備 約 3,490 

合計 約 161,770 

②堆積厚さ（ｍ） 0.55 

③堆積量＝①×②（ｍ３） 約 88,970 

④１ｍ３当たりの作業人工※ 0.39 

※ 「国土交通省土木工事積算基準（Ｈ２４）」における人力掘削での人工 

 

(２) 評価結果 

降下火砕物の除去に要する作業量は以下のとおり。 

0.39 人日／ｍ３×88,971ｍ３=約 34,700 人日 

以上の結果から，降下火砕物の除去に人員を約 1160 人動員した場合，30

日程度で降下火砕物を除去できる。また，人員を増やすことによりさらに期

間の短縮が可能である。 
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2. 灰置場について

灰置場については，積んだ降下火砕物が崩れることにより再処理施設の安

全上重要な施設に想定外の荷重が負荷されないよう，また，重大事故等対応

時に必要なアクセスルートの通行に影響を及ぼすことがないよう，それらか

ら十分に離れた場所に降下火砕物を集積する運用とする。 

仮に，一時的に再処理施設の近傍に降下火砕物を積む場合は，降下火砕物

が崩れることにより安全上重要な施設に想定外の荷重が負荷されないよう，

また，重大事故等対応時に必要なアクセスルートの通行に影響を及ぼさない

離隔距離を確保する運用とする。 
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除灰時の人員荷重の考え方について

降下火砕物を除灰する際の人員の荷重については，建屋健全性

評価において「建築構造設計基準の資料」（国土交通省 平成 30 

年版）に示される屋上の通常人が使用しない場合の床版計算用積

載荷重 980N/m2 を包絡するよう，除灰時人員荷重として 1000N/m2

※ 1 を考慮し，健全性評価を行う。

なお，建屋屋上の除灰時はスコップ，土のう袋，集じんマスク，

ゴーグル，ほうき等軽量な資機材を使用し，重機等の大きな荷重

を伴う資機材は使用しない。 

※ 1 約 100kg の 人 員 が ， 1ｍ 2 毎 に 配 置 さ れ て い る の と 同 様 な 荷 重 状 態 と な る 。

第１表 積載荷重※ 2 （単位：N/m2）

室 名 等
床 版 又

は 小 梁

計 算 用

大 梁 ， 柱

又 は 基 礎

計 算 用

地 震 力

計 算 用
備 考

屋

上 

常 時 人 が 使 用 す る 場 合  
（ 学 校 ， 百 貨 店 の 類 を 除 く ） 

1800 1300 600 
「 令 」第 85 条 の 屋 上

広 場 を 準 用 。  〃  

（ 学 校 ， 百 貨 店 の 類 ）
2900 2400 1300 

通 常 人 が 使 用 し な い 場 合 980 600 400 

鉄 骨 造 体 育 館 ， 武 道 場 等 980 0 0 

短 期 荷 重 と す る （ 作

業 荷 重 を 考 慮 ）。積 雪

荷 重 及 び 風 荷 重 と の

組 合 せ は 行 わ な い 。  

※ 2 「 建 築 構 造 設 計 基 準 の 資 料 」（ 平 成 30 年 版 ） 平 成 30 年 4 月 25 日 国 営 整

第 25 号 表 4.2 積 載 荷 重 よ り 抜 粋 。
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